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年 月 日

 兵庫県信用保証協会　御中

事前相談を希望する保証について、選択欄に○印を記入してください（両方選択可）。　※個人事業者の場合はひやくライトのみ

県長期資金の利用

勘定店

取扱店

金融機関コード

代表者名

〒 ℡ 〒 ℡

ﾌﾘｶﾞﾅ

取扱品目（％で表示）

％ ％

千円

名 有　・　無
名

名

固定・変動

( ) 年 ％

　

2  一括返済　     　　　 （ 信用保証協会）

ﾌﾘｶﾞﾅ

℡ 年 月

ﾌﾘｶﾞﾅ

（ ）

（ ）

（ ）

　※　個人事業者の場合は、青色申告で貸借対照表の添付があるもの

④取扱金融機関との取引等が次のいずれかに該当する。　　　

（ ）

（ ）

（ ）

年 月 日現在の残高

年 月 ／ 年 月

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円  1　有 　 2　無

今回の資金必要理由と効果、返済能力と財源

 ※　設備資金の場合は、所定の設備計画書を添付してください。

 ※　事前相談時に設備資金に係る見積書の提出は不要としますが、保証申込時には見積書写し（契約書写し）等の提出が必要です。

金融機関提携保証「飛躍（ひやく）」「ひやくライト」事前相談書

保証 選択欄
※①、②両方選択の場合、回答金額の高い保証で回答します。
   回答金額が同額の場合に回答を希望する保証に○を記入してください。① 飛躍（ひやく）

顧 客 番 号

金融機関名

② ひやくライト 飛躍（ひやく） ひやくライト 

氏名
又は

法人名

業種

本店
所在地

主たる
営業所

日
常用（役員・家族除く）

資本金

従業員数

臨時（パート含む）

月

資金使途 運転 ・ 設備・運転設備 期　間

(据置)
か月 利　率

申
　
　
込
　
　
人

常用（役員・家族） （有りの場合、名義人は　申込人・その他）

創業年月
（開　業）

年 月 日

許
認
可
等

法人設立日 年 月

1  元金均等分割返済　    か月目から  か月目まで１か月毎、

借入
希望日

　　　　　　 年

 
代
表
者
（

保
証
人
）

氏　名

他協会の保証利用（申込中分を含む）

円宛返済し、最終回 円返済する 1　無　　　２　有

日生

住　所

申
込
内
容

日
金　額 千円　

返済方法

この貸付で完済する保証がある場合の保証番号

イ　申込時において、プロパー融資（※２）の残高がある。

ウ　本保証と同時にプロパー融資を行う。

※１　与信取引とは、事業資金に係る貸付、割引又は当座貸越をいう。

要
件

申込人の資格要件チェック　　　☆(  )内に○印を記入してください。
【①から④の全てに該当していることが条件です（④は該当するア～ウの何れかに○印を記入してください（複数可）。）。】

①兵庫県信用保証協会の保証対象要件に該当している。

②引き続き２年以上事業を営んでいる。

③確定申告書（決算書）の写し（※）を直近２期分（各決算は、１期を１２か月とする。）提出できる。

ア　与信取引（※１）が1年以上ある（信用保証協会の保証を付した融資取引のみは除く。）。

※２　プロパー融資とは、信用保証協会の保証を付さない融資をいう。

代理貸付

流動性平残 担保設定

その他

積　立 手形割引

記入欄
※兵庫県融資制度「長期資金（一般運転）」（県所定利率の固定金利、1事業年度1億円以内）の利用を
　希望する場合は、〇印を記入してください。

内、貴協会保証付

預
　
　
金

固
定
性

定　期

融
　
　
資

証貸・手形貸付

当座貸越

普　　通

金
融
機
関
所
見
欄

企業の現況・経営者の人柄・今後の見通し・取組方針等

当　　座 その他

合　　計 合　　計

当
店
と
の
取
引
状
況

取引開始：当座･普通預金 融資

担当者

F A X

Ｔ Ｅ Ｌ

不在時

1



年 月 日

 兵庫県信用保証協会　御中

勘定店

取扱店

金融機関コード

〒 ℡ 〒 ℡

ﾌﾘｶﾞﾅ

取扱品目（％で表示）

％ ％

千円

名 有　・　無
名

名

固定・変動

( ) 年 ％

　

2  一括返済　     　　　 （ 信用保証協会）

）

※　小口零細企業保証（同保証に基づく制度融資を含む）を利用する場合は、責任共有対象外となります。

ﾌﾘｶﾞﾅ

℡ 年 月

ﾌﾘｶﾞﾅ

( )
( )
( )

( ) ( ・ ・ )

( ) ( ・ ・ )
( ) ( ・ ・ )
( ) ( ・ ・ )

( )
( )

( )

年 月 日現在の残高

年 月 ／ 年 月

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円  1　有 　 2　無

今回の資金必要理由と効果、返済能力と財源

 ※　本保証と同時にプロパー融資を実行する場合は、「金融機関所見欄」にその旨を記載してください。
 ※　設備資金の場合は、設備計画書を添付してください。
 ※　事前相談時に設備資金に係る見積書の提出は不要としますが、保証申込時には見積書写し（契約書写し）等の提出が必要です。

 か月目まで１か月毎、

申
　
　
込
　
　
人

住所
主たる
営業所

創業年月
（開　業）

臨時（パート含む）

氏名
又は

法人名

資本金

従業員数

許
認
可
等

生年月日
又は法人設立日

要
件

申込人の資格要件チェック　　　☆(  )内は日付又は○印を記入してください。
【①②⑤⑥のいずれにも該当すること、③④のいずれかに該当することが条件です。】

【小口零細企業保証（同保証に基づく制度融資を含む）を利用する場合は、⑦にも該当することが条件です。】

日生

申
込
内
容

資金使途 運転 ・ 設備・運転設備 期　間

(据置)

小規模企業支援型保証「エール」事前相談書

顧 客 番 号

金融機関名
Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

か月目から

円宛返済し、最終回 円返済する

日月年
借入

希望日
　　　　　　

取引開始日

当
店
と
の
取
引
状
況

預
　
　
金

固
定
性

定　期

融
　
　
資

①取引停止処分を受けていないかつ不渡処分を受けている場合は1年以上経過している 

②延滞している貸付金の本人及び関係人でない  

③兵庫県信用保証協会の利用実績がある  

④当金融機関との与信取引が６ヵ月以上ある 

　　ア　当金融機関との当座取引(事業性の普通預金取引を含む)が6ヵ月以上ある

※与信取引が6ヵ月以下の場合はア～ウのいずれかが必要

取引開始日

⑦申込人において、プロパー融資の残高がある　又は　本保証と同時にプロパー融資を行う

流動性平残 担保設定

金
融
機
関
所
見
欄

希望制度

普　　通 代理貸付

当　　座 その他

合　　計 合　　計0

証貸・手形貸付

この貸付で完済する保証が
ある場合の保証番号

 
代
表
者
（

保
証
人
）

積　立 手形割引

業種

代表者名 担 当 者 不在時

金　額

返済方法

1  元金均等分割返済　    他協会の保証利用（申込中分を含む）

1　無　　　２　有

千円　

　　ウ　当金融機関との与信取引が過去３年以内にあった 

か月 利　率

内、貴協会保証付取引開始：当座･普通預金 融資

※本保証と共に取り組む経営支援等を含む。

企業の現況・経営者の人柄・今後の見通し・取組方針等

その他 当座貸越

年 月 日

年 月 日

（有りの場合、名義人は　申込人・その他）常用（役員・家族）

常用（役員・家族除く）

⑤当金融機関が申込人の事業内容を把握している　

⑥当金融機関が本保証と共に経営支援等に取組む

　　イ　当金融機関との定期預金取引(定期積金を含む)が6ヵ月以上ある

1　一般 2　一般（小口零細企業保証） 3　制度融資（

氏　名

住　所

取引開始日

取引開始日
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年 月 日

 兵庫県信用保証協会　御中

勘定店

取扱店

金融機関コード

〒 ℡ 〒 ℡

ﾌﾘｶﾞﾅ

取扱品目（％で表示）

％ ％

千円

名 有　・　無
名

名

固定・変動

( ) 年 ％

　

2  一括返済　     　　　 （ 信用保証協会）

ﾌﾘｶﾞﾅ

℡ 年 月

ﾌﾘｶﾞﾅ

（ ）

（ ）

（ ）

　※　個人事業者の場合は、青色申告を行っているもの

（ ）

年 月 日現在の残高

年 月 ／ 年 月

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円  1　有 　 2　無

今回の資金必要理由と効果、返済能力と財源

 ※　設備資金の場合は、設備計画書を添付してください。
 ※　事前相談時に設備資金に係る見積書の提出は不要としますが、保証申込時には見積書写し（契約書写し）等の提出が必要です。
 ※　保証限度額は運転資金のみ30,000千円以内、設備資金、運転設備資金50,000千円以内（既存同制度残高含む）。

流動性平残 担保設定

積　立 手形割引

金
融
機
関
所
見
欄

企業の現況・経営者の人柄・今後の見通し・取組方針等

当
店
と
の
取
引
状
況

普　　通 代理貸付

合　　計

日生

その他 当座貸越

内、貴協会保証付

③直近１期分（１２か月）の確定申告書（決算書）の写しを提出できる。

④取扱金融機関と１年以上の与信取引がある。

取引開始：当座･普通預金 融資

預
　
　
金

合　　計

融
　
　
資

証貸・手形貸付

当　　座 その他

固
定
性

定　期

要
件

申込人の資格要件チェック　　　☆(  )内は○印を記入してください。
【①から④の全てに該当していることが条件です。】

 
代
表
者
（

保
証
人
）

氏　名

住　所

   ※　与信取引とは、事業資金に係る貸付、割引又は当座貸越をいう。

か月 利　率
借入

希望日

②引き続き１年以上事業を営んでいる。

①兵庫県信用保証協会の保証対象要件に該当している。

他協会の保証利用（申込中分を含む）
申
込
内
容

返済方法

1  元金均等分割返済　    か月目から  か月目まで１か月毎、

金　額

この貸付で完済する保証が
ある場合の保証番号

円宛返済し、最終回 円返済する 1　無　　　２　有

　　　　　　

資金使途 運転 ・ 設備・運転設備 期　間

(据置)
日年 月

不在時

資本金

従業員数

許
認
可
等

生年月日
又は法人設立日

常用（役員・家族除く）

常用（役員・家族）

代表者名 担 当 者

年

千円　

（有りの場合、名義人は　申込人・その他）
年 月 日

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

主たる
営業所

兵庫県融資制度「経営活性化資金」事前相談書

顧 客 番 号

月 日

金融機関名

申
　
　
込
　
　
人

住所

創業年月
（開　業）

臨時（パート含む）

氏名
又は

法人名

業種

3



年 月 日

設　　備　　計　　画　　書

 金融機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①　設備の内容

／ ／

②　設備の必要理由及び効果（売上増加の見込等について具体的に記載）

③　所要資金及び資金調達方法

※　運転資金の借入金額については、記載不要

本借入金

他の借入金

合計 合計

自己資金

所要資金

購入設備 金額（単位：千円）

設備場所

調達方法

金額（単位：千円）

工期 ～

申込人

設備内容

4



　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

◆本事前相談に係る個人情報の利用目的、双方の個人情報の授受について申込人等について申込人等の同意を得ています。

◆信用保証委託申込後の審査により取消・減額となっても異議ありません。

金融機関名

担当者名

ＴＥＬ

ＦＡＸ

〒 ‐ ℡ （　　　　　） ‐

フリガナ

〒 ‐ ℡ （　　　　　） ‐

１ 　男    ２ 　女

フリガナ

（個人の場合のみ記入）

  常用(役員･家族除く)

  常用（役員･家族）

  臨時(パート含む)

 (主たる業種)

 (従たる業種)

　　１ 　青色申告　　　２　　白色申告 　　１   無　　　２   有　　

　　１ 　不要 　　   

　　２ 　有

　1　新規 　2　既存（同条件）　3　既存（変更）

期　　間
　　　年　　　　　月　　　　　日から

法 人 名

許認可（名義人）
（有効期限）

１　当座貸越（無担保）　　　　　・　　　　　２　当座貸越（有担保）　　　　　・　　　　３　カードローン

本　社
または
住　所

許認可等

従 業 員

フリガナ

商 号

　1　協会　2　金融機関 担 保 流 用 区 分

金
融
機
関
所
見

　1　不動産　2　有価証券　3　商手　4　売債　5　その他（　　　　）　1　無    　2　有 担 保 種 類

設 定 区 分

生 年 月 日
ま た は
設 立 年 月 日

名

名

営業所
または
工場等

申告区分

担 保 有 無

当座貸越・カードローン事前相談書                

氏 名

フリガナ

申

込

人

兵庫県信用保証協会  行

フリガナ

ま た は

　　　　か月円

％

％

日月年

申
込
内
容

希望制度

借入金額
（極度額）

貸借対照表(B/S）作成の有無

取 扱 品 目
( ％ で 表 示 ）

代表者名

業 種

資本金

円

名

様式 １
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誓    約    書 

（当座貸越（貸付専用型）・事業者カードローン当座貸越根保証用） 

 

   年   月   日 

 

（金融機関） 

 

               御中 

 

（申込人） 

 

住 所 

 

氏 名               印 

 

 

 

 私は、兵庫県信用保証協会の保証に基づく           との 

当座貸越契約 ・ 事業者カードローン当座貸越契約
（○印をご記入願います）

による借入金は、私の事業経営のためにのみ使用します。 

 また、事業資金以外に使用したことによって、本契約上の取引を中止ま

たは解約されても異議がないことを確約します。 
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（ 御中 年 月 日

銀行 本 　担当者

支店 - - - -

発行予定金額 百万円 　　　 総額引受方式 私募取扱者設置方式

発行予定年月日 年 月 日      　  　 無担保扱い 有担保扱い

期間 年

償還方法 一括償還 定時償還

具体的償還方法（定時償還の場合）

年 年 円期日決済

本社所在地 

年 月 日

千円 － －

名 名 営業所所在地

有 無 － －

年 月 日 － －

　【資　格　要　件】 下表の基準 (1) ～ (3) のいずれかの資格要件を満たすこと

（下表の①と、②③のいずれか１つ、④⑤のいずれか１つの計３項目を満たすことが必要）

 ①純資産額（資本金含む）

 ②自己資本比率

 ③純資産倍率

 ④使用総資本事業利益率

 ⑤インタレスト・カバレッジ・レーシオ

※上記資格要件欄の直近期の資格基準について、該当する□欄にチェック（ ）をしてください。

信用金庫

2.0倍以上

10％以上

2.0倍以上

兵庫県信用保証協会　経営支援部　支援推進課

資格基準（１）

（直　　近）

 5千万円以上3億円未満

資格基準（２）

5億円以上

20％以上 15％以上

3億円以上5億円未満

1.5倍以上

10％以上

1.5倍以上

20％以上

特定社債事前相談書（発行体の依頼を受けて事前相談いたします）

金融機関名

宛）

ＴＥＬ ＦＡＸ

残額　月から 月まで 月ごと 円あて日に

申込予定人  （フリガナ）

設立年月日

TEL

役員数

資本金

従業員数

業種

取扱品目

許認可 TEL

代表者名（フリガナ） 代表者住所

TEL

資格基準（３）

財務代理人名

5％以上

1.0倍以上

億円

倍

1.5倍以上

項　　　目

生年月日

年 月期

％

倍

％

【裏面もご記入・ご参照願います。】
10



（ 年 月 日現在）

年 月 貸付取引開始日 年 月

主力 準主力 その他

【金融機関の所見欄】

（本件の資金使途、資金効果・返済原資等について）

【添付資料】

 ①決算書の写し (3期分、税務署受付印があり別表 ・付属明細書・法人事業概況説明書等を全て添付のこと）

 ③直近の試算表（決算後６か月経過している場合は必須）

・全部事項証明書（不動産登記簿謄本）（又は写し）
・公図、地積測量図
・建物図面・各階平面図
・住宅地図

#

積　　立

定　　期
千円

内保証協会付
千円

【共同保証人となる取扱金融機関との取引状況】

合　　計

普　　通

当　　座

（平残）

当貸 ・カード

内保証協会付

内保証協会付

内保証協会付

内保証協会付

内保証協会付

手　貸

証　貸

社　債

合　計

千円

割　引

 ②貸借対照表上の流動資産、固定資産の評価額（時価）が確認できるもの。

　○上記内容についての補足事項（資産確認資料の例）

　　・土地・建物については固定資産税評価額の分かるもの

　　　（固定資産評価証明書又は課税（納税）通知書（課税明細書を含む：課税明細書に評価額

　　　が出る場合が多いです）等で、固定資産税評価額が表示されているものをお願いします。

　　・投資有価証券、出資金については評価額が確認できる資料の添付

　　　上場株式：証券コード・株数・時価。非上場株式は当該会社の決算状況の確認できるもの。

　　債権、投資商品については、概要と基準価格や現在の収支状況等時価査定ができるもの。

　　・会員権（ゴルフ、リゾート）：相場表等価格がわかるもの。

　　・貸付金：貸付の理由と貸付先の業況（決算状況等）が把握できるもの。

　　※　その他の資産については、不良債権、評価ができないものがないか確認願います。

保
全
状
況

千円

千円 その他（預金、有価証券、商手等）

本制度は、経営支援部　支援推進課が担当します。
   経営支援部　支援推進課：TEL　078-393-4024　　　FAX　078-393-3980

 ④有担保の場合（保証申込額と同額を設定額とし、十分な担保評価があるもの。原則として申込会社名義の不動産）

名義人

名義人

名義人

 根抵当権（極度額）

 抵当権（債権残額）

預金取引開始日

取引ウエイト

（申込会社の特色、現況、将来性等について）

千円

11



　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

○（どちらかに をしてください）

次のとおり社債を発行したいので、保証をお願いします。なお、保証の審査にあたり甲、乙および信用保証協会間の情報の授受に関しては

承諾いたします。

〒 ‐ ℡ ‐（　　　　　）

 フリガナ

〒 ‐ ℡ ‐（　　　　　）

 フリガナ

１ 　男    ２ 　女

  常用(役員除く) 明  大  昭  平  令

  常用（役員）

　　 １ 　無 　　   ２ 　有   臨時(パート含む)

 (主たる業種)

 (従たる業種)

　　１ 　不要 　　   

　　２ 　有 （当該事業に係る許認可証等を取得し、適法に事業を営んでいることを宣誓いたします）

振　替　債 　 １　総額引受　　２　私募取扱者設置 １　一括償還　　２　定時償還

１　運転資金

２　設備資金

３　運転・設備資金

甲は社債総額の１００％、乙は社債総額の８０％

１　無　　　　　２　有　　　　　担保の種類 (　　　　　　　　　　      )

／ 千円 ／ 千円 ／ 千円

／ 千円 ／ 千円 ／ 千円

／ 千円 ／ 千円 ／ 千円

／ 千円 ／ 千円 ／ 千円

※ 　別添資料がある場合には記入不要です。

〒 ‐ （　　　　　）　　　　　　　－

（　　　　　）　　　　　　　－

-

【確認状況記載欄】　 「申込書の内容を申込人が理解し、申込意思に基づいて正しく記載されていること」について、次の通り確認しております。

　　　　　　　　　　　　 　　第 　 　回　無担保社債　（　　　　 　　　　　　　　・兵庫県信用保証協会共同保証付、分割譲渡制限特約付）

 兵庫県信用保証協会  行（以下乙という）

確認年月日 確認時間 確認方法 金融機関確認者

　　　　　　年　　　月　　　日 　　　時　　　分  1 電話　2 来店面談　3 訪問面談　4 その他（　　　　　　）

金 融 機 関 使 用 欄

甲 の 住 所 ・ 名 称

電 話 番 号

Ｆ Ａ X 番 号

担当部署・担当者

金 融 機 関 コ ー ド

本 申 込 に あ た り
乙 へ 提 供 す る 担 保

業

況

等

最 近
１ ２ か 月
の 売 上

他 協 会 の
保 証 利 用

１　無　　　　　２　有

（　　　　　　　　信用保証協会）
（　　　　　　　　信用保証協会）

納 税 状 況 １　滞納なし　　２　滞納あり

財 務
代 理 人

資金使途
必 要
理 由

※  本件社債発行により調達した資金は今回申込に係る事業以外の目的で使用いたしません

保 証 の 割 合

年
発 行 予 定
年 月

年 月

発行形式 方 式 償　還　方　法

会計処理 １ 中小企業会計に準拠   ２ 非準拠    ３ 会計参与設置

許認可等

社債名称

発

行

予

定

内

容

等

発行金額 円 期 間

具 体 的
償還方法

※ 定時償還の場合に記載してください

後 継 者 名

業 種
取 扱 品 目
( ％ で 表 示 ）

％

％

西暦

円 名
年 月 日

フリガナ

会 社 名

フリガナ

代表者名 営業所
または
工場等

組 織 　１　株式　２　有限　３　合名　４　合資　５　合同

資 本 金
従 業 員

特定社債保証用
保 証 委 託 申 込 書

令和

　　　　　　　　 　 行（以下甲という） 西暦

申

込

人

協 会 顧 客
番 号

本　社

名

設 立 年 月 日
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申 込 人 （ 企 業 ） 概 要

※　 前回保証利用後、変化のない項目は、記入を省略して結構です（初めてのお申込みの場合は、全項目記入してください）。

創業年月　（開業） 　西暦　１ 明治前　２ 明　３ 大　４ 昭　５ 平　６ 令 年 月

　西暦　１ 明　２ 大　３ 昭　４ 平　５ 令 年 月 日

　特許保有　　　１　　無　　２　　有 　認証または申込人国家資格

　登録番号

　　（内容）

㎡ ㎡ ㎡ 百万円

時価合計 百万円

債務（借入）合計 百万円

そ の 他

土地
建物 時価

自己所有 借地

本 社

所有不動産有無 　１　　無　　２　　有

所

有

不

動

産

概

要

種類 所在地 名義人

営 業 所

工 場 ・ 店 舗

自 宅

主

な

仕

入

先

会社名
構成比
（％）

支払条件

現金
（％）

手形
電債
（％）

回収サイト
（日）

現金
（％）

手形
電債
（％）

支払サイト
（日）

特

許

認

証

・

資

格

取

引

先

状

況

主

な

販

売

先

会社名
構成比
（％）

回収条件

令和
　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

西暦

申

込

人
（

企

業
）

の

概

要

　申込人（企業）の沿革、特色、最近の動向等

経

営

者

略

歴

生　年　月　日
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会社名

代表者

【資格要件】

①   純    資    産   の  額

②   自  己  資  本  比  率

③   純   資   産   倍   率

④   使用総資本事業利益率

⑤   インタレスト・カバレッジ・レーシオ

（単位：円，％）

① 純資産の額

② 自己資本比率 ＝ 純資産の額　　　÷　　　（純資産の額　＋　負債の額）×100

＝ ÷

③ 純資産倍率 ＝ 純資産の額　÷　資本金

＝

④ 使用総資本事業利益率＝（営業利益＋受取利息・受取配当金）÷資産の額×100

＝ ÷

⑤

特定社債保証資格要件申告書

令和　　　年　　　月　　　日
      年　　　月　　　日

     信 用 保 証 協 会　　 殿 西暦

住　所

　当社は、直前の決算において①を満たしたうえ、次の②又は③のいずれか、及び④又は⑤のいずれかに該

当し、次の（１）から（３）に掲げるいずれかの基準に係る資格要件を備えています。

＋

【資格要件算出根拠  ・・・・     令和    年     月期決算】

÷

＋
＝

％

％ ）（ ＋ ×100

×100

インタレスト・カバレッジ・レーシオ＝（営業利益＋受取利息・受取配当金）÷（支払利息＋割引料）

（ ＋ ）

項 目

基準（２） 基準（３）

3億円以上

２０％以上

１．５倍以上

１０％以上

１．５倍以上

５億円以上

１５％以上

１．５倍以上

５％以上

１．０倍以上

該 当 事 項
（○を付ける）

該 当 事 項
（○を付ける）

該 当 事 項
（○を付ける）

基準（１）

5千万円以上

２０％以上

２．０倍以上

１０％以上

２．０倍以上

14



15



16



17



18



19



20



21
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（振替債・総額引受・定時償還用） 

 

 

 

 

 

○○○○会社第○回無担保社債 

（株式会社△△銀行・○○信用保証協会共同保証付、 

分割譲渡制限特約付) 

 

社債要項・諸契約 

（参考例） 
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主要項目の表示  

（１）発行体名 ××会社（以下諸契約において「甲」という。） 

（２）社債発行決定日 ○年○月○日 

（３）社債の名称 ××会社第  回無担保社債（株式会社△△銀行・○○信用保証協会共同保

証付、分割譲渡制限特約付） 

（４）社債の総額 金○億○千万円 

（５）各社債の金額（＊） ○○○円の１種 

（６）利率 年○．○○％ 

（７）払込期日（発行日） ○年○月○日 

（８）利息支払期日 毎年○月○日および○月○日 

（９）最終償還期日 ○年○月○日 

（10）初回定時償還期日 ○年○月○日 

（11）定時償還期日 初回定時償還期日以降の毎年○月○日および○月○日 

（12）定時償還額（☆） 各社債の金額あたり金○○○円 

（13）共同保証人          

（以下「保証人」という。）        

株式会社△△銀行（以下諸契約において「乙」という。）：保証割合100％ 

○○信用保証協会（以下諸契約において「丙」という。）：保証割合 80％ 

（14）財務代理人（発行代理人

および支払代理人の地位を

含む）およびその連絡先 

株式会社△△銀行本店 

（15）保証債務履行事務代理人 株式会社△△銀行 

（16）総額引受人 株式会社△△銀行 

（17）振替機関 株式会社証券保管振替機構 

（18）社債権者集会開催地 ○○県 

（＊）社債の総額が５億円以上の場合のみ２千万円の１種と記入 

 

手数料に関する表示  

（１） 事務委託手数料 

(仮称) 

○○○万円  

（２）元利金支払手数料 元金償還の場合    支払元金の○／○ 

 利金支払の場合    支払利金の○／○ 

（３）引受手数料 ○○○万円 （引受金額の○／○）    

 (４) 新規記録手数料 ○○円 

 

 (新規記録手数料算出根拠) 

(1) 発行総額が 1億円以下の部分 発行総額 1 円につき 0.95/10,000 円 

(2) 発行総額が 1億円超 5 億円以下の部分      (1)の料率の 80% 

(3) 発行総額が 5億円超 5 億 6千万円以下の部分  (1)の料率の 60% 

 手数料は上記(1)、(2)および(3)の累積により算出されます。 

 

※手数料には、別途消費税がかかります。 

☆据置期間を設ける場合は、初回定時償還日の記載で調整するため本書式で対応可。 

☆テールヘビーにする場合は、（12）に（ただし最終償還日にあっては金●●円）と加筆する。 

☆不均等償還の場合は、（12）に（ただし○年○月○日、○年○月○日及び○年○月○日にあ

っては金●●円）のように加筆する。 
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社   債   要   項 

 

  甲が、主要項目（２）に示す日に行った社債発行の決定にもとづき主要項目（７）に示す日

に発行する、主要項目（３）に示す名称の社債（以下「本社債」という。）に、本社債要項を

適用する。 

１．社 債 総 額     主要項目（４）で示す金額 

２．各社債の金額    主要項目（５）で示す金額(分割はしない) 

３．社債券不発行    本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債株式等振替法」

という。)第６６条第２号の定めに従い社債株式等振替法の規定の適用

を受けることとする旨を定めた社債であり、社債株式等振替法第６７条

の定めにより社債券を発行することができない。 

４．利    率        主要項目（６）で示す利率 

５．払 込 金 額     各社債の金額100円につき金100円 

６．償 還 価 額     各社債の金額100円につき金100円 

７．払 込 期 日     主要項目（７）で示す日 

８．償還の方法および期限       

(１) 本社債の元金は、主要項目（10）で示す初回定時償還期日を第１回として、その後主

要項目（11）に定める定時償還期日に各社債の金額に対し主要項目（12）に定める各

社債の金額あたりの定時償還額をそれぞれ償還し、主要項目（9）に定める最終償還期

日に残額を償還する。ただし、第１９項の規定に従う。 

(２) 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 

(３)本社債を償還すべき日が乙の休業日（以下「休業日」という。）にあたるときは、そ

の支払は直前の乙の営業日（以下「営業日」という。）にこれを繰り上げる。 

９．利息支払の方法および期限 

(１)本社債の利息は、発行日の翌日から最終償還期日までこれをつけ、主要項目（８）に

て示す各利息支払期日にその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たな

い利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 

(２)利息を支払うべき日が休業日にあたるときは、その支払は前営業日にこれを繰り上げ

る。 

(３)最終償還期日後は本社債には利息をつけない。 

10．物上担保の有無 

本社債には物上担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はな

い。 

11．保証 

乙および丙は、本社債にもとづき甲が負担する元金および利息の支払にかかわる債務につ

き、各連帯保証人となり、甲と連帯して債務を負担する。ただし、丙の保証割合は、債務

額の８０％とする。 
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12．社債管理者の不設置 

本社債は、会社法第７０２条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社

債管理者は設置されていない。 

13．財務代理人（発行代理人および支払代理人の地位を含む） 

(１)本社債に関する財務代理人（発行代理人および支払代理人の地位を含む。）は主要項

目（14）に定める者とする。財務代理人は、甲との間に締結した事務委託契約の規定

に従い、甲のために善良なる管理者の注意をもって、発行代理人業務および支払代理

人業務を含む本社債の事務を取り扱う。 

(２)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、

また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。 

(３)甲が財務代理人を変更する場合には、第25項に定める方法により社債権者に公告し、

公告をした日から３０日の経過期間を経て、これを行うことができる。ただし、個別

に知れたる全社債権者に通知できる場合は、その限りではない。 

(４)財務代理人は、発行代理人および支払代理人として、本社債に関し、振替機関が別に

定める業務規程、同施行規則ならびに振替業の業務処理の方法等(以下「業務規程等」

という。)にしたがって事務を行う。 

14.金融商品取引法による届出の免除   

本社債に関しては、金融商品取引法第４条第１項の規定による届出は行われていない。 

15.取得人制限 

甲は、本社債を、中小企業信用保険法施行令第１条の５に定める金融機関向けに発行する。 

16.投資家数の確認および発行制限 

甲は、本社債を含む過去６ヶ月以内に発行された同一種類の社債（本社債と償還期日およ

び利率が同一の社債で、以下「同種の社債」という。）について、その社債の口数の合計

が５０未満であることを確認するとともに、本社債発行後６ヶ月間は、同種の社債を発行

しないものとする。 

17．譲渡制限・分割譲渡制限 

(１)本社債を取得した者は、本社債を中小企業信用保険法第３条第５項の政令で定める者

（以下「特定投資家」という。）に譲渡する場合以外には、その譲渡を行わない（以

下「譲渡制限」という。）ものとする。また、本社債を取得した者は、本社債を他の

特定投資家に譲渡する場合は、各社債の金額を最低単位とし、それ以外の場合はその

譲渡を行わない（以下「分割譲渡制限」という。）。 

(２)本社債を取得した者が、本社債を特定投資家に譲渡する場合には、本社債に関しては、

金融商品取引法第４条第１項の規定による届出が行われていないことおよび本社債に

かかわる譲渡制限および分割譲渡制限について予めまたは同時にその相手方に対し書

面をもって告知しなければならない。 
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18.期限の利益喪失に関する特約 

(１)甲は、次に掲げる事由①または②に該当した場合、本社債の総額について当然に期限

の利益を喪失する。また、事由③乃至⑦のいずれかが発生した場合には、社債権者も

しくは保証人の書面による通知を財務代理人が受けた日（休業日の場合はその翌営業

日）に、本社債の総額について期限の利益を喪失する。 

（該当事由） 

① 第８項に定める償還の規定に違背したとき。 

② 第９項に定める利息の支払に違背し、３営業日以内にその履行がなされないとき。 

③ 次項で定める繰上償還がなされなかったとき。 

④ 本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済

をすることができないとき。 

⑤ 社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来し

てもその弁済がなされないとき、または第三者のために行った保証債務について履

行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。 

⑥ 破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始もしくは類似手続の申立

てをし、または解散（合併の場合を除く。）の決議を行ったとき。 

⑦ 破産手続、会社更生手続もしくは民事再生手続の開始決定または特別清算手続もし

くは類似の命令を受けたとき。 

(２)期限の利益喪失時には、甲もしくは保証人は、その旨を第25項で定める方法でただち

に公告する。ただし、個別に知れたる全社債権者に通知できる場合は、その限りでは

ない。 

19.繰上償還に関する特約 

(１)甲は、保証人が前項に掲げる事由④乃至⑦のいずれかに該当した場合、社債権者もし

くは保証人の書面による通知を財務代理人が受けた日（休業日の場合はその翌営業

日）から３０日を経過した日（休業日の場合はその翌営業日）に、繰上償還日におけ

る残額について繰上償還する。ただし事由⑤に該当した場合で、当該金額（邦貨換算

後）が５０億円を超えない場合はその限りではない。 

(２)本項にもとづき繰上償還を行う場合には、甲はその旨を第25項で定める方法でただち

に公告する。ただし、個別に知れたる全社債権者に通知できる場合は、その限りでは

ない。 

20.保証債務履行に関する特約 

(１)本社債の社債権者は、期限の利益を喪失した本社債について、保証人に保証債務履行

を請求する場合には、本社債の保証人である主要項目（15）で示す保証債務履行事務

代理人に対し、その社債権者の直近上位の口座管理機関（以下「口座管理機関」とい

う。）が発行する本社債権を証する証明書(以下「証明書」という。)を呈示のうえ、

保証債務履行請求書を提出するものとする。保証債務履行事務代理人は、請求書を受

領した場合は、ただちに丙にその旨通知する。 

(２)本社債に関する保証債務履行日は次の通りとする。 
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① 前号で定める保証債務履行請求書を保証債務履行事務代理人が期限の利益喪失日より

１０日以内に受領した場合は、期限の利益喪失日より４０日目とする。ただし、休業

日の場合は、その前営業日にこれを繰り上げる。 

② 保証債務履行事務代理人の請求書受領日が期限の利益喪失後１０日を超えた場合は、

その請求書受領日より３０日目とする。ただし、休業日の場合はその前営業日にこれ

を繰り上げる。 

(３)保証債務履行時の遅延損害金は次のとおりとする。 

① 前号①に該当した場合は、期限の利益喪失日から実際に保証債務が履行された日まで

の間、主要項目（6）所定の利率によって、当該期間の実日数を１年３６５日とした

日割をもって計算された金額。 

② 前号②に該当した場合は、期限の利益喪失日から４０日間、主要項目（6）所定の利

率によって、当該期間の実日数を１年３６５日とした日割をもって計算された金額。 

21.総額引受人 

主要項目（16）で示す者 

22.振替機関 

主要項目（17）で示す者 

23. 口座の開設 

本社債を取得するものは、振替機関または口座管理機関に、本社債の権利の帰属を記載す

るための口座を事前に開設する。 

24．元利金の支払 

本社債の元利金の支払は、財務代理人（発行代理人および支払代理人の地位を含む。）

がこれを行う。 

25.公告の方法 

本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、

官報にてこれを掲載する。 

26.社債権者集会 

(１)本社債および本社債と同一の種類の社債（以下「本種類の社債」と総称する。）の社

債権者集会は、甲がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社

債権者集会を招集する旨および会社法第７１９条各号所定の事項を第25項に定める方

法で公告する。 

(２)本種類の社債の社債権者集会は主要項目(18)で示す場所においてこれを行う。 

(３)本種類の社債の総額（償還済の額を除く。また、甲が有する本種類の社債の金額の合

計額は算入しない。）の１０分の１以上にあたる本種類の社債の社債権者は、社債株

式等振替法第８６条第１項および第３項に定める書面を甲に提示のうえ、社債権者集

会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を甲に提出して、本種類の社債

の社債権者集会の招集を請求することができる。 

 

以上 
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事務委託契約書 

 

甲は、主要項目（２）で示す日に行った社債発行の決定にもとづき、主要項目（７）で示す

日に発行する主要項目（３）で示す社債（以下「本社債」という。）に係る事務の取扱につき、

乙との間で、本契約を締結する。 

第１条 委託 

甲は、主要項目（７）で示す日に本社債を発行し、乙は、本社債につき、甲の財務代

理人（発行代理人および支払代理人の地位を含む。）としての委託を受ける。 

第２条  発行関連事務 

（１） 甲は、本社債の発行事務のうち次に定める事務を乙に委託する。 

① 主要項目（16）に示す総額引受人（以下「総額引受人」という。）から払い込ま

れる総額引受契約に基づき定められた金額の受領および当該金額から本契約に従

った控除金額を差し引いた金額の甲への交付。 

② 社債原簿の調製。 

③ 払込完了時の保証人に対する払込完了通知書の送付。 

④ その他甲乙協議のうえ必要と認められる事務。 

（２） 甲は、本社債の発行代理人業務として次に定める事務を乙に委託する。 

① 主要項目（17）で示す振替機関（以下「振替機関」という。）に対する本社債の

銘柄情報の通知・新規記録情報の通知ならびにその他発行代理人として行うべき

手続に係る通知。 

② 振替機関からの新規記録済通知の取得およびその内容の確認ならびにその他業務

規程等に定める事項の振替機関からの取得およびその内容の確認。 

③ 手数料に関する表示（４）に示す新規記録手数料の甲からの徴収および振替機関

への納入事務。 

④ その他業務規程等に定める発行代理人の事務。 

第３条 期中事務 

(１)甲は、本社債の期中事務のうち次に定める事務を乙に委託する。 

① 社債要項第25項に定める公告の手配。 

② 社債要項第18項で定める社債権者もしくは保証人からの期限の利益喪失に関する

通知の受領。 

③ 社債要項第19項で定める社債権者もしくは保証人からの繰上償還に関する通知の

受領。 

④ 社債原簿の管理。 

⑤ 租税特別措置法等にもとづく利子所得税の納付。 

⑥ 本社債に関する権利および取扱いに関し業務規程等で定める重要な事項の決定が

あったことまたは本社債に関する重要な事実が発生したことを甲から書面により

通知を受けた場合における振替機関に対するその内容の通知。 
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⑦ その他甲乙協議のうえ必要と認められる事務。 

(２)甲は、本社債の期中事務のうち支払代理人業務として次に定める事務を乙に委託する。 

① 本社債の発行後、本社債の銘柄情報のうち業務規程等で定める事項について決定

等がなされた場合の当該事項の振替機関への通知。 

② 振替機関からの抹消済通知の取得およびその内容の確認。 

③ 買入消却申請情報および当該買入消却を行った旨の振替機関からの通知の取得お

よびその内容の確認。 

④ その他業務規程等に定める支払代理人の事務。 

第４条 元利金支払基金等の請求事務 

(１)甲は、社債要項第８項に定める元金の償還、第９項に定める利息支払に係る事務のう

ち、元利金支払基金等の請求事務を乙に委託することとし、以下の各号に定めるとこ

ろにしたがい当該事務を行う。 

① 乙は、社債要項第８項に定める元金の償還の場合、支払期日の前々月の末日の本

社債の残存額に社債要項第６項に定める償還価額を乗じた金額(以下「支払基

金」という。)および手数料に関する表示（２）に定める手数料率に基づき計算

される手数料（以下「元利金支払手数料」という。）を甲に請求する。 

② 甲は、支払期日の３日前（ただし乙の休業日を除く。）までに、乙に支払基金お

よび元利金支払手数料を交付する。 

③ 前２号の規定は、社債要項第９項に定める利息支払の場合にもこれを準用する。 

④ 本社債の元金または利息の支払期日の前々月の末日以降支払期日までに、買入消

却等により本社債の残存額が減額された場合には、乙は、すみやかにその減額分

に相当する支払基金および元利金支払手数料を甲に返戻する。 

(２)甲は、前項に定める方法にしたがい乙に対し支払基金および元利金支払手数料を交付

することができない場合には、ただちにその旨および不足額を保証人に通知する。 

(３)乙は第１項に定める支払基金および元利金支払手数料の交付がなされない場合、遅滞

なくその旨を甲および保証人に通知する。 

(４)乙が甲もしくは保証人より受領した支払基金および元利金支払手数料には利息は付さ

ない。 

(５)甲もしくは保証人より受領した支払基金および元利金支払手数料につき、会社法第７

０１条に定める時効が成立した場合には、乙は、当該資金を甲の請求または乙の選択

により、甲もしくは保証人に返却する。 

第５条 元利金支払事務 

(１)甲は、本社債の元利金支払事務を乙に委託し、乙は、業務規程等で定められる機構非

関与銘柄である本社債の社債権者に対し、本社債の元利金を直接支払う。 

(２)本社債が業務規程等で定められる機構関与銘柄に変更された場合、甲乙協議のうえ、

かかる場合の手続を決定する。 

第６条 買入消却 

(１)甲は、本社債の期中事務のうち本社債の買入消却に係る第３項に定める事務を乙に委
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託することとし、本社債を買入消却しようとする場合は、買入消却により減額の記録

または記載がなされるべき本社債の金額その他の買入消却申請情報を書面により乙に

通知する。 

(２)乙は、第３条第２項第３号にしたがい、支払代理人として買入消却申請情報および買

入 消却により減額記録した旨の機構からの通知を確認する。 

(３)乙は、前項に基づき確認された金額を、当該買入消却実施直前の本社債の残存額から

減額することにより、買入消却実施後の本社債の残存額を計算し、甲の書面による請

求に基づき、かかる計算についての計算書を甲に提出する。 

第７条 財務代理人の責任 

(１)乙は、甲のために、善良なる管理者の注意をもって本契約に定める事務の取扱を行う。 

(２)天災等不可抗力により本契約に定める事務の遂行に支障を生ずる事故などが生じた場

合、乙はその事故等により生ずる甲の損害についてその責めを負わない。 

第８条  手数料および費用 

(１)甲は、第２条乃至第４条および第６条第２項の事務に関する手数料として、手数料に

関する表示(1)で示す手数料を乙に支払うものとし、当該手数料に賦課される消費税

は甲が負担するものとする。この支払方法は、主要項目（７）で定める払込期日の２

日後（ただし乙の休業日を除く。）に社債払込金との差引きにより行うものとする。 

(２)甲は、第５条の事務に関する手数料として、手数料に関する表示（２）で定める手数

料を乙に支払うものとし、当該手数料に賦課される消費税は甲が負担するものとする。 

(３)本社債を買入消却する場合は、手数料に関する表示（２）元金償還の場合を適用する。 

(４)甲は、振替機関が定める本社債の新規記録に関する手数料を負担するものとし、振替

機関からの請求に基づき、発行代理人である乙が、手数料に関する表示（４）に示す

金額を本社債の払込金から控除して、振替機関へ納付するものとする。 

第９条 契約の変更 

甲および乙は、本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたとき(本社債が業

務規程等に定める機構関与銘柄に変更された場合を含む。)は、そのつどこれに関す

る協定をする。 

以上 
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総額引受契約書 

 

  甲が、主要項目（２）で示す日に行った社債発行の決定にもとづき、主要項目（７）に示す

日に発行する、主要項目（３）に示す名称の社債（以下「本社債」という。）につき、乙がそ

の総額を引き受けるに関して、甲乙間に本契約を締結する。 

第１条 （１）甲が、主要項目（７）に示す日に社債要項により本社債を発行するにつき、乙

はその総額を引き受ける。 

（２）乙の引受額は、主要項目（４）に示す金額とし、社債、株式等の振替に関する

法律第８４条第３項に基づき末尾に示した口座に記載または記録を行う。 

（３）甲は本社債が社債要項に記載された内容に相違ないことを乙に対して保証する。 

第２条 乙は、本社債を中小企業信用保険法第３条第５項の政令で定める者（以下「特定投資

家」という。）に譲渡する場合以外にはその譲渡を行わない（以下「譲渡制限」とい

う。）。なお、本社債を他の特定投資家に譲渡する場合は、各社債の金額を最低単位

とし、それ以外の場合はその譲渡を行わない（以下「分割譲渡制限」という。）。 

第３条 （１）乙が、本社債を特定投資家に譲渡する場合には、本社債に関しては、金融商品

取引法第４条第１項の規定による届出が行われていないことおよび本社債に係わ

る譲渡制限および分割譲渡制限について予めまたは同時にその相手方に対し書面

をもって告知しなければならない。 

（２） 乙は本社債の譲渡を行う前に、財務代理人に譲渡する旨を通知しなければな

らない。 

第４条 （１）甲は、本社債の引受手数料として、手数料に関する表示（３）で示す金額を乙

に支払う。 

（２）前項に定める手数料に賦課される消費税相当額は甲が負担するものとする。 

第５条 乙は、主要項目（７）に定める払込期日に本社債の払込金から前条の引受手数料およ

び消費税相当額を控除した金額を主要項目（14）に示す財務代理人に支払うものとす

る。 

第６条  本契約に定められた事項につき、変更の必要が生じたときは、そのつど甲および乙

は相互にこれに関する協定をする。 

以上 

（末尾） 

社債、株式等の振替に関する法律第８４条第３項に基づく乙の口座の表示 

１. 口座開設先 

２. 加入者氏名および住所 

３．口座区分 

４．口座番号 
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  以上の事務委託契約書および総額引受契約書（以上合わせて「諸契約」という。）の契約の

証として、本契約書原本２通を作成し、甲および乙の各代表者がこれに記名捺印の上、各自１

通を保管する。 

  なお、以上諸契約は、甲、乙および丙の間で別途締結される本社債に関する保証委託ならび

に共同保証契約の成立をその成立条件とする。 

 

    年    月    日 

 

   甲：     

                      

 

 

 

   乙：    

           

 

以上 
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（振替債・総額引受・一括償還用） 

 

 

 

 

 

○○○○会社第○回無担保社債 

（株式会社△△銀行・○○信用保証協会共同保証付、 

分割譲渡制限特約付) 

 

社債要項・諸契約 

（参考例） 
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主要項目の表示  

（１）発行体名 ××会社（以下諸契約において「甲」という。） 

（２）社債発行決定日 ○年○月○日 

（３）社債の名称 ××会社第  回無担保社債（株式会社△△銀行・○○信用保証協会共同保

証付、分割譲渡制限特約付） 

（４）社債の総額 金○億○千万円 

（５）各社債の金額（＊） ○○○円の１種 

（６）利率 年○．○○％ 

（７）払込期日（発行日） ○年○月○日 

（８）利息支払期日 毎年○月○日および○月○日 

（９）償還期日 ○年○月○日 

（10）共同保証人          

（以下「保証人」という。）        

株式会社△△銀行（以下諸契約において「乙」という。）：保証割合100％ 

○○信用保証協会（以下諸契約において「丙」という。）：保証割合 80％ 

（11）財務代理人（発行代理人

および支払代理人の地位を

含む）およびその連絡先 

株式会社△△銀行本店 

（12）保証債務履行事務代理人 株式会社△△銀行 

（13）総額引受人 株式会社△△銀行 

（14）振替機関 株式会社証券保管振替機構 

（15）社債権者集会開催地 ○○県 

（＊）社債の総額が５億円以上の場合のみ２千万円の１種と記入 

 

手数料に関する表示  

（１） 事務委託手数料 

(仮称) 

○○○万円 

（２）元利金支払手数料 元金償還の場合    支払元金の○／○ 

 利金支払の場合    支払利金の○／○ 

（３）引受手数料 ○○○万円 （引受金額の○／○）    

 (４) 新規記録手数料 ○○円 

 

 (新規記録手数料算出根拠) 

(1) 発行総額が 1億円以下の部分 発行総額 1 円につき 0.95/10,000 円 

(2) 発行総額が 1億円超 5 億円以下の部分      (1)の料率の 80% 

(3) 発行総額が 5億円超 5 億 6千万円以下の部分  (1)の料率の 60% 

 手数料は上記(1)、(2)および(3)の累積により算出されます。 

 

※手数料には、別途消費税がかかります。 
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社   債   要   項 

 

  甲が、主要項目（２）に示す日に行った社債発行の決定にもとづき主要項目（７）に示す日

に発行する、主要項目（３）に示す名称の社債（以下「本社債」という。）に、本社債要項を

適用する。 

１．社 債 総 額     主要項目（４）で示す金額 

２．各社債の金額    主要項目（５）で示す金額(分割はしない) 

３．社債券不発行    本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債株式等振替法」

という。)第６６条第２号の定めに従い社債株式等振替法の規定の適用

を受けることとする旨を定めた社債であり、社債株式等振替法第６７条

の定めにより社債券を発行することができない。 

４．利    率        主要項目（６）で示す利率 

５．払 込 金 額     各社債の金額100円につき金100円 

６．償 還 価 額     各社債の金額100円につき金100円 

７．払 込 期 日     主要項目（７）で示す日 

８．償還の方法および期限       

(１)本社債の元金は、主要項目（９）で示す日（以下「償還期日」という。）にその総額

を償還する。ただし第19項の規定に従う。 

(２)本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 

(３)本社債を償還すべき日が乙の休業日（以下「休業日」という。）にあたるときは、そ

の支払は直前の乙の営業日（以下「営業日」という。）にこれを繰り上げる。 

９．利息支払の方法および期限 

(１)本社債の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、主要項目（８）にて示

す各利息支払期日にその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利

息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 

(２)利息を支払うべき日が休業日にあたるときは、その支払は前営業日にこれを繰り上げ

る。 

(３)償還期日後は本社債には利息をつけない。 

10．物上担保の有無 

本社債には物上担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はな

い。 

11．保証 

乙および丙は、本社債にもとづき甲が負担する元金および利息の支払にかかわる債務につ

き、各連帯保証人となり、甲と連帯して債務を負担する。ただし、丙の保証割合は、債務

額の８０％とする。 

12．社債管理者の不設置 

本社債は、会社法第７０２条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社

債管理者は設置されていない。 
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13．財務代理人（発行代理人および支払代理人の地位を含む） 

(１)本社債に関する財務代理人（発行代理人および支払代理人の地位を含む。）は主要項

目（11）に定める者とする。財務代理人は、甲との間に締結した事務委託契約の規定

に従い、甲のために善良なる管理者の注意をもって、発行代理人業務および支払代理

人業務を含む本社債の事務を取り扱う。 

(２)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、

また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。 

(３)甲が財務代理人を変更する場合には、第25項に定める方法により社債権者に公告し、

公告をした日から３０日の経過期間を経て、これを行うことができる。ただし、個別

に知れたる全社債権者に通知できる場合は、その限りではない。 

(４)財務代理人は、発行代理人および支払代理人として、本社債に関し、振替機関が別に

定める業務規程、同施行規則ならびに振替業の業務処理の方法等(以下「業務規程等」

という。)にしたがって事務を行う。 

14.金融商品取引法による届出の免除   

本社債に関しては、金融商品取引法第４条第１項の規定による届出は行われていない。 

15.取得人制限 

甲は、本社債を、中小企業信用保険法施行令第１条の５に定める金融機関向けに発行する。 

16.投資家数の確認および発行制限 

甲は、本社債を含む過去６ヶ月以内に発行された同一種類の社債（本社債と償還期日およ

び利率が同一の社債で、以下「同種の社債」という。）について、その社債の口数の合計

が５０未満であることを確認するとともに、本社債発行後６ヶ月間は、同種の社債を発行

しないものとする。 

17．譲渡制限・分割譲渡制限 

(１)本社債を取得した者は、本社債を中小企業信用保険法第３条第５項の政令で定める者

（以下「特定投資家」という。）に譲渡する場合以外には、その譲渡を行わない（以

下「譲渡制限」という。）ものとする。また、本社債を取得した者は、本社債を他の

特定投資家に譲渡する場合は、各社債の金額を最低単位とし、それ以外の場合はその

譲渡を行わない（以下「分割譲渡制限」という。）。 

(２)本社債を取得した者が、本社債を特定投資家に譲渡する場合には、本社債に関しては、

金融商品取引法第４条第１項の規定による届出が行われていないことおよび本社債に

かかわる譲渡制限および分割譲渡制限について予めまたは同時にその相手方に対し書

面をもって告知しなければならない。 

18.期限の利益喪失に関する特約 

(１)甲は、次に掲げる事由①に該当した場合、本社債の総額について当然に期限の利益を

喪失する。また、事由②乃至⑥のいずれかが発生した場合には、社債権者もしくは保

証人の書面による通知を財務代理人が受けた日（休業日の場合はその翌営業日）に、

本社債の総額について期限の利益を喪失する。 

（該当事由） 
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① 第９項に定める利息の支払に違背し、３営業日以内にその履行がなされないとき。 

② 次項で定める繰上償還がなされなかったとき。 

③ 本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済

をすることができないとき。 

④ 社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来し

てもその弁済がなされないとき、または第三者のために行った保証債務について履

行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。 

⑤ 破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始もしくは類似手続の申立

てをし、または解散（合併の場合を除く。）の決議を行ったとき。 

⑥ 破産手続、会社更生手続もしくは民事再生手続の開始決定または特別清算手続もし

くは類似の命令を受けたとき。 

(２)期限の利益喪失時には、甲もしくは保証人は、その旨を第25項で定める方法でただち

に公告する。ただし、個別に知れたる全社債権者に通知できる場合は、その限りでは

ない。 

19.繰上償還に関する特約 

(１)甲は、保証人が前項に掲げる事由③乃至⑥のいずれかに該当した場合、社債権者もし

くは保証人の書面による通知を財務代理人が受けた日（休業日の場合はその翌営業

日）から３０日を経過した日（休業日の場合はその翌営業日）に、繰上償還日におけ

る残額について繰上償還する。ただし事由④に該当した場合で、当該金額（邦貨換算

後）が５０億円を超えない場合はその限りではない。 

(２)本項にもとづき繰上償還を行う場合には、甲はその旨を第25項で定める方法でただち

に公告する。ただし、個別に知れたる全社債権者に通知できる場合は、その限りでは

ない。 

20.保証債務履行に関する特約 

(１)本社債の社債権者は、期限の利益を喪失した本社債について、保証人に保証債務履行

を請求する場合には、本社債の保証人である主要項目（12）で示す保証債務履行事務

代理人に対し、その社債権者の直近上位の口座管理機関（以下「口座管理機関」とい

う。）が発行する本社債権を証する証明書(以下「証明書」という。)を呈示のうえ、

保証債務履行請求書を提出するものとする。保証債務履行事務代理人は、請求書を受

領した場合は、ただちに丙にその旨通知する。 

(２)本社債に関する保証債務履行日は次の通りとする。 

① 前号で定める保証債務履行請求書を保証債務履行事務代理人が期限の利益喪失日より

１０日以内に受領した場合は、期限の利益喪失日より４０日目とする。ただし、休業

日の場合は、その前営業日にこれを繰り上げる。 

② 保証債務履行事務代理人の請求書受領日が期限の利益喪失後１０日を超えた場合は、

その請求書受領日より３０日目とする。ただし、休業日の場合はその前営業日にこれ

を繰り上げる。 

(３)保証債務履行時の遅延損害金は次のとおりとする。 
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① 前号①に該当した場合は、期限の利益喪失日から実際に保証債務が履行された日まで

の間、主要項目（6）所定の利率によって、当該期間の実日数を１年３６５日とした

日割をもって計算された金額。 

② 前号②に該当した場合は、期限の利益喪失日から４０日間、主要項目（6）所定の利

率によって、当該期間の実日数を１年３６５日とした日割をもって計算された金額。 

21.総額引受人 

主要項目（13）で示す者 

22.振替機関 

主要項目（14）で示す者 

23. 口座の開設 

本社債を取得するものは、振替機関または口座管理機関に、本社債の権利の帰属を記載す

るための口座を事前に開設する。 

24．元利金の支払 

本社債の元利金の支払は、財務代理人（発行代理人および支払代理人の地位を含む。）

がこれを行う。 

25.公告の方法 

本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、

官報にてこれを掲載する。 

26.社債権者集会 

(１)本社債および本社債と同一の種類の社債（以下「本種類の社債」と総称する。）の社

債権者集会は、甲がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社

債権者集会を招集する旨および会社法第７１９条各号所定の事項を第25項に定める方

法で公告する。 

(２)本種類の社債の社債権者集会は主要項目(15)で示す場所においてこれを行う。 

(３)本種類の社債の総額（償還済の額を除く。また、甲が有する本種類の社債の金額の合

計額は算入しない。）の１０分の１以上にあたる本種類の社債の社債権者は、社債株

式等振替法第８６条第１項および第３項に定める書面を甲に提示のうえ、社債権者集

会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を甲に提出して、本種類の社債

の社債権者集会の招集を請求することができる。 

 

以上 
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事務委託契約書 

 

甲は、主要項目（２）で示す日に行った社債発行の決定にもとづき、主要項目（７）で示す

日に発行する主要項目（３）で示す社債（以下「本社債」という。）に係る事務の取扱につき、

乙との間で、本契約を締結する。 

第１条 委託 

甲は、主要項目（７）で示す日に本社債を発行し、乙は、本社債につき、甲の財務代

理人（発行代理人および支払代理人の地位を含む。）としての委託を受ける。 

第２条  発行関連事務 

（１） 甲は、本社債の発行事務のうち次に定める事務を乙に委託する。 

① 主要項目（13）に示す総額引受人（以下「総額引受人」という。）から払い込ま

れる総額引受契約に基づき定められた金額の受領および当該金額から本契約に従

った控除金額を差し引いた金額の甲への交付。 

② 社債原簿の調製。 

③ 払込完了時の保証人に対する払込完了通知書の送付。 

④ その他甲乙協議のうえ必要と認められる事務。 

（２） 甲は、本社債の発行代理人業務として次に定める事務を乙に委託する。 

① 主要項目（14）で示す振替機関（以下「振替機関」という。）に対する本社債の

銘柄情報の通知・新規記録情報の通知ならびにその他発行代理人として行うべき

手続に係る通知。 

② 振替機関からの新規記録済通知の取得およびその内容の確認ならびにその他業務

規程等に定める事項の振替機関からの取得およびその内容の確認。 

③ 手数料に関する表示（４）に示す新規記録手数料の甲からの徴収および振替機関

への納入事務。 

④ その他業務規程等に定める発行代理人の事務。 

第３条 期中事務 

(１)甲は、本社債の期中事務のうち次に定める事務を乙に委託する。 

① 社債要項第25項に定める公告の手配。 

② 社債要項第18項で定める社債権者もしくは保証人からの期限の利益喪失に関する

通知の受領。 

③ 社債要項第19項で定める社債権者もしくは保証人からの繰上償還に関する通知の

受領。 

④ 社債原簿の管理。 

⑤ 租税特別措置法等にもとづく利子所得税の納付。 

⑥ 本社債に関する権利および取扱いに関し業務規程等で定める重要な事項の決定が

あったことまたは本社債に関する重要な事実が発生したことを甲から書面により

通知を受けた場合における振替機関に対するその内容の通知。 
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⑦ その他甲乙協議のうえ必要と認められる事務。 

(２)甲は、本社債の期中事務のうち支払代理人業務として次に定める事務を乙に委託する。 

① 本社債の発行後、本社債の銘柄情報のうち業務規程等で定める事項について決定

等がなされた場合の当該事項の振替機関への通知。 

② 振替機関からの抹消済通知の取得およびその内容の確認。 

③ 買入消却申請情報および当該買入消却を行った旨の振替機関からの通知の取得お

よびその内容の確認。 

④ その他業務規程等に定める支払代理人の事務。 

第４条 元利金支払基金等の請求事務 

(１)甲は、社債要項第８項に定める元金の償還、第９項に定める利息支払に係る事務のう

ち、元利金支払基金等の請求事務を乙に委託することとし、以下の各号に定めるとこ

ろにしたがい当該事務を行う。 

① 乙は、社債要項第８項に定める元金の償還の場合、支払期日の前々月の末日の本

社債の総額に社債要項第６項に定める償還価額を乗じた金額(以下「支払基金」

という。)および手数料に関する表示（２）に定める手数料率に基づき計算され

る手数料（以下「元利金支払手数料」という。）を甲に請求する。 

② 甲は、支払期日の３日前（ただし乙の休業日を除く。）までに、乙に支払基金お

よび元利金支払手数料を交付する。 

③ 前２号の規定は、社債要項第９項に定める利息支払の場合にもこれを準用する。 

④ 本社債の元金または利息の支払期日の前々月の末日以降支払期日までに、買入消

却等により本社債の総額が減額された場合には、乙は、すみやかにその減額分に

相当する支払基金および元利金支払手数料を甲に返戻する。 

(２)甲は、前項に定める方法にしたがい乙に対し支払基金および元利金支払手数料を交付

することができない場合には、ただちにその旨および不足額を保証人に通知する。 

(３)乙は第１項に定める支払基金および元利金支払手数料の交付がなされない場合、遅滞

なくその旨を甲および保証人に通知する。 

(４)乙が甲もしくは保証人より受領した支払基金および元利金支払手数料には利息は付さ

ない。 

(５)甲もしくは保証人より受領した支払基金および元利金支払手数料につき、会社法第７

０１条に定める時効が成立した場合には、乙は、当該資金を甲の請求または乙の選択

により、甲もしくは保証人に返却する。 

第５条 元利金支払事務 

(１)甲は、本社債の元利金支払事務を乙に委託し、乙は、業務規程等で定められる機構非

関与銘柄である本社債の社債権者に対し、本社債の元利金を直接支払う。 

(２)本社債が業務規程等で定められる機構関与銘柄に変更された場合、甲乙協議のうえ、

かかる場合の手続を決定する。 

第６条 買入消却 

(１)甲は、本社債の期中事務のうち本社債の買入消却に係る第３項に定める事務を乙に委

41



 

託することとし、本社債を買入消却しようとする場合は、買入消却により減額の記録

または記載がなされるべき本社債の金額その他の買入消却申請情報を書面により乙に

通知する。 

(２)乙は、第３条第２項第３号にしたがい、支払代理人として買入消却申請情報および買

入 消却により減額記録した旨の機構からの通知を確認する。 

(３)乙は、前項に基づき確認された金額を、当該買入消却実施直前の本社債の総額から減

額することにより、買入消却実施後の本社債の総額を計算し、甲の書面による請求に

基づき、かかる計算についての計算書を甲に提出する。 

第７条 財務代理人の責任 

(１)乙は、甲のために、善良なる管理者の注意をもって本契約に定める事務の取扱を行う。 

(２)天災等不可抗力により本契約に定める事務の遂行に支障を生ずる事故などが生じた場

合、乙はその事故等により生ずる甲の損害についてその責めを負わない。 

第８条  手数料および費用 

(１)甲は、第２条乃至第４条および第６条第２項の事務に関する手数料として、手数料に

関する表示(1)で示す手数料を乙に支払うものとし、当該手数料に賦課される消費税

は甲が負担するものとする。この支払方法は、主要項目（７）で定める払込期日の２

日後（ただし乙の休業日を除く）に社債払込金との差引きにより行うものとする。 

(２)甲は、第５条の事務に関する手数料として、手数料に関する表示（２）で定める手数

料を乙に支払うものとし、当該手数料に賦課される消費税は甲が負担するものとする。 

(３)本社債を買入消却する場合は、手数料に関する表示（２）元金償還の場合を適用する。 

(４)甲は、振替機関が定める本社債の新規記録に関する手数料を負担するものとし、振替

機関からの請求に基づき、発行代理人である乙が、手数料に関する表示（４）に示す

金額を本社債の払込金から控除して、振替機関へ納付するものとする。 

第９条 契約の変更 

甲および乙は、本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたとき(本社債が業

務規程等に定める機構関与銘柄に変更された場合を含む。)は、そのつどこれに関す

る協定をする。 

以上 
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総額引受契約書 

 

  甲が、主要項目（２）で示す日に行った社債発行の決定にもとづき、主要項目（７）に示す

日に発行する、主要項目（３）に示す名称の社債（以下「本社債」という。）につき、乙がそ

の総額を引き受けるに関して、甲乙間に本契約を締結する。 

第１条 （１）甲が、主要項目（７）に示す日に社債要項により本社債を発行するにつき、乙

はその総額を引き受ける。 

（２）乙の引受額は、主要項目（４）に示す金額とし、社債、株式等の振替に関する

法律第８４条第３項に基づき末尾に示した口座に記載または記録を行う。 

（３）甲は本社債が社債要項に記載された内容に相違ないことを乙に対して保証する。 

第２条 乙は、本社債を中小企業信用保険法第３条第５項の政令で定める者（以下「特定投資

家」という。）に譲渡する場合以外にはその譲渡を行わない（以下「譲渡制限」とい

う。）。なお、本社債を他の特定投資家に譲渡する場合は、各社債の金額を最低単位

とし、それ以外の場合はその譲渡を行わない（以下「分割譲渡制限」という。）。 

第３条 （１）乙が、本社債を特定投資家に譲渡する場合には、本社債に関しては、金融商品

取引法第４条第１項の規定による届出が行われていないことおよび本社債に係わ

る譲渡制限および分割譲渡制限について予めまたは同時にその相手方に対し書面

をもって告知しなければならない。 

（２） 乙は本社債の譲渡を行う前に、財務代理人に譲渡する旨を通知しなければな

らない。 

第４条 （１）甲は、本社債の引受手数料として、手数料に関する表示（３）で示す金額を乙

に支払う。 

（２）前項に定める手数料に賦課される消費税相当額は甲が負担するものとする。 

第５条 乙は、主要項目（７）に定める払込期日に本社債の払込金から前条の引受手数料およ

び消費税相当額を控除した金額を主要項目（11）に示す財務代理人に支払うものとす

る。 

第６条  本契約に定められた事項につき、変更の必要が生じたときは、そのつど甲および乙

は相互にこれに関する協定をする。 

以上 

（末尾） 

社債、株式等の振替に関する法律第８４条第３項に基づく乙の口座の表示 

１. 口座開設先 

２. 加入者氏名および住所 

３．口座区分 

４．口座番号 
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  以上の事務委託契約書および総額引受契約書（以上合わせて「諸契約」という。）の契約の

証として、本契約書原本２通を作成し、甲および乙の各代表者がこれに記名捺印の上、各自１

通を保管する。 

  なお、以上諸契約は、甲、乙および丙の間で別途締結される本社債に関する保証委託ならび

に共同保証契約の成立をその成立条件とする。 

 

    年    月    日 

 

   甲：     

                      

 

 

 

   乙：    

           

 

以上 
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特定社債保証用 
 

名称・住所等  変更報告書 

 

                                                年    月    日 

 

兵庫県信用保証協会殿 

                                                                                                       

 金融機関ｺｰド        －      

                                     

                                     

                                     

                                     

                 

共同保証人 

住 所 

 

名 称 

 

 

 

                      

                            担当者名  電話番号      -            

  F A X      -             

 

社債の発行体から下記の通り変更届がありましたので報告致します。 

 

                                                                                                    

      

      

   

 顧客番号  保証番号   

 

 

 

 

 

          

          

会社名 

         

                               

                               

                               

                                

          

          

社債の名称

         

                                   

        第   回無担保社債            

 (     

･ 兵庫県信用保証協会共同保証付)

                               

                                                                

 
変 更 事 項               

変更事項に〇を付けて下さい。 具体的に記入して下さい。 

 

１．住所変更 

 

２．名称（組織）変更 

 

３．合併・債務引受 

 

４．代表者変更 

 

５．その他                               

  

    

 変 

 更 

 前 

    

     

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

      

    

 変 

 更 

 後 

    

     

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

      

 

      ※ 登記簿謄本等のコピーを添付して下さい。 
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特定社債保証用 
 

現 況 報 告 書                     

 
     年     月     日  

                                                                                                       
  

金融機関ｺｰド     －    

兵庫県信用保証協会 殿
              

 
 
 

 
発行体につき、以下の通り現況を報告します。 

 

共同保証人 

住 所 

 

名 称 

 

 

 

 

                   

 

 担当者名  電話番号      - 

 FAX      - 

 

発 

行 

体 

顧 客 番 号  保 証 番 号       

住    所  

会 社 名       

                                                                                                       

社 債 の 名 称           元 金        利息徴収済日        利 率     

      第   回無担保社債 
 (   

･兵庫県信用保証協会共同保証付) 

 
金      ，     ，   円 

 
   年    月    日迄 

            
    ．  ％  

 

＜該当する項目に○印を付け、必要事項を記入してください。＞ 

    

 

原 

 

 

因 

 

 １．売上・受注の減少(一般的商況不振)    ５．事業拡大・設備投資の過大 

 ２．売上・受注の減少(競争激化等)        ６．金融困難 

 ３．取引先の倒産                        ７．経営管理の放漫 

 ４．売掛回収困難                        ８．災害・事故・その他 

 

 

内 

 

 

容 

  

１．銀行取引停止処分(    年  月  日)    ７．破産･会社更生･民事再生･特別清算･会社整理 

 ２．第１回不渡      (    年  月  日)        申立日(    年  月  日)事件番号(    年[  ]    号) 

 ３．償還不履行                          ８．仮差押・差押 

 ４．割手・担手不渡                          日付   年  月  日(預金･預託金･不動産･その他) 

 ５．代取行方不明・死亡                     
 名義人(被保証人･代取･その他)権利者･金額[      ]

 

 ６．休業・廃業                          ９．その他 

 

 
現 況 

 
 １．営業中（月商     千円）   ２．休業中、その他（          ） 
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  年  月  日 

 

 

買 入 消 却 通 知 書                 

 

 

（共同保証人） 

              殿 

    兵庫県信用保証協会 殿 

 

               （ 発 行 体 ）                        

 
住 所 
連絡先     （    ） 

 
 

当社社債につき、下記の通り買入消却を実施致しましたのでご通知申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１．銘 柄                     第  回 

 

 

２．買入消却額（額面）    金    ，   ，   円 

 

 

３．社 債 残 額              金    ，   ，   円 

 

 

４．買 入 消 却 日                  年  月  日 

 

 

以 上 

 

    （注）社債権者からの領収書等、証拠書類を添付する。 
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特定社債保証用 

 

 

期 限 の 利 益 喪 失 通 知 書                    

 

      年     月      日 

                                                                                                     

                  殿 
金融機関ｺｰド         －          

  （財務代理人）                   

                                                 

  

                  

                                                

          

   

共同保証人          

住 所 

名  称 

 

 

 

 

                  

電話番号       － 担当者     

ＦＡＸ       －                          

    

下記事由により社債が期限の利益を喪失となりますので、社債要項第  項の規定により

書面をもって通知いたします。 

                                                                                                          

                 

社 債 の 名 称        

                 

                                  

第    回 無 担 保 社 債            

 (     

･ 兵庫県信用保証協会共同保証付) 

             

保 証 番 号 

              

    

 

 

 

期限の利益喪失事由 
                                                                      

 社債要項第  項第 号   具体的事由： 

 

 財務代理人使用欄  

 

 

 

通知書受領日（期限の利益喪失日）        年          月          日 

 

 

 信用保証協会使用欄            
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特定社債保証用 

 

 

期 限 の 利 益 喪 失 通 知 書                    

 

      年     月      日 

                                                                                                     

                  殿 
金融機関ｺｰド         －          

  （財務代理人）                   

                                                 

  

                  

                                                

          

   

社債権者 

住 所 

名  称 

 

 

 

 

                  

電話番号       － 担当者     

ＦＡＸ       －                          

    

下記事由により社債が期限の利益を喪失となりますので、社債要項第  項の規定により

書面をもって通知いたします。 

                                                                                                          

                 

社 債 の 名 称        

                 

                                  

第    回 無 担 保 社 債            

 (     

･兵庫県信用保証協会共同保証付) 

             

保 証 番 号 

              

          

 

 

 

期限の利益喪失事由 
                                                                      

 社債要項第  項第 号   具体的事由： 

 

 財務代理人使用欄  

 

 

 

通知書受領日（期限の利益喪失日）        年          月          日 

 

 

 信用保証協会使用欄            
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特定社債保証用 
 

保 証 債 務 履 行 請 求 書                     
                                                                  
                                                                        年    月    日 

              殿 金融機関コード         －         

兵 庫 県 信 用 保 証 協 会 殿 

                                                                                                  

社債要項に基づき保証債務履行を           

請求いたします。                              

 

   

 社債権者 

   住  所 

   名  称 

 

 

 

                  

電話番号       － 担当者     

ＦＡＸ       －                           

                                                                                                     

発 

 

行 

 

体 

顧 客 番 号   

住 所       

 

 

 
 

会 社 名       

 

 

 
                                                                                         

期限の利益喪失日          年   月   日  償還期日 年   月   日 
 

期限の利益喪失事由          社債要項第 項第 号   具体的事由： 

 

社 債 の 名 称        
第     回無担保社債            

(      

   ･兵庫県信用保証協会共同保証付) 

保 証 番 号       

 

保 証 債 務 履 行 金 請 求 明 細                        

元  金 

 

合計 

 

，       ，       円  

保証協会負担分（合計の80％） 

，      ，      円  

金融機関負担分（合計の20％） 

，      ，      円  

利  息 

計算期間 

  年 月 日 ～  年 月 日迄 

合計 

     ，       ，       円 

保証協会負担分（円未満切り捨て） 

，      ，      円  

金融機関負担分（合計－保証協会負担分） 

，      ，      円  

 

遅延損害金 

（＊） 

計算期間 

  年 月 日 ～  年 月 日迄 

合計 

    ，       ，       円 

保証協会負担分（円未満切り捨て） 

，      ，      円  

金融機関負担分（合計－保証協会負担分） 

，      ，      円  

請求額合計 

 

 

 

，       ，       円  

保証協会負担分 

，      ，      円  

金融機関負担分 

，      ，      円  

（＊）期限の利益喪失日より保証債務履行予定日まで。    

   ただし、期限の利益喪失日から４０日を上限とする。 

（保証債務履行事務代理人使用欄） 

  請求書受領日   年  月  日   保証債務履行日   年  月  日 

※提出の際は社債権者であることを証する社債登録簿の抄本等社債権を証する書面を添付すること。 
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特定社債保証用         

 

保 証 債 務 履 行 完 了 報 告                    

 

  年  月  日 

 

兵庫県信用保証協会  殿 

 
                           
  （保証債務履行事務代理人）                 
 
（担当者        TEL                ） 

 
金融機関コード 

     
－ 

   

 

下記社債に係る保証債務の履行事務が完了しましたので報告いたします。 

 

      

発 

 

行 

 

体 

       

 

顧 客 番 号 

 

    

 

 

保 証 番 号      

       

 

住    所 

        

 

会 社 名 

        

                                                                                                          

 
社債の名称 

                                
        第 回無担保社債 
（    

・兵庫県信用保証協会共同保証付） 

           
社 債 総 額       

                             
金       ，       ，      円
                                   

 

                                                                                        

保証債務履行年月日         年     月     日                              

 

                                                                                                         

信用保証協会 

保証債務履行金 

 

総額   ，  ，  円（うち利息分    円、延滞損害金   円） 

                                                                                                         

 

保証債務履行先 

社 債 権 者 名        

  金          ，        ，       円 
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特定社債保証用         

 

特定社債に係る保証債務消滅報告 

（期日償還用 ）             

 

  年  月  日 

 

 兵庫県信用保証協会  殿 

金融機関名 

                          

 
（担当者        TEL                ） 

金融機関コード     －    

 

下記社債に係る保証債務が消滅しましたので報告いたします。 
 

 

      

発 

 

行 

 

体 

       

 

顧客番号 

  

保証番号 

 

住   所  

会 社 名
      

 

 

                                                                                        

 償 還 年 月 日              年     月     日                              

                                                                                                          

 

社債の名称 

        第  回無担保社債 

(       

･兵庫県信用保証協会共同保証付) 

            

社 債 総 額       

                          

金         ，       ，      円                                  

 

 

 信用保証協会使用欄             
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特定社債保証用         

 

特定社債に係る保証債務消滅報告 

（定時償還用 ）             

 

  年  月  日 

 

 兵庫県信用保証協会  御中 

金融機関名 
                                  
 
（担当者        TEL                ） 

金融機関コード     －    

 

下記社債に係る保証債務に定時償還がありましたので報告いたします。 
 

 

      

発 

 

行 

 

体 

       

 

顧客番号 

          

保証番号 

          

住 所  

会 社 名  

 

                                                                                        

償 還 年 月 日 年    月    日 償還金額 円 

＊償還金額は社債総額に対しての額（保証書記載の金額）で報告願います。 

 

 

 信用保証協会使用欄             

 

 

社債の名称 

        第  回無担保社債 

(      ･兵庫県信用保証協会共同保証付) 

            

社 債 総 額 

                          

金      ，      ，     円                                  
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録

債
権

を
含

む
。

）
を

引
当

と
す

る
場

合

概
要

記
録

事
項

証
明

書
（
写

で
も

可
）

◎
◎

債
権

譲
渡

と
動

産
譲

渡
に

係
る

も
の

が
あ

り
、

担
保

（
売

掛
債

権
、

棚
卸

資
産

）
に

応
じ

て
、

必
要

と
な

り
ま

す
。

た
だ

し
、

売
掛

債
権

が
、

化
体

手
形

、
化

体
電

子
記

録
債

権
及

び
抗

弁
付

電
子

記
録

債
権

の
場

合
は

不
要

で
す

。

売
掛

先
企

業
内

容
が

確
認

で
き

る
資

料
（
各

種
外

部
信

用
情

報
機

関
の

資
料

等
）

○
◎

◎
売

掛
債

権
を

担
保

と
す

る
場

合

売
掛

先
と

の
取

引
基

本
契

約
書

等
写

○
○

○
基

本
契

約
を

締
結

し
て

い
る

場
合

一
年

以
上

前
か

ら
の

取
引

を
証

明
で

き
る

資
料

（
納

品
書

、
請

求
書

、
預

金
通

帳
の

写
等

）
○

売
掛

債
権

を
担

保
と

す
る

場
合

売
掛

先
と

以
前

か
ら

の
取

引
が

確
認

で
き

る
疎

明
資

料
○

○
以

前
か

ら
取

引
が

あ
る

場
合

未
発

生
債

権
の

原
因

と
な

る
取

引
と

同
種

の
取

引
に

関
す

る
書

類
（
契

約
書

・
発

注
書

等
瑕

疵
・
遅

延
確

認
分

）
○

未
発

生
債

権
（
抗

弁
付

電
子

記
録

債
権

を
含

む
。

）
を

引
当

と
す

る
場

合

担
保

と
な

る
売

掛
債

権
の

エ
ビ

デ
ン

ス
資

料
◎

◎

担
保

と
な

る
手

形
の

写
◎

化
体

手
形

と
請

求
額

の
差

額
確

認
書

類
○

化
体

手
形

の
金

額
と

請
求

額
が

相
違

し
て

い
る

場
合

※
そ

の
他

一
般

的
な

申
込

書
類

に
つ

い
て

、
協

会
所

定
の

も
の

が
別

途
必

要
で

す
。

　
　

流
動

資
産

担
保

融
資

保
証

の
申

込
時

に
お

け
る

必
要

書
類

・
添

付
書

類

書
類

名

必 要 書 類 添 付 書 類
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Ｃ
―

①

申
 込

 必
 要

 書
 類

確
認

注
 意

 事
 項

チ
 ェ

 ッ
 ク

 事
 項

は
い

い
い

え

１
．

申
込

人
が

法
人

の
場

合
、

代
表

者
の

み
を

連
帯

保
証

人
と

し
て

い
る

。
（
個

人
の

場
合

連
帯

保
証

人
は

不
要

）

２
．

申
込

金
額

は
借

入
限

度
額

（
２

億
５

，
０

０
０

万
円

）
以

内
で

あ
る

。

３
．

申
込

金
額

は
百

万
円

単
位

と
な

っ
て

い
る

。

４
．

担
保

と
な

る
売

掛
債

権
は

対
象

外
の

売
掛

債
権

で
は

な
い

。
※

対
象

外
の

例
・
・
・
ク

レ
ジ

ッ
ト

債
権

、
使

用
料

に
対

す
る

債
権

、
既

に
他

制
度

で
提

供
し

て
い

る
債

権
、

遅
延

中
・
回

収
期

日
未

確
定

・
相

殺
予

定
・
分

割
支

払
等

の
債

権

５
．

担
保

と
な

る
棚

卸
資

産
は

対
象

外
の

棚
卸

資
産

で
は

な
い

。
※

対
象

外
の

例
・
・
・
事

業
外

の
も

の
、

決
算

書
に

計
上

(予
定

）
さ

れ
て

い
な

い
も

の
、

固
定

資
産

、
動

産
譲

渡
登

記
が

で
き

な
い

も
の

信
用

保
証

委
託

契
約

書
【
流

動
資

産
担

保
融

資
用

】
*
原

則
、

後
取

り
と

な
り

ま
す

の
で

、
保

証
決

定
後

に
徴

求
し

た
際

に
確

認
が

必
要

で
す

。
１

．
借

入
形

式
は

「
２

．
当

座
貸

越
」
に

○
を

し
て

い
る

。

信
用

保
証

依
頼

書
【
一

般
様

式
】

１
．

保
証

期
間

は
１

２
ヶ

月
と

な
っ

て
い

る
。

１
．

直
近

の
も

の
を

添
付

し
て

い
る

。

２
．

先
行

し
て

債
権

譲
渡

登
記

が
つ

い
て

い
な

い
。

１
．

支
店

長
印

を
押

印
し

て
い

る
。

２
．

第
三

債
務

者
（
売

掛
先

）
の

企
業

状
態

が
把

握
で

き
て

い
る

。

３
．

第
三

債
務

者
（
売

掛
先

）
の

企
業

内
容

が
確

認
で

き
る

資
料

を
添

付
し

て
い

る
。

（
各

種
外

部
信

用
情

報
機

関
の

資
料

、
取

れ
な

け
れ

ば
信

用
調

べ
等

）

４
．

棚
卸

資
産

に
つ

い
て

、
動

産
譲

渡
登

記
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

種
類

の
も

の
で

あ
る

。

５
．

棚
卸

資
産

に
つ

い
て

、
決

算
書

そ
の

他
資

料
（
棚

卸
台

帳
等

）
に

よ
り

金
額

の
客

観
的

妥
当

性
を

確
認

し
、

一
覧

表
に

記
載

で
き

て
い

る
。

流
動

資
産

担
保

融
資

保
証

申
込

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
　

（
根

保
証

用
）
　

＊
金

融
機

関
も

２
０

％
の

リ
ス

ク
を

負
い

ま
す

の
で

、
売

掛
先

等
に

問
題

が
な

い
か

ど
う

か
審

査
が

必
要

で
す

。

  
  
概

要
記

録
事

項
証

明
書

※
写

で
も

可
。

*
登

記
情

報
提

供
サ

ー
ビ

ス
（
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

）
等

で
取

得
し

た
情

報
で

の
代

用
は

で
き

ま
せ

ん
。

*
債

権
譲

渡
と

動
産

譲
渡

に
係

る
も

の
が

あ
り

、
担

保
（
売

掛
債

権
、

棚
卸

資
産

）
に

応
じ

て
、

必
要

と
な

り
ま

す
。

※
　

確
認

欄
は

○
印

で
チ

ェ
ッ

ク
し

、
不

足
書

類
の

な
い

よ
う

に
、

チ
ェ

ッ
ク

事
項

は
｢は

い
｣に

○
印

が
は

い
れ

ば
次

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　

譲
渡

担
保

対
象

売
掛

先
・
棚

卸
資

産
一

覧
表

【
A

B
L
様

式
１

】

信
用

保
証

委
託

申
込

書
【
流

動
資

産
担

保
融

資
用

】

*
申

込
人

資
格

：
兵

庫
県

内
に

主
た

る
営

業
所

を
有

し
保

証
対

象
事

業
を

営
ん

で
お

り
、

国
内

事
業

者
に

対
す

る
売

掛
債

権
ま

た
は

棚
卸

資
産

を
保

有
す

る
中

小
企

業
者

。

*
棚

卸
資

産
を

担
保

と
す

る
場

合
は

、
法

人
に

限
ら

れ
ま

す
。
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Ｃ
―

①

申
 込

 必
 要

 書
 類

確
認

注
 意

 事
 項

チ
 ェ

 ッ
 ク

 事
 項

は
い

い
い

え

流
動

資
産

担
保

融
資

保
証

申
込

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
　

（
根

保
証

用
）
　

※
　

確
認

欄
は

○
印

で
チ

ェ
ッ

ク
し

、
不

足
書

類
の

な
い

よ
う

に
、

チ
ェ

ッ
ク

事
項

は
｢は

い
｣に

○
印

が
は

い
れ

ば
次

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　

１
．

売
掛

先
は

２
社

以
上

で
あ

る
。

（
官

公
庁

、
上

場
有

配
企

業
等

ま
た

は
そ

の
他

特
に

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
１

社
の

み
で

取
扱

い
可

）

２
．

｢権
利

義
務

の
譲

渡
等

の
制

限
｣と

い
う

条
項

が
つ

い
て

い
な

い
。

ま
た

債
権

譲
渡

制
限

特
約

が
つ

い
て

い
る

場
合

は
、

解
除

が
可

能
で

あ
る

。
（
解

除
が

で
き

な
け

れ
ば

担
保

と
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

た
め

、
申

込
み

不
可

。
対

抗
要

件
が

承
諾

の
場

合
申

込
み

可
）

３
．

対
抗

要
件

の
具

備
（
承

諾
・
通

知
・
登

記
）
が

可
能

で
あ

る
。

※
登

記
は

法
人

の
場

合
の

み
可

　
　

※
棚

卸
資

産
は

登
記

の
み

１
．

申
込

人
と

第
三

債
務

者
（
売

掛
先

）
と

の
取

引
が

１
年

以
上

あ
る

。

２
．

申
込

人
と

第
三

債
務

者
（
売

掛
先

）
と

は
今

後
も

安
定

的
か

つ
継

続
的

な
取

引
が

見
込

ま
れ

る
。

３
．

取
引

を
証

明
で

き
る

資
料

の
添

付
し

て
い

る
。

（
注

文
書

、
納

品
書

、
請

求
書

、
支

払
通

知
書

、
売

掛
金

が
振

込
ま

れ
る

預
金

通
帳

の
写

等
）

*
棚

卸
資

産
を

担
保

と
し

て
徴

求
し

、
掛

売
上

以
外

の
売

上
が

あ
る

場
合

に
必

要
で

す
。

１
．

売
掛

先
明

細
書

に
記

載
さ

れ
た

口
座

以
外

の
口

座
を

記
載

し
て

い
る

。

（
棚

卸
資

産
の

み
を

担
保

と
す

る
場

合
も

必
要

で
す

）
２

．
棚

卸
資

産
の

み
を

担
保

と
す

る
場

合
は

、
掛

売
上

の
入

金
口

座
も

併
せ

て
記

入
し

て
い

る
。

(こ
の

場
合

「
掛

売
上

以
外

の
」
を

削
除

し
ま

す
）

※
そ

の
他

一
般

的
な

申
込

書
類

に
つ

い
て

、
協

会
所

定
の

も
の

が
別

途
必

要
で

す
。

　
　

　
　

　
　

譲
渡

担
保

対
象

　
　

　
　

売
掛

先
明

細
書

　
　

 　
　
【
A

B
L
様

式
２

】

※
第

三
債

務
者

（
売

掛
先

）
と

の
取

引
基

本
契

約
書

等
写

添
付

（
締

結
し

て
い

る
場

合
）

*
第

三
債

務
者

（
売

掛
先

）
は

原
則

２
社

以
上

必
要

で
す

。
こ

れ
は

、
リ

ス
ク

分
散

の
た

め
で

す
。

*
第

三
債

務
者

（
売

掛
先

）
は

国
内

の
事

業
者

に
限

り
ま

す
。

国
内

事
業

者
で

あ
れ

ば
、

官
公

庁
、

株
式

会
社

、
有

限
会

社
を

は
じ

め
、

組
織

の
形

態
に

関
ら

ず
対

象
に

な
り

ま
す

。

*
基

本
契

約
書

の
締

結
を

し
て

い
な

く
て

も
売

掛
先

か
ら

の
発

注
書

、
支

払
通

知
書

等
で

債
権

譲
渡

制
限

特
約

の
確

認
を

す
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

棚
卸

資
産

売
上

代
金

入
金

口
座

届
出

書
(写

）
【
A

B
L
様

式
４

】

  
  

第
三

債
務

者
（
売

掛
先

）
  

  
と

の
過

去
の

取
引

実
績

  
  

を
証

す
る

書
類

の
写

*
申

込
人

と
第

三
債

務
者

（
売

掛
先

）
と

の
間

に
、

原
則

１
年

以
上

取
引

の
継

続
が

必
要

で
あ

り
、

１
年

前
及

び
最

近
の

取
引

実
績

が
確

認
で

き
る

書
類

が
必

要
で

す
。
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Ｃ
―

②

申
 込

 必
 要

 書
 類

確
認

注
 意

 事
 項

チ
 ェ

 ッ
 ク

 事
 項

は
い

い
い

え

１
．

申
込

人
が

法
人

の
場

合
、

代
表

者
の

み
を

連
帯

保
証

人
と

し
て

い
る

。
（
個

人
の

場
合

連
帯

保
証

人
は

不
要

）

２
．

申
込

金
額

は
担

保
と

な
る

売
掛

債
権

に
掛

目
を

乗
じ

た
金

額
の

範
囲

内
で

あ
る

。

３
．

申
込

金
額

は
千

円
単

位
ま

で
と

な
っ

て
い

る
。

４
．

担
保

と
な

る
売

掛
債

権
は

対
象

外
の

売
掛

債
権

で
は

な
い

。
※

対
象

外
の

例
・
・
・
ク

レ
ジ

ッ
ト

債
権

、
使

用
料

に
対

す
る

債
権

、
既

に
他

制
度

で
提

供
し

て
い

る
債

権
、

遅
延

中
・
回

収
期

日
未

確
定

・
相

殺
予

定
・
分

割
支

払
等

の
債

権

信
用

保
証

委
託

契
約

書
【
流

動
資

産
担

保
融

資
用

】
*
原

則
、

後
取

り
と

な
り

ま
す

の
で

、
保

証
決

定
後

に
徴

求
し

た
際

に
確

認
が

必
要

で
す

。
１

．
借

入
形

式
は

「
１

．
手

形
貸

付
」
に

○
を

し
て

い
る

。

１
．

保
証

期
間

は
6
ヶ

月
以

内
で

あ
る

。
(未

発
生

債
権

を
引

当
に

す
る

場
合

は
、

１
年

以
内

可
）

２
．

保
証

期
日

は
担

保
と

な
る

売
掛

債
権

が
回

収
で

き
る

日
と

な
っ

て
い

る
。

１
．

直
近

の
も

の
を

添
付

し
て

い
る

。

２
．

先
行

し
て

債
権

譲
渡

登
記

が
つ

い
て

い
な

い
。

１
．

第
三

債
務

者
（
売

掛
先

）
の

企
業

状
態

が
把

握
で

き
て

い
る

。

２
．

第
三

債
務

者
（
売

掛
先

）
の

企
業

内
容

が
確

認
で

き
る

資
料

を
添

付
し

て
い

る
。

（
各

種
外

部
信

用
情

報
機

関
の

資
料

、
取

れ
な

け
れ

ば
信

用
調

べ
等

）

３
．

支
店

長
印

を
押

印
し

て
い

る
。

流
動

資
産

担
保

融
資

保
証

申
込

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
  

（
個

別
保

証
用

）
 ※

化
体

手
形

、
電

子
記

録
債

権
及

び
抗

弁
付

電
子

記
録

債
権

を
除

く

※
　

確
認

欄
は

○
印

で
チ

ェ
ッ

ク
し

、
不

足
書

類
の

な
い

よ
う

に
、

チ
ェ

ッ
ク

事
項

は
｢は

い
｣に

○
印

が
は

い
れ

ば
次

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　

  
  

概
要

記
録

事
項

証
明

書
※

写
で

も
可

信
用

保
証

委
託

申
込

書
【
流

動
資

産
担

保
融

資
用

】

*
申

込
人

資
格

　
兵

庫
県

内
に

主
た

る
営

業
所

を
有

し
保

証
対

象
事

業
を

営
ん

で
お

り
、

国
内

事
業

者
に

対
す

る
売

掛
債

権
を

保
有

す
る

中
小

企
業

者

信
用

保
証

依
頼

書
【
一

般
様

式
】

＊
金

融
機

関
も

２
０

％
の

リ
ス

ク
を

負
い

ま
す

の
で

、
売

掛
先

等
に

問
題

が
な

い
か

ど
う

か
審

査
が

必
要

で
す

。

*
登

記
情

報
提

供
サ

ー
ビ

ス
（
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

）
等

で
取

得
し

た
も

の
で

の
代

用
は

で
き

ま
せ

ん
。

譲
渡

担
保

対
象

売
掛

先
・
棚

卸
資

産
一

覧
表

【
A

B
L
様

式
１

】

兵
庫

県
信

用
保

証
協

会
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Ｃ
―

②

申
 込

 必
 要

 書
 類

確
認

注
 意

 事
 項

チ
 ェ

 ッ
 ク

 事
 項

は
い

い
い

え

流
動

資
産

担
保

融
資

保
証

申
込

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
  

（
個

別
保

証
用

）
 ※

化
体

手
形

、
電

子
記

録
債

権
及

び
抗

弁
付

電
子

記
録

債
権

を
除

く

※
　

確
認

欄
は

○
印

で
チ

ェ
ッ

ク
し

、
不

足
書

類
の

な
い

よ
う

に
、

チ
ェ

ッ
ク

事
項

は
｢は

い
｣に

○
印

が
は

い
れ

ば
次

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　

１
．

金
融

機
関

照
合

印
欄

に
支

店
長

印
ま

た
は

押
切

印
を

押
印

し
て

い
る

。

２
．

｢権
利

義
務

の
譲

渡
等

の
制

限
｣と

い
う

条
項

が
つ

い
て

い
な

い
。

ま
た

債
権

譲
渡

制
限

特
約

が
つ

い
て

い
れ

ば
解

除
が

可
能

で
あ

る
。

（
解

除
が

で
き

な
け

れ
ば

担
保

と
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

た
め

、
申

込
み

不
可

。
対

抗
要

件
が

承
諾

の
場

合
申

込
み

可
）

３
．

対
抗

要
件

は
承

諾
を

得
る

か
、

通
知

を
す

る
の

ど
ち

ら
か

に
な

っ
て

い
る

。
（
登

記
不

可
）

１
．

担
保

と
な

る
売

掛
債

権
の

エ
ビ

デ
ン

ス
を

添
付

し
て

い
る

。
（
原

則
と

し
て

売
掛

先
か

ら
の

支
払

通
知

書
、

な
い

場
合

は
請

求
書

ま
た

は
納

品
書

に
売

掛
先

の
承

認
印

が
あ

る
も

の
）

※
未

発
生

債
権

の
場

合
は

、
発

注
書

・
契

約
書

（
契

約
の

締
結

を
確

認
す

る
た

め
、

な
け

れ
ば

利
用

不
可

）
等

担
保

と
す

る
売

掛
債

権
の

契
約

内
容

を
証

す
る

書
類

２
．

エ
ビ

デ
ン

ス
に

は
名

宛
人

、
金

額
、

支
払

期
日

の
記

載
、

売
掛

先
の

承
認

印
が

あ
る

。

未
発

生
債

権
引

当
の

場
合

★
未

発
生

債
権

・
・
・
役

務
の

提
供

等
が

完
了

す
る

前
の

も
の

及
び

完
了

後
エ

ビ
デ

ン
ス

が
整

う
前

の
も

の

申
 込

 必
 要

 書
 類

確
認

注
 意

 事
 項

チ
 ェ

 ッ
 ク

 事
 項

は
い

い
い

え

１
．

直
近

の
決

算
に

お
い

て
大

幅
な

債
務

超
過

で
は

な
い

。

２
．

過
去

の
取

引
に

お
い

て
重

大
な

瑕
疵

又
は

遅
延

が
な

い
。

３
．

出
来

高
で

請
求

で
き

る
売

掛
債

権
で

は
な

い
。

（
請

求
で

き
る

も
の

は
未

発
生

債
権

と
し

て
の

取
扱

不
可

）

未
発

生
債

権
引

当
借

入
限

度
額

算
出

表

*
二

通
り

の
計

算
方

法
で

金
額

を
算

出
し

、
額

の
高

い
方

を
上

限
と

す
る

範
囲

内
で

し
か

申
込

で
き

ま
せ

ん
１

．
借

入
金

額
を

「
未

発
生

債
権

引
当

借
入

限
度

額
算

出
表

」
で

算
出

し
て

い
る

。

信
用

保
証

依
頼

書
１

．
備

考
欄

に
「
未

発
生

債
権

を
引

当
と

す
る

」
旨

の
条

件
を

記
載

し
て

い
る

。

※
そ

の
他

一
般

的
な

申
込

書
類

に
つ

い
て

、
協

会
所

定
の

も
の

が
別

途
必

要
で

す
。

※
未

発
生

債
権

の
原

因
と

な
る

取
引

と
同

種
の

取
引

に
関

す
る

契
約

書
・
発

注
書

等

*
同

種
の

取
引

に
関

す
る

契
約

書
・
発

注
書

と
売

掛
債

権
の

振
込

口
座

等
に

お
い

て
確

認
が

必
要

で
す

第
三

債
務

者
（
売

掛
先

）
と

の
挙

証
資

料
（
エ

ビ
デ

ン
ス

）
写

*
申

込
人

の
作

成
し

た
書

類
だ

け
で

は
、

エ
ビ

デ
ン

ス
に

は
な

り
ま

せ
ん

　
　

　
　

　
譲

渡
担

保
対

象
　

　
　

　
　
売

掛
先

明
細

書
　

　
　

　
（
兼

借
入

申
込

書
）

　
　

　
　

 　
【
A

B
L
様

式
３

】

※
第

三
債

務
者

（
売

掛
先

）
と

の
取

引
基

本
契

約
書

等
写

添
付

（
締

結
し

て
い

る
場

合
）

※
売

掛
先

と
以

前
か

ら
取

引
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

取
引

が
確

認
で

き
る

疎
明

資
料

添
付

*
担

保
と

な
る

売
掛

債
権

の
存

在
が

審
査

時
に

確
認

で
き

る
た

め
、

継
続

的
な

取
引

が
な

い
場

合
で

も
取

扱
い

は
可

能
で

す

*
第

三
債

務
者

（
売

掛
先

）
は

国
内

の
事

業
者

に
限

り
ま

す
。

国
内

事
業

者
で

あ
れ

ば
、

官
公

庁
、

株
式

会
社

、
有

限
会

社
を

は
じ

め
、

組
織

の
形

態
に

関
ら

ず
対

象
と

な
り

ま
す

*
基

本
契

約
書

の
締

結
を

し
て

い
な

く
て

も
売

掛
先

か
ら

の
発

注
書

、
支

払
通

知
書

等
で

債
権

譲
渡

制
限

特
約

の
確

認
を

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す

兵
庫

県
信

用
保

証
協

会
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Ｃ
―

③

申
 込

 必
 要

 書
 類

確
認

注
 意

 事
 項

チ
 ェ

 ッ
 ク

 事
 項

は
い

い
い

え

１
．

申
込

人
が

法
人

の
場

合
、

代
表

者
の

み
を

連
帯

保
証

人
と

し
て

い
る

。
（
個

人
の

場
合

連
帯

保
証

人
は

不
要

）

２
．

申
込

金
額

は
担

保
と

な
る

手
形

に
掛

目
を

乗
じ

た
金

額
の

範
囲

内
で

あ
る

。
（
掛

目
は

対
抗

要
件

が
「
承

諾
」
と

同
じ

掛
目

と
な

り
ま

す
）

３
．

申
込

金
額

は
千

円
単

位
ま

で
と

な
っ

て
い

る
。

４
．

担
保

と
な

る
売

掛
債

権
は

対
象

外
の

売
掛

債
権

で
は

な
い

。
※

対
象

外
の

例
・
・
・
ク

レ
ジ

ッ
ト

債
権

、
使

用
料

に
対

す
る

債
権

、
既

に
他

制
度

で
提

供
し

て
い

る
債

権
、

遅
延

中
・
回

収
期

日
未

確
定

・
相

殺
予

定
・
分

割
支

払
等

の
債

権

信
用

保
証

委
託

契
約

書
【
流

動
資

産
担

保
融

資
用

】
*
原

則
、

後
取

り
と

な
り

ま
す

の
で

、
保

証
決

定
後

に
徴

求
し

た
際

に
確

認
が

必
要

で
す

。
１

．
借

入
形

式
は

「
１

．
手

形
貸

付
」
に

○
を

し
て

い
る

。

１
．

保
証

期
間

は
6
ヶ

月
以

内
で

あ
る

。

２
．

保
証

期
日

は
担

保
と

な
る

化
体

手
形

が
現

金
化

で
き

る
日

と
な

っ
て

い
る

。

１
．

第
三

債
務

者
（
売

掛
先

）
の

企
業

状
態

が
把

握
で

き
て

い
る

。

２
．

第
三

債
務

者
（
売

掛
先

）
の

企
業

内
容

が
確

認
で

き
る

資
料

を
添

付
し

て
い

る
。

（
各

種
外

部
信

用
情

報
機

関
の

資
料

、
取

れ
な

け
れ

ば
信

用
調

べ
等

）

３
．

支
店

長
印

を
押

印
し

て
い

る
。

流
動

資
産

担
保

融
資

保
証

申
込

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
  

（
個

別
保

証
化

体
手

形
用

）

※
　

確
認

欄
は

○
印

で
チ

ェ
ッ

ク
し

、
不

足
書

類
の

な
い

よ
う

に
、

チ
ェ

ッ
ク

事
項

は
｢は

い
｣に

○
印

が
は

い
れ

ば
次

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　

信
用

保
証

委
託

申
込

書
【
流

動
資

産
担

保
融

資
用

】

*
申

込
人

資
格

　
兵

庫
県

内
に

主
た

る
営

業
所

を
有

し
保

証
対

象
事

業
を

営
ん

で
お

り
、

国
内

事
業

者
に

対
す

る
売

掛
債

権
を

保
有

す
る

中
小

企
業

者

*
金

融
機

関
も

２
０

％
の

リ
ス

ク
を

負
い

ま
す

の
で

、
売

掛
先

に
問

題
が

な
い

か
ど

う
か

審
査

が
必

要
で

す

信
用

保
証

依
頼

書
【
一

般
様

式
】

譲
渡

担
保

対
象

売
掛

先
・
棚

卸
資

産
一

覧
表

【
A

B
L
様

式
１

】

兵
庫

県
信

用
保

証
協

会
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Ｃ
―

③

申
 込

 必
 要

 書
 類

確
認

注
 意

 事
 項

チ
 ェ

 ッ
 ク

 事
 項

は
い

い
い

え

流
動

資
産

担
保

融
資

保
証

申
込

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
  

（
個

別
保

証
化

体
手

形
用

）

※
　

確
認

欄
は

○
印

で
チ

ェ
ッ

ク
し

、
不

足
書

類
の

な
い

よ
う

に
、

チ
ェ

ッ
ク

事
項

は
｢は

い
｣に

○
印

が
は

い
れ

ば
次

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　

*
担

保
と

な
る

売
掛

債
権

の
存

在
が

審
査

時
に

確
認

で
き

る
た

め
、

継
続

的
な

取
引

が
な

い
場

合
で

も
取

扱
い

は
可

能
で

す
１

．
金

融
機

関
照

合
印

欄
に

支
店

長
印

ま
た

は
押

切
印

を
押

印
し

て
い

る
。

*
第

三
債

務
者

（
売

掛
先

）
は

国
内

の
事

業
者

に
限

り
ま

す
。

国
内

事
業

者
で

あ
れ

ば
、

官
公

庁
、

株
式

会
社

、
有

限
会

社
を

は
じ

め
、

組
織

の
形

態
に

関
ら

ず
対

象
に

な
り

ま
す

２
．

担
保

と
な

る
手

形
の

写
を

添
付

し
て

い
る

。
（
為

替
手

形
は

不
可

）

*
基

本
契

約
書

の
締

結
を

し
て

い
な

く
て

も
売

掛
先

か
ら

の
発

注
書

、
支

払
通

知
書

等
で

債
権

譲
渡

制
限

特
約

の
確

認
を

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す

３
．

｢権
利

義
務

の
譲

渡
等

の
制

限
｣と

い
う

条
項

の
有

無
を

確
認

し
て

い
る

。
（
譲

渡
制

限
特

約
が

つ
い

て
い

て
も

、
す

で
に

代
金

が
手

形
で

回
収

で
き

て
い

る
た

め
、

解
除

を
し

な
く
て

も
担

保
に

で
き

ま
す

）

１
．

売
掛

債
権

か
ら

化
体

し
た

手
形

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
資

料
を

添
付

し
て

い
る

。

２
．

確
認

が
で

き
る

資
料

の
金

額
と

手
形

の
金

額
は

同
額

で
あ

る
。

ま
た

相
違

し
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

差
額

部
分

が
確

認
で

き
る

書
類

を
添

付
し

て
い

る
。

※
そ

の
他

一
般

的
な

申
込

書
類

に
つ

い
て

、
協

会
所

定
の

も
の

が
別

途
必

要
で

す
。

第
三

債
務

者
（
売

掛
先

）
と

の
挙

証
資

料
（
エ

ビ
デ

ン
ス

）
写

*
手

形
を

担
保

と
し

ま
す

の
で

、
申

込
時

に
売

掛
債

権
が

手
形

で
回

収
で

き
て

い
な

け
れ

ば
取

扱
い

で
き

ま
せ

ん

  
  

  
  

 譲
渡

担
保

対
象

  
  

  
  

 売
掛

先
明

細
書

  
  

  
 （

兼
借

入
申

込
書

）
  

  
  
  
  
【
A

B
L
様

式
３

】

※
第

三
債

務
者

（
売

掛
先

）
と

の
取

引
基

本
契

約
書

等
写

添
付

（
締

結
し

て
い

る
場

合
）

※
売

掛
先

と
以

前
か

ら
取

引
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

取
引

が
確

認
で

き
る

疎
明

資
料

添
付

兵
庫

県
信

用
保

証
協

会
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Ｃ
―

④

申
 込

 必
 要

 書
 類

確
認

注
 意

 事
 項

チ
 ェ

 ッ
 ク

 事
 項

は
い

い
い

え

１
．

申
込

人
が

法
人

の
場

合
、

代
表

者
の

み
を

連
帯

保
証

人
と

し
て

い
る

。
（
個

人
の

場
合

連
帯

保
証

人
は

不
要

）

２
．

申
込

金
額

は
担

保
と

な
る

電
子

記
録

債
権

に
掛

目
を

乗
じ

た
金

額
の

範
囲

内
で

あ
る

。
（
掛

目
は

対
抗

要
件

が
「
承

諾
」
と

同
じ

掛
目

と
な

り
ま

す
）

３
．

申
込

金
額

は
千

円
単

位
ま

で
と

な
っ

て
い

る
。

４
．

担
保

と
な

る
電

子
記

録
債

権
は

対
象

外
の

売
掛

債
権

で
は

な
い

。
※

対
象

外
の

例
・
・
・
ク

レ
ジ

ッ
ト

債
権

、
使

用
料

に
対

す
る

債
権

、
既

に
他

制
度

で
提

供
し

て
い

る
債

権
、

遅
延

中
・
回

収
期

日
未

確
定

・
相

殺
予

定
・
分

割
支

払
等

の
債

権

信
用

保
証

委
託

契
約

書
【
流

動
資

産
担

保
融

資
用

】
*
原

則
、

後
取

り
と

な
り

ま
す

の
で

、
保

証
決

定
後

に
徴

求
し

た
際

に
確

認
が

必
要

で
す

。
１

．
借

入
形

式
は

「
１

．
手

形
貸

付
」
に

○
を

し
て

い
る

。

１
．

保
証

期
間

は
6
ヶ

月
以

内
で

あ
る

。
(抗

弁
付

電
子

記
録

債
権

を
引

当
に

す
る

場
合

は
、

１
年

以
内

可
）

２
．

保
証

期
日

は
担

保
と

な
る

電
子

記
録

債
権

が
現

金
化

で
き

る
日

と
な

っ
て

い
る

。

１
．

第
三

債
務

者
（
売

掛
先

）
の

企
業

状
態

が
把

握
で

き
て

い
る

。

２
．

第
三

債
務

者
（
売

掛
先

）
の

企
業

内
容

が
確

認
で

き
る

資
料

を
添

付
し

て
い

る
。

（
各

種
外

部
信

用
情

報
機

関
の

資
料

、
取

れ
な

け
れ

ば
信

用
調

べ
等

）

３
．

支
店

長
印

を
押

印
し

て
い

る
。

譲
渡

担
保

対
象

売
掛

先
・
棚

卸
資

産
一

覧
表

【
A

B
L
様

式
１

】

＊
金

融
機

関
も

２
０

％
の

リ
ス

ク
を

負
い

ま
す

の
で

、
売

掛
先

等
に

問
題

が
な

い
か

ど
う

か
審

査
が

必
要

で
す

。

流
動

資
産

担
保

融
資

保
証

申
込

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
  

（
個

別
保

証
電

子
記

録
債

権
、

抗
弁

付
電

子
記

録
債

権
用

）
 

※
　

確
認

欄
は

○
印

で
チ

ェ
ッ

ク
し

、
不

足
書

類
の

な
い

よ
う

に
、

チ
ェ

ッ
ク

事
項

は
｢は

い
｣に

○
印

が
は

い
れ

ば
次

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　

信
用

保
証

委
託

申
込

書
【
流

動
資

産
担

保
融

資
用

】

*
申

込
人

資
格

　
兵

庫
県

内
に

主
た

る
営

業
所

を
有

し
保

証
対

象
事

業
を

営
ん

で
お

り
、

国
内

事
業

者
に

対
す

る
売

掛
債

権
を

保
有

す
る

中
小

企
業

者

信
用

保
証

依
頼

書
【
一

般
様

式
】

兵
庫

県
信

用
保

証
協

会
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Ｃ
―

④

申
 込

 必
 要

 書
 類

確
認

注
 意

 事
 項

チ
 ェ

 ッ
 ク

 事
 項

は
い

い
い

え

流
動

資
産

担
保

融
資

保
証

申
込

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
  

（
個

別
保

証
電

子
記

録
債

権
、

抗
弁

付
電

子
記

録
債

権
用

）
 

※
　

確
認

欄
は

○
印

で
チ

ェ
ッ

ク
し

、
不

足
書

類
の

な
い

よ
う

に
、

チ
ェ

ッ
ク

事
項

は
｢は

い
｣に

○
印

が
は

い
れ

ば
次

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

　
　

　

１
．

金
融

機
関

照
合

印
欄

に
支

店
長

印
ま

た
は

押
切

印
を

押
印

し
て

い
る

。

２
．

担
保

と
な

る
電

子
記

録
債

権
の

エ
ビ

デ
ン

ス
（
で

ん
さ

い
の

通
常

開
示

書
面

（
最

新
債

権
情

報
）
等

）
を

添
付

し
て

い
る

。

３
．

｢権
利

義
務

の
譲

渡
等

の
制

限
｣と

い
う

条
項

の
有

無
を

確
認

し
て

い
る

。
（
譲

渡
制

限
特

約
が

つ
い

て
い

て
も

、
電

子
記

録
債

権
は

譲
渡

を
前

提
と

し
て

い
る

た
め

、
解

除
を

し
な

く
て

も
担

保
に

で
き

る
）

１
．

売
掛

債
権

か
ら

化
体

し
た

電
子

記
録

債
権

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
資

料
を

添
付

し
て

い
る

。
な

お
、

抗
弁

付
電

子
記

録
債

権
は

、
そ

の
開

示
書

面
等

で
第

三
債

務
者

名
、

金
額

、
契

約
締

結
日

、
支

払
期

日
、

役
務

提
供

完
了

予
定

日
が

確
認

出
来

る
場

合
、

同
債

権
の

発
生

原
因

で
あ

る
契

約
内

容
を

証
す

る
書

面
の

提
出

は
不

要
。

（
債

権
上

の
債

務
者

が
三

井
住

友
信

託
銀

行
で

あ
る

場
合

を
除

く
。

）
。

２
．

確
認

が
で

き
る

資
料

の
金

額
と

電
子

記
録

債
権

の
金

額
は

同
額

で
あ

る
。

ま
た

相
違

し
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

差
額

部
分

が
確

認
で

き
る

書
類

を
添

付
し

て
い

る
。

抗
弁

付
電

子
記

録
債

権
（
未

発
生

債
権

）
の

場
合

★
未

発
生

債
権

・
・
・
役

務
の

提
供

等
が

完
了

す
る

前
の

も
の

及
び

完
了

後
エ

ビ
デ

ン
ス

が
整

う
前

の
も

の

申
 込

 必
 要

 書
 類

確
認

注
 意

 事
 項

チ
 ェ

 ッ
 ク

 事
 項

は
い

い
い

え

１
．

直
近

の
決

算
に

お
い

て
大

幅
な

債
務

超
過

で
は

な
い

。

２
．

過
去

の
取

引
に

お
い

て
重

大
な

瑕
疵

又
は

遅
延

が
な

い
。

未
発

生
債

権
引

当
借

入
限

度
額

算
出

表

*
二

通
り

の
計

算
方

法
で

金
額

を
算

出
し

、
額

の
高

い
方

を
上

限
と

す
る

範
囲

内
で

し
か

申
込

で
き

ま
せ

ん
１

．
借

入
金

額
を

「
未

発
生

債
権

引
当

借
入

限
度

額
算

出
表

」
で

算
出

し
て

い
る

。

信
用

保
証

依
頼

書
１

．
備

考
欄

に
「
未

発
生

債
権

を
引

当
と

す
る

」
旨

の
条

件
を

記
載

し
て

い
る

。

※
そ

の
他

一
般

的
な

申
込

書
類

に
つ

い
て

、
協

会
所

定
の

も
の

が
別

途
必

要
で

す
。

※
未

発
生

債
権

の
原

因
と

な
る

取
引

と
同

種
の

取
引

に
関

す
る

契
約

書
・
発

注
書

等

*
同

種
の

取
引

に
関

す
る

契
約

書
・
発

注
書

と
売

掛
債

権
の

振
込

口
座

等
に

お
い

て
確

認
が

必
要

で
す

　
　

　
　

　
譲

渡
担

保
対

象
　

　
　

　
　
売

掛
先

明
細

書
　

　
　

　
（
兼

借
入

申
込

書
）

　
　

　
　

 　
【
A

B
L
様

式
３

】

※
第

三
債

務
者

（
売

掛
先

）
と

の
取

引
基

本
契

約
書

等
写

添
付

（
締

結
し

て
い

る
場

合
）

※
売

掛
先

と
以

前
か

ら
取

引
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

取
引

が
確

認
で

き
る

疎
明

資
料

添
付 第

三
債

務
者

（
売

掛
先

）
と

の
挙

証
資

料
（
エ

ビ
デ

ン
ス

）
写

*
申

込
人

の
作

成
し

た
書

類
だ

け
で

は
、

エ
ビ

デ
ン

ス
に

は
な

り
ま

せ
ん

*
担

保
と

な
る

売
掛

債
権

の
存

在
が

審
査

時
に

確
認

で
き

る
た

め
、

継
続

的
な

取
引

が
な

い
場

合
で

も
取

扱
い

は
可

能
で

す

*
第

三
債

務
者

（
売

掛
先

）
は

国
内

の
事

業
者

に
限

り
ま

す
。

国
内

事
業

者
で

あ
れ

ば
、

官
公

庁
、

株
式

会
社

、
有

限
会

社
を

は
じ

め
、

組
織

の
形

態
に

関
ら

ず
対

象
と

な
り

ま
す

*
基

本
契

約
書

の
締

結
を

し
て

い
な

く
て

も
売

掛
先

か
ら

の
発

注
書

、
支

払
通

知
書

等
で

債
権

譲
渡

制
限

特
約

の
確

認
を

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す

兵
庫

県
信

用
保

証
協

会
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Ｄ

確
認

事
項

必
要

方
式

チ
ェ

ッ
ク

1
譲

渡
担

保
契

約
証

書
、

特
約

書
の

締
結

は
完

了
し

ま
し

た
か

。
　

※
根

保
証

【
契

約
様

式
１

・
２

】
　

　
　

個
別

保
証

【
契

約
様

式
３

・
４

・
５

】

個
別

化
体

手
形

個
別

電
子

記
録

債
権

個
別

抗
弁

付
電

子
記

録
債

権
以

外

2
譲

渡
担

保
契

約
証

書
の

締
結

日
は

保
証

書
発

行
日

以
降

と
な

っ
て

い
ま

す
か

。
個

別
化

体
手

形
個

別
電

子
記

録
債

権
個

別
抗

弁
付

電
子

記
録

債
権

以
外

3
売

掛
先

に
対

し
て

対
抗

要
件

の
具

備
を

完
了

し
ま

し
た

か
。

確
定

日
付

を
取

得
し

ま
し

た
か

。
個

別
化

体
手

形
個

別
電

子
記

録
債

権
個

別
抗

弁
付

電
子

記
録

債
権

以
外

4
棚

卸
資

産
に

対
し

て
対

抗
要

件
の

具
備

を
完

了
し

ま
し

た
か

。
(譲

渡
担

保
設

定
を

行
う

場
合

）
根

保
証

5
対

抗
要

件
の

具
備

は
譲

渡
担

保
契

約
証

書
の

締
結

日
以

降
で

す
か

。
個

別
化

体
手

形
個

別
電

子
記

録
債

権
個

別
抗

弁
付

電
子

記
録

債
権

以
外

6
保

証
条

件
と

な
っ

て
い

る
売

掛
先

及
び

棚
卸

資
産

の
す

べ
て

に
対

し
て

、
対

抗
要

件
の

具
備

が
完

了
し

ま
し

た
か

。
個

別
化

体
手

形
個

別
電

子
記

録
債

権
個

別
抗

弁
付

電
子

記
録

債
権

以
外

7
当

座
貸

越
契

約
締

結
に

あ
た

り
、

「
譲

渡
担

保
流

動
資

産
報

告
書

」
を

徴
求

し
ま

し
た

か
。

根
保

証

8
根

保
証

の
終

期
は

当
座

貸
越

契
約

締
結

日
を

起
算

日
と

し
て

、
１

年
後

の
応

答
日

の
前

日
ま

た
は

応
答

日
と

な
っ

て
い

ま
す

か
。

根
保

証

9
貸

付
実

行
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（ 保証人加入用）

信用保証委託契約変更契約書

   年   月   日

兵庫県信用保証協会 御中

住 所

委 託 者

住 所

新連帯保証人

住 所

新連帯保証人

貴協会の信用保証に基づき 委託者が金融機関から 下記の借入をし た際に、 貴協会と の間に締結いたし まし た

     年  月  日付信用保証委託契約書（ 以下「 原契約」 といいます） 上の保証人の加入に関し、委託者および保証人は

貴協会と次のとおり契約を締結いたします。

第1 条 この契約により原契約上の保証人として新たに加入した保証人は、原契約に基づき委託者が貴協会に対し負担する一切の債

務について、 委託者の委託を受けて委託者と連帯して履行の責を負います。

第2 条 委託者は、 前条の保証人の加入について、 異議なく 承諾します。

第3 条 委託者は、保証人に対し、次の各号に掲げる事項に関する情報を提供したことを表明し、これを保証します。また、保証人

は、 委託者から当該情報の提供を受けたことを表明し、これを保証します。

(1)委託者の財産および収支の状況

(2)貴協会に対する原契約から生じる償還債務、信用保証料債務、延滞保証料債務、その他の債務（ 以下「 原契約から生じる

債務」 と総称します。） 以外に委託者が負担している債務の有無ならびにその額および履行状況

(3)委託者が原契約から生じる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその

内容

第4 条 保証人は、貴協会が変更を承諾した日において、委託者である法人の代表者であることを表明し、これを保証します。これ

について誤りがありもしく は不正確であったことが判明した場合には、保証人は貴協会が被った一切の損害、損失、費用等

を賠償し、補償するものとします。

第5 条 この契約に別段の定めのあるもののほかはすべて裏面記載の信用保証委託契約書の各条項が適用されることを承認します。

なお、 裏面記載の各条項が原契約から変更されている場合は、 裏面記載の各条項が適用されるものとします。

第6 条 本契約は貴協会が変更を承諾した日をもって成立するものとします。

記

借 入 日 年   月   日

借入金額  金 円也

金融機関                    

※ 印鑑証明書を添付してく ださい。なお、個人の場合は「 個人情報の取扱いに関する同意書」 も必要です（ 未提出の場合）。  
※ 借入金額は、 根保証の場合は「 極度額金  円也」 と記入してく ださい。  

実 印

実 印

実 印
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（信用保証の委託）

第１条 表記の借入要項による借入（これによって生ずる債務を以下「借入金債務」といいます。)をするにあたっ

て、貴協会に信用保証（以下「保証」といいます。）を委託します。

２．前項の保証は、貴協会と金融機関との間の取り決めに基づいて行われるものとします。

３．表記の借入要項による借入に対する保証は、借入金債務の全部を保証する場合と、一定割合を保証（以下

「割合保証」といいます。）する場合があり、割合保証の場合の保証割合は信用保証書に記載されたとおりとしま

す。

４．委託者および保証人は、この契約の締結にあたり必要となる法律上の手続を経ていることを表明し、これを保

証します。

５．委託者は、保証人に対し、次の各号に掲げる事項に関する情報を提供したことを表明し、これを保証します。

また、保証人は、委託者から当該情報の提供を受けたことを表明し、これを保証します。

(1)委託者の財産および収支の状況

(2)貴協会に対する本契約から生じる償還債務、信用保証料債務、延滞保証料債務、その他の債務（以下「本契

約から生じる債務」と総称します。）以外に委託者が負担している債務の有無ならびにその額および履行状況

(3)委託者が、本契約から生じる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨

およびその内容

（信用保証料等）

第２条 委託者が前条第1項の委託により借入をするときは、その委託額に対し貴協会所定の料率・方法により計

算された額を信用保証料として貴協会に支払います。

２．前項により支払いをした信用保証料は、違算の場合を除き、返戻を求めません。

３．委託者が借入金債務の履行を怠ったときは、その延滞額に保証割合を乗じた額に対し、延滞期間（この場合

の延滞期間は、期限の利益そう失にかかわらず金融機関所定の最終弁済期日の翌日を始期とする期間としま

す。）に応じ、年3.65パーセントの割合をもって計算された額を、延滞保証料として貴協会に支払います。この場

合の計算方法は、年365日の日割計算とします。

（反社会的勢力の排除）

第３条 委託者または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴

力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら

に準ずる者（以下これらを「暴力団員等」といいます。）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しな

いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当

に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する

こと

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

２．委託者または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを

確約いたします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴協会の信用を毀損し、または貴協会の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

（担 保）

第４条 貴協会に差し入れた担保につき、その担保の全部または一部が滅失したとき、もしくは価格の下落等によ

り担保価値に変動が生じたとき、または保証人の能力に著しい変動が生じたときは、直ちに増担保を差し入れ、

または保証人を追加します。

２．貴協会に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等によ

り貴協会において処分ができるものとします。

３．金融機関から貴協会が譲渡を受けた担保または貴協会に移転した担保についても、前2項に準じて取り扱う

ことに同意します。

（求償権の事前行使）

第５条 委託者または保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、貴協会は第6条の代位弁済前

に委託者および保証人に対し求償権を行使することができるものとします。

(1) 仮差押、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達

したとき、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立があったとき、または清算に入っ

たとき。

(2) 公租公課につき差押または保全差押を受けたとき。

(3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

(4)貴協会に対し債権を担保として差し入れているときは、当該債権の債務者に前各号の事由が生じたとき。

(5)貴協会に対し債権を担保として差し入れているときは、当該債権を貴協会の承諾を得ることなく処分したとき。

(6) 担保物件が滅失したとき。

(7) 借入金債務の一部でも履行を遅滞したとき。

(8) 住所変更の届出を怠るなど委託者または保証人の責めに帰すべき事由によって、貴協会に委託者または保

証人の所在が不明となったことを、貴協会が知ったとき。

(9)暴力団員等もしくは第3条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行

為をし、または同条第１項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。

(10) 第9条第2項に基づいて委託者または保証人が貴協会に提出する財務状況や事業内容を示す書類に重大

な虚偽の内容があった場合等、本契約に違反したとき。

(11) 前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

２．貴協会が前項により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。借入金債務

または第7条の償還債務について担保がある場合にも同様とします。

（代位弁済）

第６条 委託者が借入金債務の全部または一部の履行を遅滞したため、貴協会が金融機関から保証債務の履行

を求められたときは、委託者および保証人に対して、通知・催告をしなくても弁済することができるものとします。

２．貴協会の前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、委託者が金融機関との間に締結

した契約のほか、なおこの契約の各条項が適用されるものとします。

（求償権の範囲）

第７条 貴協会が前条第1項の弁済をしたときは、貴協会に対して、その弁済額およびこれに対する弁済の日の

翌日以後の年14パーセントの割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を償還しま

す。この場合の損害金の計算方法は、年365日の日割計算とします。

（弁済の充当順序等）

第８条 委託者または保証人の弁済した金額が、本契約から生じる債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴

協会が適当と認める順序・方法により、充当することができるものとします。

２．委託者または保証人が、本契約から生じる債務および本契約以外の信用保証委託契約から生じる債務を貴

協会に負担している場合に、委託者または保証人の弁済した金額が、貴協会に対するこれらの債務の全額を消

滅させるに足りないときは、貴協会が適当と認める順序・方法により、いずれの信用保証委託契約から生じる債務

（ただし、弁済者が債務を負担していないものを除きます。）にも充当することができるものとします。

３．本契約から生じる債務について第三者から弁済の申出があったときは、委託者の意思に反しないものとして

取り扱うことに、委託者は同意します。

４．本契約から生じる債務について、委託者または保証人の一人について消滅時効の更新、完成猶予、または

時効の利益の放棄があったときは、すべての委託者および保証人に対しても、その効力が生じるものとします。

５．委託者および保証人は、貴協会と引受人となる者との契約により、本契約から生じる債務（保証人が委託者と

連帯して履行の責を負うものを含みます。）を引受人が免責的に引き受けるときは、その旨の通知を要しないこと

に予め同意します。

（調査および報告）

第９条 委託者または保証人の名称、商号、代表者、住所等の事項について変更があったときは、直ちに書

面によって届出し、貴協会の指示に従います。

２．委託者（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）に基づく関

連会社および関係会社を含む）または保証人の財務状況や事業内容を示す税務申告決算書、定款等の

写しについて、貴協会から請求があったときは直ちに提出します。また、貴協会が金融機関に依頼して当該

書類を受領することについて承諾します。

３．前項のほか、財産、経営、業況等について貴協会から請求があったときは、直ちに報告し、また貴協会

に対し帳簿閲覧等調査に必要な便益を提供します。

４．前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに貴協会に報告し、その

指示に従います。

５．委託者または保証人の財産の調査について貴協会が必要とするときは、貴協会を委託者または保証人

の代理人として、市区町村の住民基本台帳（省略のない住民票）の写し、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除

籍謄本等を交付申請および受領すること、あるいは固定資産課税台帳、土地・家屋総合名寄帳等を閲覧、

謄写ならびに所得証明書、納税証明書、評価証明書等を交付申請および受領することを委任します。

６．貴協会が第7条の求償権につき、債権管理回収業に関する特別措置法（平成10年法律第126号）第2条

第3項の規定に基づく債権回収会社（以下「債権回収会社」といいます。）にその回収を委託しているときは、

当該債権回収会社を委託者または保証人の復代理人として、前項に掲げる手続を委任することを承諾しま

す。

７．委託者および保証人は、この契約に関し現在および将来において貴協会に提出する一切の書類もしく

は報告する事項の内容がいずれも真実であることを表明し、これを保証します。

（成年後見人等の届出）

第10条 委託者または保証人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、

成年後見人等の氏名その他必要な事項、および後見登記等に関する法律（平成11年法律第152号）（以下

「後見登記法」といいます。）による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、貴協会に直ちに届出し

ます。

２．委託者または保証人について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、任意

後見人の氏名その他必要な事項、および後見登記法による登記によりなされた登記事項証明書等を添え

て、貴協会に直ちに届出します。

３．委託者または保証人について既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監

督人が選任されている場合にも、前2項と同様に成年後見人等あるいは任意後見人の氏名その他必要な事

項、および後見登記法による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、貴協会に直ちに届出します。

４．前3項の事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、成年後見人等あるいは任意後見人の氏名

その他必要な事項、および後見登記法による登記によりなされた登記事項証明書、あるいは閉鎖事項証明

書等を添えて、貴協会に直ちに届出します。

５．前4項の届出の前に生じた損害については、委託者および保証人において対処することとし、貴協会に

は一切の責任を問いません。

（公正証書の作成）

第11条 貴協会の請求があるときは、この契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の

陳述を記載した公正証書の作成に必要な一切の手続きをします。

（費用の負担）

第12条 貴協会が第6条第1項の弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使も

しくは処分に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、貴協会の請求により

直ちに貴協会に償還します。

（連帯保証人）

第13条 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第7条の償還債務、第2条の信用保証料債務および延

滞保証料債務ならびに前条の費用償還債務の全額につき、委託者の委託を受けて委託者と連帯して履行

の責を負います。

２．貴協会に差し入れた担保または保証人につき、貴協会が変更・解除・放棄・返還等をしても、保証人の

責任には変動を生じないものとします。

３．金融機関から貴協会が譲渡を受けた担保または貴協会に移転した担保についても、前項に準じて取り

扱うことに同意します。

４．保証人が金融機関に対して貴協会の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をし

たときは、貴協会と保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。

(1) 貴協会が第6条第1項の弁済をしたときは、保証人は貴協会に対して第7条の求償権全額を償還します。

(2) 貴協会が第6条第1項の弁済をしたときは、保証人が当該借入金債務につき金融機関に提供した担保

の全部について貴協会が金融機関に代位し、第7条の求償権の範囲内で金融機関の有していた一切の権

利を行うことができます。

(3) 保証人が金融機関に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または保証人が金融機関に提供した担

保の実行がなされたときは、保証人は、貴協会に対して何らの求償をしません。

５．保証人が第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証人は貴協会の同意がなければ代位によっ

て貴協会から取得した権利としての担保権等（以下「本件担保権」といいます。）を行使しません。もし、貴協

会からの請求があれば、その本件担保権または本件担保権に係る順位を貴協会に無償で譲渡します。

６．保証人が本契約に基づく保証債務の整理について2013年12月5日に経営者保証に関するガイドライン

研究会（全国銀行協会および日本商工会議所が事務局）が公表した経営者保証に関するガイドライン（公

表後の改定内容を含む。以下「ガイドライン」といいます。）に則った整理を申し立てた場合には、貴協会が

ガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努める旨貴協会から申し受けたことを、委託者および

保証人は確認します。

７．保証人は、本契約成立日において、委託者である法人の代表者であることを表明し、これを保証します。

８．前項に誤りがありもしくは不正確であったことが判明した場合には、保証人は貴協会が被った一切の損

害、損失、費用等を賠償し、補償するものとします。

（代位取得の手形等）

第14条 代位により金融機関から貴協会に移転した手形または電子記録債権につき、その権利が消滅した

場合にも、委託者および保証人の貴協会に対する償還債務には変動を生じないものとします。

（管轄裁判所の合意）

第15条 この契約に関する訴訟・和解および調停については、貴協会の本店（本所）または支店（支所）の所

在地の裁判所を管轄裁判所とし、事物管轄については法律の規定によるほか、訴訟物の価額にかかわら

ず、その簡易裁判所も管轄裁判所とすることに合意します。

（情報の授受）

第16条 貴協会が相当と認めたときは、この契約に関して貴協会が知るに至った情報を次の各号に定める

機関との間で授受することに同意します。

(1)貴協会以外の信用保証協会

(2)債権回収会社

(3)一般社団法人ＣＲＤ協会

(4)中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）に基づく信用保険に係る業務を行う機関

(5)中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第1条の3、第1条の4および第1条の5に掲げる金

融機関等

(6)貴協会に対して損失補償を行う機関

(7)一般社団法人全国信用保証協会連合会

(8)貴協会が出資する会社等

（契約の変更）

第17条 第1条第2項の取り決めについて、その変更がなされたときは、変更後の取り決めの内容が適用され

るものとします。 以 上
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（ABL　様式１）

譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表

１．売掛先

No 保証協会使用欄

〔設立年月日または生年月日〕 　　　年　　　　　月　　　　　日

〔設立年月日または生年月日〕 　　　年　　　　　月　　　　　日

〔設立年月日または生年月日〕 　　　年　　　　　月　　　　　日

〔設立年月日または生年月日〕 　　　年　　　　　月　　　　　日

〔設立年月日または生年月日〕 　　　年　　　　　月　　　　　日

２．棚卸資産

No 種類
直近の決算における
残高

保証協会使用欄

【注１】申込金融機関で、与信取引のある売掛先（第三債務者）が延滞している場合は、譲渡担保の対象とはなりません。

【注２】先行譲渡がある場合は、譲渡担保の対象とはなりません。

【注３】法人は設立年月日、個人は生年月日を、分かる範囲でご記入下さい。

5
あり

なし

4
あり

なし

3
あり

なし

2
あり

なし

保管場所
過去１年間のピーク
残高

先行譲渡
の有無

1
あり

なし

4
あ　り な　し

（ 良好 ・ 普通 ）

5
あ　り な　し

（ 良好 ・ 普通 ）

2
あ　り な　し

（ 良好 ・ 普通 ）

3
あ　り な　し

（ 良好 ・ 普通 ）

売掛先（第三債務者）の商号または氏名 与信取引（取引振り）

1
あ　り な　し

（ 良好 ・ 普通 ）

令和 年 月 日

保 証 申 込 人

金融機関本・支店名

代 表 者 名

兵庫県信用保証協会 御 中
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（ABL　様式２）

譲渡担保対象売掛先明細書

業　　 　　種 　上場・店頭公開の有無 　　　　　あり　　　　　なし　　　　　不明

売掛先への過去１年間の平均月商額 　売掛先への過去１年間でのピーク月商額

回 収 条 件 毎月　　　　　　日締め　　　　    　　　　　　日支払い売掛債権の平均サイト　　　　　　　　　　　　　　ヶ月

回 収 方 法 現金 ％ 手形・電子記録債権 ％ 　（サイト　　　　　　　　日）

１．　同行預金口座に振込　　　　　２．　他行預金口座に振込　　　　　３．　直接受領

〔金融機関名〕 〔本支店名〕 〔口座の種類〕

〔口座名義人〕 〔口座番号〕

１．　本件融資の貸越口座に振込が可能　　　　　　２．　従来どおりの方法による　

取引基本契約書等の締結の有無 あり（写し添付済み） なし

あり　【注１】 なし

あり　【注２】 なし

取 引 年 数 １．　１年以上　　　　　　　　　　　　　　　２．　１年未満（　　　ヶ月）

１．　売掛先の承諾を得る

２．　売掛先へ通知する

３．　債権譲渡登記を行い、売掛先へ通知する

４．　債権譲渡登記は行うが、売掛先への通知を留保する

工    場

万円

売

掛

先

本   社

法人名又は 又は

商 号 住   所

売

掛

先

と

の

取

引

内

容

等

万円

回 収 口 座

売掛先への債権譲渡の通知方法

営 業 所

代 表 者 名 又は

又 は 氏 名

令和 年 月 日

（ 信 用 保 証 協 会 ）

（ 金 融 機 関 ）

御 中

譲渡担保対象売掛先一覧表のNoと同じ

NO.

売掛先明細書番号（金融機関記載欄） 保証申込人

【注１】債権譲渡制限特約が有る場合は、債権譲渡担保契約締結までに『債権譲渡制限特約解除依頼書』が必要となります。

債 権 譲 渡 制 限 特 約 の 有 無

添 付 書 類

現行の代金受領方法

御 中

取引内容を客観的に疎明できる書類の写しを最低限添付して下さい。（必要に応じ「原本」を確認することがあります）

１． 預金通帳 ２． 発注書と納品書（検収書） ３． 売掛金台帳 ４． その他

今後の代金受領方法

〒 電話（ ） ー

ﾌﾘｶﾞﾅ

〒 電話（ ） ー

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

【 根 保 証 用 】

先 行 す る 債 権 譲 渡 の 有 無

【注２】先行する債権譲渡がある場合は、本制度の対象となりません。
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（ABL　様式３）

譲渡担保対象売掛先明細書（兼借入申込書）

業　　 　　種 　上場・店頭公開の有無 　　　　　あり　　　　　なし　　　　　不明

売掛先への過去１年間の平均月商額 　売掛先への過去１年間でのピーク月商額

回 収 条 件 毎月　　　　　　日締め　　　　    　　　　　　日支払い

回 収 方 法 現金 ％ 手形・電子記録債権 ％ 　（サイト　　　　　　　　日）

取引基本契約書等の締結の有無 あり（写し添付済み） なし

あり　【注１】 なし

あり　【注２】 なし

　　　　　　あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なし

１．　売掛先の承諾を得る

２．　売掛先へ通知する

返済原資となる売掛債権の表示

（※１）「売掛債権額」欄は、エビデンス（納品書等）上の金額をご記入下さい。

（※２）「回収見込額」欄は、リベート、返品、割戻し等で、「売掛債権額」を下回る回収が見込まれる場合にご記入下さい。

万円

取引実績の有無

（取引実績ありの場合）

売掛先への債権譲渡の通知方法

売掛債権額（千円） 回収見込額（千円） 債権発生時期（年.月） 回収期日（年.月.日）

代 表 者 名 又は

又 は 氏 名 工    場

売

掛

先

と

の

取

引

内

容

等

万円

売

掛

先

本   社

法人名又は 又は

商 号 住   所

営 業 所

令和 年 月 日

（ 信 用 保 証 協 会 ）

（ 金 融 機 関 ）

御 中

保証申込人

【注１】債権譲渡制限特約が有る場合は、債権譲渡担保契約締結までに『債権譲渡制限特約解除依頼書』が必要となります。

債 権 譲 渡 制 限 特 約 の 有 無

添 付 書 類

現行の代金受領方法

御 中

取引内容を客観的に疎明できる書類の写しを最低限添付して下さい。（必要に応じ「原本」を確認することがあります）

１． 預金通帳 ２． 発注書と納品書（検収書） ３． 売掛金台帳 ４． その他

今後の代金受領方法

〒 電話（ ） ー

ﾌﾘｶﾞﾅ

〒 電話（ ） ー

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

【 個 別 保 証 用 】

照 合

先 行 す る 債 権 譲 渡 の 有 無

【注２】先行する債権譲渡がある場合は、本制度の対象となりません。
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（ABL　様式４）

　　　　棚卸資産売上代金入金口座届出書

棚卸資産について掛売上以外の売上代金を入金する口座等を以下のとおりお届けいたします。（注）

（注）棚卸資産のみを担保とする場合は、「掛売上以外の」を削除し、売掛金入金口座も併せて記入する。

口座番号

5

通番 金融機関名 本支店名 口座の種類 口座名義人

6

7

8

9

10

入金期日

1

2

3

4

令和 年 月 日

（ 信 用 保 証 協 会 ）

（ 金 融 機 関 ）

御 中

保証申込人

御 中

【 根 保 証 用 】
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売掛先名（第三債務者名）

売掛債権の発生原因となる契約の締結日 年 月 日

物品の納入､役務の提供等の完了予定日 年 月 日

未発生債権の支払予定日 年 月 日

未発生債権額（前払金､中間金等を含む）

前払金､中間金等の金額

％

借入申込日 年 月 日

契約締結日から完了予定日までの期間 ヶ月(月単位未満切り上げ)

契約締結日から借入申込日までの期間 ヶ月(月単位未満切り捨て)

※上記の必要項目を下記該当番号欄にご記入ください。

…未発生債権

× ( ／ ) × ％ ＝

× ( ／ ) × ％ ＝

⑦

⑧

⑨

Ａ(

Ｂ(

千円

　算式：（④未発生債権額－⑤中間金等）×（⑨契約から申込／⑧契約から完了）×⑥掛目＝借入限度額

⑤

⑥

②

③

④

掛目

千円－

千円－ 21

千円)

千円

「未発生債権」引当借入限度額算出表

【 借 入 限 度 額 】

【 フ ロ ー 図 】

【 項 目 】

①

千円借入限度額
（ＡとＢの比較で高い方の金額）

千円

千円千円)

／ ／ ／ ／

①契約締結日 ②完了予定日⑦借入申込日 ③支払予定日
支払通知等

１／２

縦
軸
／
金
額

既

発

生

債

権

ヶ月
(月単位未満切り上げ)

⑧契約から完了までの期間

⑨契約から申込までの期間

ヶ月
(月単位未満切り捨て)

保証（貸付）期間：貸付実行日から支払予定日まで
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（ABL 様式７） 
 

債権譲渡制限特約解除依頼書 

 
 

  年  月  日 
 
 
○○県○○市○○丁目○番○号 
株式会社○○○○ 
代表取締役 ○○○○  殿 
                        

□□県□□市□□丁目□番□号 
                          □□株式会社 
                          代表取締役 □□□□   印 
 
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 さて、□□株式会社（以下「譲渡人」といいます。）は、譲渡人が貴社に対して有する後

記の債権およびこれに付帯する一切の債権（以下「譲渡債権」といいます。）につき、債権

担保を目的として、これを株式会社○○○銀行（○○県○○市○○丁目○番○号）および

○○信用保証協会（○○県○○市○丁目○番○号）に譲渡することを予定しております。 
 つきましては、上記譲渡について、貴社との間の債権譲渡制限特約が解除されたものと

してお取扱いくださることをご承認いただきたく、本書をもってご依頼申し上げます。 
 
 

[譲渡債権の表示]（例） 
譲渡人と貴社との間の商品売買取引に基づき譲渡人が貴社に対し取得する一切の売掛代

金債権 
 
 
 
  上記ご依頼のとおり承認いたしました。 
 
 
 

令和  年  月  日 
 

               ○○県○○市○○丁目○○番○号 
               株式会社○○○○ 
               代表取締役 ○○○○    印 
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（ＡＢＬ 様式８） 

【 表 面 】 
流動資産担保融資保証・根保証用 

 

担 保 手 形 等 差 入 証 

 
   年   月   日  

 
 

 ○○ 銀 行    御 中 

 兵庫県信用保証協会 御 中 

 
                住   所 
 
                担保権提供者                 印 
 
 
 私は、貴行および貴協会に対し別に差し入れた流動資産譲渡担保契約書に定める債権を

担保するため、裏面記載の各条項を承諾のうえ、下記手形もしくは電子記録債権またはそ

の両方を信託的に譲渡致しました。 
 

記 
 

手形・電子記録

債権の別 
手形支払人また

は電子記録債権

債務者 

手形種類 手形振出日

または電子

記録債権発

生記録日 

手形満期日ま

たは電子記録

債権支払期日 

手形金額ま

たは電子記

録債権金額 

手形番号また

は電子記録債

権記録番号 

備   考 

手・電        

手・電        

手・電        

手・電        

手・電        

 

参 考 例 
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（ABL 様式８） 

【 裏 面 】 
 私は、別に差し入れた流動資産譲渡担保契約書に定める債権の担保として、商業手形

または電子記録債権（以下、「担保手形等」という。）を貴行および貴協会に譲渡するに

ついては、○○取引約定書の各条項のほか、次の条項を確約します。 
 なお、貴協会は、本契約に関する事務を貴協会と貴行の間で定めるところにしたがい

貴行に委任しており、貴行が行う行為は、貴協会の代理人としての効力も有することを

確認します（以下において「貴行」という場合、貴行および貴協会代理人としての貴行

の双方を指すものとします。）。 
 （担保手形等の取立金） 
第１条 貴行は、担保手形等の取立金を、上記債務の期限のいかんにかかわらず、任意

の時期に、また、いずれの債務の弁済にも充当することができます。なお、債務全額

を完済のうえは、その余剰金をご返済下さい。 
 （担保手形等の不渡り等） 
第２条 
１ 担保手形等の主債務者が手形満期日もしくは電子記録債権支払期日に支払わなか

ったとき、または○○取引約定書第５条第１項第１号または第２号に該当したときは、

その者が主債務者となっている手形または電子記録債権について、貴行から通知催告

等がなくても当然に、直ちに、手形金額または電子記録債権金額を支払い、または代

わりの担保手形等を差し入れます。 
２ 担保手形等について債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、前項以外

のときでも、貴行の請求によって、直ちに、手形金額または電子記録債権金額を支払

い、または代わりの担保手形等を差し入れます。 
３ 前二項により支払う担保手形等の代わり金については、貴行は第１条の担保手形等

の取立金と同様に処理して差し支えありません。 
 （再担保） 
第３条 貴行は、担保手形等を、都合によって、他に譲渡し、または再担保とすること

ができます。 
 （免 責） 
第４条 担保手形等について、手形の主債務者その他の手形関係人または電子記録債権

の債務者その他の関係人から支払いの猶予、更改等の申し出があり貴行においてやむ

を得ないと認められたときは、私への通知を要せず、任意に処理することができるも

のとし、それによる損害はすべて私の負担とします。 
以 上 

検 印 照 合 
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（ＡＢＬ 様式９） 

【 表 面 】 
流動資産担保融資保証・個別保証用 

 

担 保 手 形 等 差 入 証 

 
   年   月   日  

 
 

 ○○ 銀 行    御 中 

 兵庫県信用保証協会 御 中 

 
                住   所 
 
                担保権提供者                 印 
 
 
 私は、貴行および貴協会に対し下記［貸付債権の表示］記載の債権を担保するため、裏

面記載の各条項を承諾のうえ、下記手形もしくは電子記録債権またはその両方を信託的に

譲渡致しました。 
 

記 
手形・電子記

録債権の別 
手形支払人ま

たは電子記録

債権債務者 

手形種類 手形振出日また

は電子記録債権

発生記録日 

手形満期日ま

たは電子記録

債権支払期日 

手形金額また

はた電子記録

債権金額 

手形番号ま

たは電子記

録債権番号 

備  考 

手・電 
 
 

      

手・電 
 
 

      

手・電 
 
 

      

 
［貸付債権の表示］ 
   年   月   日付け借入申込にかかる手形貸付により生じる貸付債権 
弁 済 期 ：          年     月     日 
貸 付 金 額 ：  金                   円 

（ABL 様式９） 

参 考 例 
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【 裏 面 】 
 
 私は、表面［貸付債権の表示］記載の債権の担保として、商業手形または電子記録債

権（以下、「担保手形等」という。）を貴行および貴協会に譲渡するについては、○○取

引約定書の各条項のほか、次の条項を確約します。 
 なお、貴協会は、本契約に関する事務を貴協会と貴行の間で定めるところにしたがい

貴行に委任しており、貴行が行う行為は、貴協会の代理人としての効力も有することを

確認します（以下において「貴行」という場合、貴行および貴協会代理人としての貴行

の双方を指すものとします。）。 
 （担保手形等の取立金） 
第１条 貴行は、担保手形等の取立金を、上記債務の期限のいかんにかかわらず、任意

の時期に、また、いずれの債務の弁済にも充当することができます。なお、債務全額

を完済のうえは、その余剰金をご返済下さい。 
 （担保手形等の不渡り等） 
第２条 
１ 担保手形等の主債務者が手形満期日もしくは電子記録債権支払期日に支払わなか

ったとき、または○○取引約定書第５条第１項第１号または第２号に該当したときは、

その者が主債務者となっている手形または電子記録債権について、貴行から通知催告

等がなくても当然に、直ちに、手形金額または電子記録債権金額を支払い、または代

わりの担保手形等を差し入れます。 
２ 担保手形等について債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、前項以外

のときでも、貴行の請求によって、直ちに、手形金額または電子記録債権金額を支払

い、または代わりの担保手形等を差し入れます。 
３ 前二項により支払う担保手形等の代わり金については、貴行は第１条の担保手形等

の取立金と同様に処理して差し支えありません。 
 （再担保） 
第３条 貴行は、担保手形等を、都合によって、他に譲渡し、または再担保とすること

ができます。 
 （免 責） 
第４条 担保手形等について、手形の主債務者その他の手形関係人または電子記録債権

の債務者その他の関係人から支払いの猶予、更改等の申し出があり貴行においてやむ

を得ないと認められたときは、私への通知を要せず、任意に処理することができるも

のとし、それによる損害はすべて私の負担とします。 
以 上 

検 印 照 合 
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（ABL　様式６）

売掛先（第三債務者）に関する変更報告書
【流動資産担保融資保証用】

 貴●および兵庫県信用保証協会と、●●年●●月●●日付けで締結した譲渡担保契約第●条

に基づき、売掛先（第三債務者）に関し、下記のとおり変更がありましたので、ご通知いたします。

１． ２． ３．

４． ５． ６．

７． ８． （ ）

１． ２． ３．

４． ５． ６．

７． ８． （ ）

　上記のとおり通知があったことをご報告いたします。

組 織 変 更

住 所 変 更 電 話 番 号 の 変 更 合 併

取引条件の変更 そ の 他

商号（社名）変更 代 表 者 変 更

取引条件の変更

組 織 変 更商号（社名）変更

住 所 変 更 合 併

代 表 者 変 更

電 話 番 号 の 変 更

そ の 他

協 会

顧 客 番 号

年 月 日

（ ）該 当 す る も の に

変 更 事 項

変 更 前 変 更 後売掛先名（第三債務者名）

（ 金 融 機 関 ）

御 中

兵庫県信用保証協会 御 中

年 月 日

金融機関本・支店名

代 表 者 名

お と こ ろ

おなまえ

※お客様の記名がある原本は金融機関保管とし、その写しに

金融機関が記名のうえ保証協会あて提出してください。

（ ）該 当 す る も の に

変 更 事 項

変 更 前 変 更 後売掛先名（第三債務者名）

83



（ABL　様式５）

譲 渡 担 保 流 動 資 産 報 告 書
【流動資産担保融資保証用】

　 貴●および兵庫県信用保証協会と、平成●●年●●月●●日付けで締結した流動資産譲渡担保契約

第19条第1項に基づき、●●月●●日現在存在する譲渡担保流動資産について届出いたします。

１．売掛先

1

2

3

4

5

２．棚卸資産

1

2

3

4

5

棚卸資産の額
（千円）

棚卸資産の額
合　　　　 計

売掛金債権額
合　　　　 計

科目 種類 保管場所 数量 単価

売 　掛 　先 　名
販 売 内 容

債権発生時期
（　年.　月　）

回 収 期 日
（年.月.日）

売 掛 債 権 額
（千円）（第三債務者名）

令和 年 月 日
（ 金 融 機 関 ）

御 中

お と こ ろ

おなまえ

【注】売掛債権毎にご記入下さい。 一売掛先で、回収期日の同じものは、一売掛債権と
します。但し、譲渡担保契約上の「始期」以前に発生した売掛債権は除きます。

【注】種類毎にご記入下さい。 但し、譲渡担保契約上の「始期」以前に発生した棚卸資産

は除きます。
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「
流

動
資

産
担

保
融

資
保

証
制

度
」
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
記

入
表

（
棚

卸
資

産
）

N
o
.

取
引

先
名

 
　

　
年

 　
　

 月
  
　

　
日

  
店

 番
支

店
長

印

２
．

モ
ニ

タ
リ
ン

グ

１
．

初
期

チ
ェ

ッ
ク

　
（
１

）
譲

渡
担

保
流

動
資

産
報

告
書

の
徴

求
（
２

）
行

員
の

立
ち

入
り

に
よ

る
（
本

表
に

添
付

、
ま

た
は

別
フ

ァ
イ

ル
等

に
整

理
）

　
　

　
状

況
確

認
登

記
事

項
証

明
書

徴
求

日
確

認
日

番
号

※
１

年
に

１
回

以
上

確
認

　
（
３

）
譲

渡
担

保
棚

卸
資

産
の

売
却

代
金

の
入

金
状

況

確
認

日
（
正

常
・
異

常
あ

り
）

※
流

動
資

産
譲

渡
担

保
契

約
書

と
登

記
事

項
証

明
書

と
の

合
致

を
チ

ェ
ッ

ク
（
合

致
が

確
認

で
き

れ
ば

○
、

証
明

書
写

し
は

本
表

に
添

付
）

変
更

事
項

契
約

日
付

登
記

日
付

法
務

局
登

記
番

号
そ

の
他

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
異

常
な

し
・
異

常
あ

り
異

常
な

し
・
異

常
あ

り

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
異

常
な

し
・
異

常
あ

り
異

常
な

し
・
異

常
あ

り
異

常
な

し
・
異

常
あ

り
異

常
な

し
・
異

常
あ

り

年
　

　
月

　
　

日

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
異

常
な

し
・
異

常
あ

り
年

　
　

月
　

　
日

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
異

常
な

し
・
異

常
あ

り
異

常
な

し
・
異

常
あ

り

異
常

な
し

・
異

常
あ

り

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日

※
３

ヶ
月

に
　

１
回

以
上

　
徴

求

※
１

ヶ
月

に
　

１
回

以
上

　
確

認

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

異
常

な
し

・
異

常
あ

り

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
異

常
な

し
・
異

常
あ

り
異

常
な

し
・
異

常
あ

り

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

（
補

足
説

明
等

）

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日

異
常

な
し

・
異

常
あ

り

契 約 後 の 変 動

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

契
約

書
名

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

異
常

な
し

・
異

常
あ

り

異
常

な
し

・
異

常
あ

り

任
意

的
登

録
事

項
必

要
的

登
録

事
項

第
　

　
　

－
  
 号

 年
  
月

  
日

時
  
分

契
約

日
付

 年
  
月

  
日

例 1

チ
ェ

ッ
ク

※

・
動

産
の

名
称

（
製

品
名

、
商

品
名

等
）

・
保

管
場

所
の

名
称

・
所

在
地

・
動

産
の

限
定

（
×

×
社

製
の

も
の

）

・
動

産
通

番
　

・
動

産
の

種
類

・
シ

リ
ア

ル
ナ

ン
バ

ー
　

・
保

管
場

所
の

所
在

地

○

役
席

印
係

印

登
記

日
付

登
記

番
号

  
  
店

  
  
 名

動
産

譲
渡

担
保

棚 卸 資 産 担 保 設 定

種
  
  
  
 類

登 記
東

京
法

務
局

法
務

局
名

存
続

期
間

の
満

了
年

月
日

 年
  
月

  
日
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「
流

動
資

産
担

保
融

資
保

証
制

度
」
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
記

入
表

（
状

況
確

認
用

） 店
番

店
名

検
印

作
成

者

  
取

引
先

名
年

　
　

月
　

　
日

撮
影

年
月

日

写
真

貼
付

問
題

な
し

そ
の

他

問
題

な
し

問
題

等
あ

り
（
下

欄
に

具
体

的
に

）

保
管

場
所

と
し

て
登

録
さ

れ
て

い
る

場
所

に
訪

問
し

た
か

保
管

場
所

と
し

て
登

録
さ

れ
て

い
る

倉
庫

等
に

変
わ

っ
た

様
子

は
な

い
か

登
録

さ
れ

て
い

る
モ

ノ
が

あ
る

こ
と

を
確

認
で

き
た

か

問
題

な
し

問
題

等
あ

り
（
下

欄
に

具
体

的
に

）

保
管

方
法

、
保

管
状

況
等

に
変

わ
っ

た
と

こ
ろ

は
な

い
か

問
題

等
あ

り
（
下

欄
に

具
体

的
に

）

（
補

足
説

明
等

）

問
題

な
し

問
題

等
あ

り
（
下

欄
に

具
体

的
に

）

問
題

な
し

問
題

等
あ

り
（
下

欄
に

具
体

的
に

）
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「
流

動
資

産
担

保
融

資
保

証
制

度
」
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
記

入
表

（
売

掛
債

権
）

N
o
.

取
引

先
名

 
　

　
年

 　
　

 月
  
　

　
日

債
権

額
  
店

 番
支

店
長

印

（
直

近
の

債
権

額
を

記
入

）

２
．

モ
ニ

タ
リ
ン

グ

１
．

初
期

チ
ェ

ッ
ク

　
（
１

）
譲

渡
担

保
流

動
資

産
報

告
書

の
徴

求
（
本

表
に

添
付

、
ま

た
は

別
フ

ァ
イ

ル
等

に
整

理
）

 （
１

）
 登

記
事

項
証

明
書

（
対

抗
要

件
が

「
登

記
」
の

場
合

に
記

入
）

徴
求

日
番

号

　
（
２

）
譲

渡
担

保
売

掛
債

権
の

入
金

状
況

確
認

日
（
正

常
・
異

常
あ

り
）

※
流

動
資

産
譲

渡
担

保
契

約
書

と
登

記
事

項
証

明
書

と
の

合
致

を
チ

ェ
ッ

ク
（
合

致
が

確
認

で
き

れ
ば

○
、

証
明

書
写

し
は

本
表

に
添

付
）

年
　

　
月

　
　

日
異

常
な

し
・
異

常
あ

り
年

　
　

月
　

　
日

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
年

　
　

月
　

　
日

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
年

　
　

月
　

　
日

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
年

　
　

月
　

　
日

異
常

な
し

・
異

常
あ

り
年

　
　

月
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　　　　　年　 　　月　　 　日

【創業・再挑戦様式１】

〔申込人〕

　創業関連保証・再挑戦支援保証の申込
みにあたり、以下のとおり創業・再挑戦
計画を提出します。

住 所

会 社 名

氏名または
代 表 者 名

（創業関連保証・再挑戦支援保証用）

創業・再挑戦計画書

兵庫県信用保証協会 御中 　　年　　月　　日

１．事業概要

開  業  形  態 個人事業　・　会社事業
商     号 （個人）
会 社 名 （会社）

開業(予定)住所
電話　　　 　　　（　　　 　　）　　　　 　　　　

開 業 届 出（個人）
設 立 登 記（法人）

有　　・　　無
開業(予定)年月日
設立(予定)年月日

業  　　　種 資　本　金
〔会社設立（予定）の場合〕

円

従業員数 　　　　　名
取
扱
品

仕
入
先

（根拠法）

（許可・免許・登録・認証の別を記入） [取得すべき許可等の根拠法を記入（（例）食品衛生法）]

許　可　等

[許可等取得が必要な場合]

（種類）

　　イ　土地・店舗を取得するための頭金等支払済みである。

開業動機・目的

開業に必要な知
識、技術、ノウハ
ウの習得

　　カ　事業に必要な許認可取得未了（許認可取得見込み（申請状況や取得予定時期等）を具体的に記入してください。）

　　キ　その他（具体的に記入して下さい　　　　　　　　　 　　　  　　　　         　　　　）

〔会社設立予定の場合〕

出資者・出資額

事業協力者の住
所・氏名・勤務先

２．創業準備の着手状況〔下記の該当事項に○印を付けて下さい〕

　　ア　設備機械器具等発注済である。

　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　ウ　土地・店舗を賃借するための権利金・敷金支払済みである。

　　エ　商品・原材料の仕入を行っている。

　　オ　事業に必要な許認可を受けている。

【令和3年8月16日改正】
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必要な資金 金　額 調達の方法 金　額

３．必要な資金及び調達の方法

設
備
資
金

不動産取得費、内装工事費、
敷金、入居保証金、機械設備、
什器備品など
（内訳）

千円

自己資金 千円

親戚・知人等からの借入
（内訳・返済方法）

千円

金融機関からの借入
（内訳・返済方法）

千円

運
転
資
金

４．収支計画（今後１年間分）

支　　　　　　　　　　　出 収　　　　　　　　　　　入

仕 入 高 千円 売 上 高

仕入資金、経費支払資金など
（内訳）

千円

合　計 千円 合　計 千円

その他費用

外 注 工 費 工 賃 収 入

人 件 費 雑 収 入

利 益

計 計
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５．販売・仕入先
主な販売先
・受注先

販売・受注
予定額

回収方法
主な仕入先
・外注先

仕入・外注
予定額

支払方法

年　　　　　千円 年　　　　　千円

６．借入金等状況（※）

借入先等 資金使途 借入残高
    残　　存
    返済期間

    年　間
    返済額

千円 ヶ月 千円

千円 ヶ月 千円

千円 ヶ月 千円

千円 ヶ月 千円

７．その他（計画に関する補足説明がありましたらご記入してください）

千円 ヶ月 千円

(※)現在負担している非事業性を含む借入金等で、今回の資金調達計画によるもの以外をご記入ください

(経営者本人が負担している保証債務も含みます）。
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(創業者）が廃止、解散等の経験をどのように活かしたかをお書きください。〕

　※再挑戦支援保証の申込みの方はご記入ください。

廃止もしくは解散に至った経過や原因の詳細、またその経験を今回の開業にどのように活か

すか等を具体的にお書きください。〔既に会社を設立されている場合、会社を設立された方
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③
 

生
産

又
は

販
売

に
お

け
る

業
務

提
携

先
、

営
業

協
力

先
等

の
有

無
 

 
有

 
 

 

 
無

 

 ５
．

創
業

資
金

計
画

と
調

達
計

画
 

金
融

機
関

確
認

欄
 

協
会

使
用

欄
 

チ
ェ

ッ
ク

 
備

考
欄

 

①
 

当
初

運
転

資
金

計
画

に
無

理
は

な
い

か
。

 
 

妥
当

 
 

 
 

曖
昧

 

②
 

当
初

運
転

資
金

計
画

と
収

支
計

画
、

販
売

・
仕

入
計

画
と

の
矛

盾
は

な
い

か
。

 

 
な

し
 

 
 

 
あ

り
 

③
 

当
初

設
備

計
画

に
お

い
て

、
費

用
対

効
果

は
つ

り
合

っ
て

い
る

か
、

無
駄

な
設

備
投

資
は

な
い

か
。

 

 
妥

当
 

 
 

 
過

大
設

備
 

 
過

小
設

備
 

④
 

当
初

資
金

調
達

計
画

は
妥

当
か

。
 

 
妥

当
 

自
己

資
金

（
有

・
無

）
 

 
 

過
大

借
入

 

 
曖

昧
 

 ６
．

収
支

計
画

 
金

融
機

関
確

認
欄

 
協

会
使

用
欄

 
チ

ェ
ッ

ク
 

備
考

欄
 

①
 

期
間

損
益

の
状

況
は

、
ど

の
よ

う
に

な
っ

て
い

る
か

。
 

 
利

益
計

上
見

込
 

 
 

 
赤

字
見

込
 

 
収

支
ト

ン
ト

ン
 

②
 

季
節

性
等

特
徴

は
あ

る
か

。
 

 
有

（
 

 
 

 
 

 
）

 
 

 

 
無

 

③
 

全
体

的
に

業
績

計
画

に
無

理
は

な
く

、
過

度
に

楽
観

的
で

は
な

い
か

。
 

 
妥

当
 

 
 

 
曖

昧
 

④
 

見
込

み
通

り
に

な
ら

な
か

っ
た

場
合

も
想

定
し

て
い

る
か

。
 

 
し

て
い

る
 

 
 

 
し

て
い

な
い

 

⑤
 

業
界

及
び

市
場

の
動

向
（

例
え

ば
成

長
性

、
収

益
性

、
安

定
性

等
）

は
ど

う
か

。
市

場
規

模
は

ど
の

程
度

か
。

 

市
場

規
模

 
約

 
 

 
 

 
 

億
円

 
 

⑥
 

今
後

新
た

に
他

者
が

参
入

す
る

等
、

競
争

激
化

の
可

能
性

に
つ

い
て

は
ど

う
か

。
 

 
有

 
 

 

 
無

 

⑦
 

価
格

の
決

定
は

、
メ

ー
カ

ー
、

マ
ー

ケ
ッ

ト
、

ユ
ー

ザ
ー

の
い

ず
れ

に
主

導
権

が
あ

る
の

か
。

 

 
 

⑧
 

外
部

環
境

、
消

費
動

向
等

把
握

し
て

い
る

か
。

 
 

し
て

い
る

 
 

 

 
し

て
い

な
い

 

⑨
 

競
合

他
社

の
存

在
に

つ
い

て
会

社
名

、
競

合
す

る
内

容
、

シ
ェ

ア
、

強
み

と
弱

み
等

詳
細

を
把

握
し

て
い

る
か

。
 

 
し

て
い

る
 

 
 

 
し

て
い

な
い

 

  

【
再

挑
戦

支
援

保
証

の
申

込
の

み
】

 

７
．

廃
業

し
た

事
業

 
金

融
機

関
確

認
欄

 
協

会
使

用
欄

 
チ

ェ
ッ

ク
 

備
考

欄
 

①
 

過
去

の
事

業
の

失
敗

に
つ

い
て

原
因

を
分

析
し

て
い

る
か

 

 
分

析
し

て
い

る
 

 
 

 
分

析
し

て
い

な
い

 

②
 

廃
業

か
ら

今
回

の
事

業
開

始
ま

で
に

、
新

た
な

ノ
ウ

ハ
ウ

の
取

得
や

知
識

の
取

得
を

行
っ

た
か

 

 
行

っ
て

い
る

 
 

 

 
行

っ
て

い
な

い
 

③
 

過
去

の
事

業
の

失
敗

を
、

今
回

の
事

業
計

画
に

生
か

し
て

い
る

か
 

 
生

か
し

て
い

る
 

 
 

 
生

か
し

て
い

な
い

 

④
 

廃
業

時
の

負
債

に
つ

い
て

す
べ

て
把

握
し

て
い

る
か

 

 
把

握
し

て
い

る
 

 
 

 
把

握
し

て
い

な
い

 

⑤
 

過
去

の
負

債
に

つ
い

て
清

算
し

て
い

る
か

 

 
す

べ
て

清
算

し
て

い
る

 
 

 

 

あ
る

程
度

清
算

し
て

お

り
完

済
の

目
処

が
た

っ

て
い

る
 

 

あ
る

程
度

清
算

し
て

い

る
が

完
済

の
目

処
は

た

っ
て

い
な

い
 

 
全

く
清

算
し

て
い

な
い

 

⑥
 

負
債

の
清

算
は

誰
が

行
っ

た
か

 

 
本

人
が

行
っ

た
 

 
 

 
親

族
が

行
っ

た
 

 
連

帯
保

証
人

が
行

っ
た

 

 
知

人
が

行
っ

た
 

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

）
 

⑦
 

過
去

の
事

業
の

失
敗

に
つ

き
、

今
回

の
事

業
に

影
響

は
な

い
か

 

 
影

響
は

な
い

 
 

 

 
影

響
あ

る
 

⑧
 

廃
業

に
際

し
取

引
先

等
と

ト
ラ

ブ
ル

は
あ

っ
た

か
 

 
ト

ラ
ブ

ル
は

な
か

っ
た

 
 

 

 
ト

ラ
ブ

ル
は

あ
っ

た
が

現
在

は
解

決
し

て
い

る
 

 
ト

ラ
ブ

ル
が

あ
り

、
現

在

も
継

続
し

て
い

る
 

 金
融

機
関

確
認

欄
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
協

会
確

認
欄

 

申
込

人
の

確
認

（
確

認
者

 
 

 
）

※
会

社
の

場
合

は
、

代
表

者
に

つ
い

て
記

入
 

面
談

日
＜

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

午
前

・
午

後
 

 
時

 
 

分
＞

 

面
談

相
手

＜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＞
 

面
談

場
所

 

＜
事

業
所

・
申

込
人

自
宅

・
申

込
金

融
機

関
・

保
証

協
会

・
他

（
 

 
 

 
）

＞
 

本
人

確
認

方
法

 

・
運

転
免

許
証

＜
番

号
 

第
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
号

＞
 

・
パ

ス
ポ

ー
ト

＜
番

号
 

第
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
号

＞
 

・
保

険
証

＜
記

号
 

 
番

号
 

 
 

 
 

 
資

格
取

得
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

事
業

所
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
組

合
名

 
 

 
 

 
 

 
＞

 

・
学

生
証

＜
学

校
・

学
部

名
 

 
 

 
学

生
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＞
 

特
記

事
項

＜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
＞

 

 事
業

所
の

確
認

（
確

認
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 
場

所
＜

 
 

 
市

 
 

区
・

町
・

村
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＞
 

 
確

認
日

＜
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

午
前

・
午

後
 

 
時

 
 

分
＞

 

 
特

記
事

項
＜

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＞
 

申
込

人
の

確
認

（
確

認
者

 
 

 
）

※
会

社
の

場
合

は
、

代
表

者
に

つ
い

て
記

入
 

面
談

日
＜

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
午

前
・

午
後

 
 

 
時

 
 

分
＞

 

面
談

相
手

＜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
＞

 

面
談

場
所

 

＜
事

業
所

・
申

込
人

自
宅

・
申

込
金

融
機

関
・

保
証

協
会

・
他

（
 

 
 

 
）

＞
 

本
人

確
認

方
法

 

・
運

転
免

許
証

＜
番

号
 

第
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
号

＞
 

・
パ

ス
ポ

ー
ト

＜
番

号
 

第
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
号

＞
 

・
保

険
証

＜
記

号
 

 
番

号
 

 
 

 
資

格
取

得
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

事
業

所
名

 
 

 
 

 
 

 
 

組
合

名
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＞
 

・
学

生
証

＜
学

校
・

学
部

名
 

 
 

 
学

生
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＞
 

特
記

事
項

＜
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
＞

 

 事
業

所
の

確
認

（
確

認
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

場
  

  
所

＜
 

 
市

 
 

区
・

町
・

村
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
＞

 

確
 認

 日
＜

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
午

前
・

午
後

 
 

 
時

 
 

 
分

＞
 

特
記

事
項

＜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＞
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再挑戦支援保証用 資格要件申告書

令和
西暦

兵庫県信用保証協会　　　御中 年　　　　月　　　　日

（どちらかに○印を付けてください）

再挑戦支援保証の申込みにあたり、以下の
とおり申告します。

〔 申 込 人 〕

住 所

会 社 名

氏名または
代 表 者 名

開 始 す る 事 業

【事業概要を記入してください】

開  業  形  態 個人事業　・　会社事業
商     号 （個人）
会 社 名 （会社）

開業(予定)住所

電話　　　 　　　（　　　 　　）　　　　 　　　　

開 業 届 出（個人）
設 立 登 記（会社）

                   無　　・　　有
開業(予定)年月日
設立(予定)年月日

令和
西暦

　　年　 　　月　　 　日

業  　　　種 資　本　金
〔会社設立（予定）の場合〕

円

＊別途｢創業・再挑戦計画書｣を提出してください。

事 業 経 験 に つ い て 　〔既に会社を設立されている場合、会社を設立した方(創業者）の事業経験についてお尋ねします〕

１．事業（注１)経験の有無について　〔該当項目に○印を付けてください〕

　（注１）事業の定義
　　　事業とは一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に行うことをいいます。従って、規模の大小や業種、営利を目的

　　とするか等を問うものではなく、例えば専業であるか兼業であるかにかかわらず、農林水産業なども含みます。
　　なお、現在会社を経営している方が法人成りにより廃止した個人事業は含みません。

①　事業経験があります。　　　　　　　　　　　　②　事業経験がありません。

　　　（１．②に該当する方は以下記入不要です。）

２．事業経験の形態について　〔1で｢①あります｣という方は、該当項目に○印を付けてください〕

①　個人事業                    　　　　　　　　     ②　会社事業

３．廃業（注2）経験の有無について　〔該当項目に○印を付けてください〕

　（注2）廃業の定義
　　・個人事業：事業を廃止すること（ただし、法人成りにより廃止したものを除きます。以下同様。）
　　・会社事業：会社が解散すること

①　個人事業を廃止もしくは経営していた会社を解散した経験があります。

②　個人事業を廃止もしくは経営していた会社を解散した経験はありません。

　（３．②に該当する方は以下記入不要です。）

〈　裏面へお進みください　〉

1／2
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４．上記３で｢①個人事業を廃止もしくは会社を解散した経験があります｣という方は、ご記入ください。

（１）　該当項目に○印を付けてください。

個人事業 会社事業

1 経過年数
 ① 廃業日から５年を経過していない  ① 解散日から5年を経過していない

 ② 廃業日から５年を経過している  ② 解散日から５年を経過している

2 原　　　因
 ① 廃業原因は経営状況の悪化（注３）である  ① 解散原因は経営状況の悪化（注３）である

 ② 廃業原因は経営状況の悪化（注３）ではない  ② 解散原因は経営状況の悪化（注３）ではない

3
解散会社
との関係

 ① 解散日において会社経営者（注４）であった

 ② 解散日において会社経営者（注４）ではなかった

　（注３）経営状況の悪化・・・・業務執行上の判断や取引先の倒産の影響等により経営状態が悪化することをいいます。

　（注４）会社経営者・・・・・・・業務を執行する役員のことをいいます。但し、社外取締役は含まれず、委員会設置会社
                               　 　   においては執行役（取締役を兼務する場合を含む）が含まれ執行役を兼務しない取締
　　　　　　　　　　　　　　　　　　役は含みません。

（２）　廃止した個人事業もしくは解散した会社の事業内容を記入してください。

商     号 （個人）
会 社 名 （会社）

業  　　　　種

廃止時住所（個人）
解散時住所（会社）

 廃業届出（個人）
 解散登記（会社）

                無　　・　　有
 廃止年月日(個人)
 解散年月日(会社)(注５)

令和
西暦

　　　　年　 　　月　　 　日

法的整理の有無      無　　・　　有

法的整理名

開始決定日 　　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

事件番号 裁判所　令和　　年（　　　）第　　　　　　号

・｢個人事業｣の方…事業廃止の事実を確認できる書類（廃業届出書、過去の税務申告書の控え等）

・「会社事業」の方…解散会社の商業登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書）

保証協会の利用 　　　　　 　無　　・　　有　　〔　　　　　　　　　　　　　　信用保証協会〕

　（注５）解散年月日・・・・・・解散登記日ではなく、商業登記簿謄本の解散事由が発生した日を記入してください。

※ 個人事業の廃止年月日もしくは会社の解散年月日から５年を経過していない場合は、以下の資料を
添付してください。

2／2
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コタ＠0708 

〔貴方にて本書の写しを必ず保管してください。〕 
 

【創業・再挑戦様式４】 
 

顧客番号   保証番号  

 
  年  月  日 

 
兵庫県信用保証協会 様 

 担当部署 ［ ］ 

 担 当 者 ［ ］ 

 
金融機関名 

代 表 者 名  

確認者 ［ ］ 

 
事業着手の確認書 

 
申込人          様の事業着手については、下記により確認いたしましたので

報告いたします。 

 
記 

 
※事業着手が確認できた書類について○で囲むか書類名を記入してください。 

事 業 着 手 条 件 確 認 書 類 
１．店舗・事務所等営業所の取得 ・建築請負契約書  ・建築確認書 

・賃貸借契約書（借店舗等の場合） 
２．材料・商品等の納入 ・納品書   ・注文書 
３．機械等の事業用設備の設置 ・機械等の領収書または注文書および受領書 
４．許認可等の取得 ・許認可書等 
５．その他 
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コチ＠0708 

〔貴方にて本書の写しを必ず保管してください。〕 
【創業・再挑戦様式５】 

 

顧客番号   保証番号  

 
  年  月  日 

 
兵庫県信用保証協会 様 

 担当部署 ［ ］ 

 担 当 者 ［ ］ 

 
 

金融機関名 

代 表 者 名  

確認者 ［ ］ 

 
会社設立の確認書 

 
申込人          様の設立した会社については、履歴事項全部証明書（商業登

記簿謄本）により確認いたしましたので報告するとともに、下記の書類を送付いたします。 

 
記 

 
１．事業を営んでいない個人により設立された会社の場合 

・保証条件変更申込書（債務者変更および保証人追加） 

・履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）（写でも可） 

・会社の印鑑証明書（写でも可） 

・免責的債務引受にかかる議事録の写（原本証明の奥書が必要） 

 
２．会社により設立された会社の場合 

履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）（写でも可） 
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コツ@0708 

〔貴方にて本書の写しを必ず保管してください。〕 
 

【創業・再挑戦様式６】 
 

顧客番号   保証番号  

 
  年  月  日 

 
兵庫県信用保証協会 様 

 担当部署 ［ ］ 

 担 当 者 ［ ］ 

 
金融機関名 

代 表 者 名  

確認者 ［ ］ 

 
個人創業者事業状況報告書（借入１ヵ月後） 

 
申込人         様の創業計画の実施状況について下記のとおり報告いたします。 

 
記 

 
１．創業計画の実施状況について該当するものに○を付け、必要により具体的内容を記載し

てください。 

①計画に従い事業を開始した。 
②計画と一部相違しているが事業を開始した。 

（計画との相違点を具体的に記載してください。） 
 
 
 
 

③計画事業は未達成である。 
（未達成の理由並びに現状と今後の見通しについて、記載してください。） 
 
 
 
 

 
２．上記①、②の場合は、現在の状況を下欄に記入してください。 

事業者名  業 種  

住 所  電 話  

事業所所在地  電 話  

開 業 年 月 日  従業員数  
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コテ＠0708 

〔貴方にて本書の写しを必ず保管してください。〕 
 

【創業・再挑戦様式７】 
 

顧客番号   保証番号  

 
  年  月  日 

 
兵庫県信用保証協会 様 

 担当部署 ［ ］ 

 担 当 者 ［ ］ 

 
金融機関名 

代 表 者 名  

確認者 ［ ］ 

 
法人創業者事業状況報告書（借入２ヵ月後） 

 
申込人         様の創業計画の実施状況について下記のとおり報告いたします。 

 
記 

 
１．創業計画の実施状況について該当するものに○を付け、必要により具体的内容を記載し

てください。 

①計画に従い事業を開始した。 
②計画と一部相違しているが事業を開始した。 

（計画との相違点を具体的に記載してください。） 
 
 
 
 

③計画事業は未達成である。 
（未達成の理由並びに現状と今後の見通しについて。記載して下さい。） 
 
 
 
 

 
２．上記①、②の場合は、現在の状況を下欄に記入して下さい。 

法人名（代表者名を含む）  業  種  

本 店 所 在 地  電 話  

事業所所在地  電 話  

法人設立年月日  資本金  

開 業 年 月 日  従業員数  
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【スタートアップ創出促進保証制度用】 令和６年９月２日改正

信用保証協会　御中

作成日

( )

担当者 ( )

年 月 日 電話番号 ( )

【必須書類】

・決算書

【任意書類】

・事業資産の所有者が決算書で説明できない場合：所有資産明細書等

・事業用資産を経営者が有している場合適切な賃料が支払われているかの確認資料：賃貸借契約書等（写しでも可）

・貸付金等がある場合、一定期間での解消意向を説明する確認資料：金銭消費貸借契約書、借用書等（写しでも可）

・「中小企業の会計に関する基本要領」チェックリスト、税理士法第33条の２に基づく添付書面、事業計画書等、

　社内管理体制図、監査報告書、試算表、資金繰り表

　チェック内容に対する金融機関（または担当者）所見

電話番号

協会顧客番号

金融機関本・支店名

担当者

記入日 年 月 日

（金融機関使用欄）

事業者がガバナンス体制の整備に関するチェックを受けたことを確認しました。

資本の健全性 ◎ 純資産額

財
務
基
盤
の
強
化

債務償還力 ◎ EBITDA有利子負債倍率 10倍以内

安定的な収益性 ◎ 減価償却前経常利益 2期連続赤字でない

直近が債務超過でないこと

事業資産の所有権
経営者が事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を有している場合、支援者は
法人から経営者に対して適正な賃料が支払われていることを確認できる。

項目内容 項目例 t-2期 t-1期

法
人
個
人
の
分
離

資金の流れ

t期 目安 チェック欄

◎
支援者は、経営者が事業上の必要が認められない経営者個人として消費した費用（個
人の飲食代等）を法人の経費処理としていないことを確認できる。

経営者は役員報酬について、事業者の業況が継続的に悪化し、借入金の返済に影響
が及ぶ場合、自らの報酬を減額する等の対応を行う方針にあり、支援者はそれを確認
できる。

支援者は直近3年間の貸借対照表の売掛債権、棚卸資産の増減が売上高等の動きと
比べて不自然な点がないことや、勘定明細にも長期滞留しているものがないことを確認
する。

経営者は、会計方針が適切であるかどうかについて、例えば、「「中小企業の会計に関
する基本要領」の適用に関するチェックリスト」等を活用することで確認した上で、会計
処理の適切性向上に努めており、支援者はそれを確認できる。

◎
支援者は、事業者から経営者への事業上の必要が認められない資金の流れ（貸付
金、未収入金、仮払金等）がないことを確認できる。

経
営
の
透
明
性

経営者へのアクセス ◎
支援者が必要なタイミング又は定期的に経営状況等について内容が確認できるなど経
営者とのコミュニケーションに支障がない。

情報開示

◎
経営者は、決算書、各勘定明細（資産・負債明細、売上原価・販管費明細等）を作成し
ており、支援者はそれらを確認できる。

◎
経営者は税務署の受領印（電子申告の場合、受付通知）がある税務関係書類を保有し
ており、支援者はそれらを確認できる。

経営者は試算表、資金繰り表を作成した上で、自社の経営状況を把握する。また、支
援者からの要請があれば提出する。

内容の正確性

◎
経営者は日々現預金の出入りを管理し、動きを把握する。例えば、終業時に金庫やレ
ジの現金と記帳残高が一致するなど収支を確認しており、支援者は経営者の取組を確
認できる。

設立日

項目内容 チェックポイント（◎は特に重要な項目） チェック欄

日

企業名 中小企業活性化協議会

代表者名

ガバナンス体制の整備に関するチェックシート

住所
令和
西暦 年 月

105



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

5 5

(1
)

(
)

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

5

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

  

106



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

107



　 兵庫県信用保証協会　　御中

１．借入申込の内容

①

（Ａ） 千円 （Ｃ） 千円

② （Ｂ） 千円 （Ｄ） 千円

③ （Ａ＋Ｂ） 千円 （Ｅ） 千円

２．今回の借入による効果

１．新規借入を伴わない場合（同額借換）

（Ｆ） （　＝毎月の返済負担軽減効果　　　　　　　　　　）

（Ｇ） （　＝年間の返済負担軽減効果　　　　　　　　　　）

２．新規借入を伴う場合

（Ｈ） （　＝新規借入のみをした場合の毎月返済額　　）

（Ｉ） （　＝毎月の返済負担軽減効果　　　　　　　　　　）

（Ｊ） （　＝年間の返済負担軽減効果　　　　　　　　　　）

３．今後計画的に取り組む事項（次の項目の内該当するものを○で囲み、具体的に記載して下さい）

　１．売上・受注の増加を図る　　　　　　２．収益性の向上を図る　　　　　　３．その他

４．経営の実績及び見込み （単位　：　千円）

当期利益

令和　　　年　　　月　　　日

住 所 ：

申 込 人 ：

事 業 計 画 書

融資対象既往借入金の状況

金融機関名 借入日 当初借入額 現在残高 月返済額 最終期日

　　年　　月　　日 千円 千円 千円 年　　月　　日

　　年　　月　　日 千円 千円 千円 年　　月　　日

　　年　　月　　日 千円 千円 千円 年　　月　　日

　　年　　月　　日 千円 千円 千円 年　　月　　日

　　年　　月　　日 千円 千円 千円 年　　月　　日

　　年　　月　　日 千円 千円 千円 年　　月　　日

小　　　　　　計

増額借入希望額 回返済

借入申込額　（①と②の合計） 年　　月　　日

（ Ｃ ） － （ Ｅ ） ＝ 千円

（ Ｆ ） × １ ２ ＝ 千円

（ Ｃ ） ＋ （ Ｄ ） ＝ 千円

（ Ｈ ） － （ Ｅ ） ＝ 千円

（ Ｉ ） × １ ２ ＝ 千円

売上高 営業利益

翌年度見込み 年　月期

経常利益 借入金返済額

前年度実績 年　月期

今年度見込み 年　月期
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【条件変更改善型借換保証用】 

令和  年  月  日 

状 況 説 明 書 
 

              （中小企業者） 住 所 
名 称 
代表者                     
 

私は、条件変更改善型借換保証の保証申し込みをするにあたり、以下のとおり信用保証付き融資の状

況について説明いたします。 
また、別添の事業計画書等は、私自らが策定したものであり、計画の実行及び融資金融機関に対する

進捗の報告（四半期毎）を行うことを確約いたします。 

１．既に借入れを行っている信用保証付き融資が返済条件の緩和に至った経緯・理由 
 
 
 
 
 
 
２．借換えの対象とする信用保証付き融資 

金融機関名 借入日 当初借入額 現在残高 返済条件の
緩和 

 年  月  日 千円 千円 有・無 
 年  月  日 千円 千円 有・無 
 年  月  日 千円 千円 有・無 
 年  月  日 千円 千円 有・無 
 年  月  日 千円 千円 有・無 

                                                   

【認定経営革新等支援機関使用欄】 

私は、融資金融機関と連携し（融資金融機関と認定経営革新等支援機関が同一の場合には自ら 
が）、以下に記載の経営支援を行うことを確約いたします。 
 なお、記載した内容について、中小企業庁、金融庁、信用保証協会、全国信用保証協会連合会、日

本政策金融公庫（信用保険部門）に提供されることにつき同意いたします。 
 
経営支援の内容（該当に○印（複数選択可）） 

a 創業支援  b 事業計画策定支援  c 事業承継  d Ｍ＆Ａ  e 生産管理・品質管理  f 情報化戦略 
g 知財戦略  h 販路開拓・マーケティング  i 人材育成  j 人事・労務  k 海外展開  l ＢＣＰ作成支援 
m 物流戦略  n 金融・財務  o その他（具体的に：               ） 
※経営支援の内容の詳細は、別添事業計画書等または別紙参照。 

 
令和  年  月  日  

（認定経営革新等支援機関） 住 所 
名 称 
代表者                   印 

                     連絡先     （    ）         
担 当 （     ）  

                                                                             

※ この状況説明書に事業計画書等を添付して、融資金融機関にご提出ください。（金融機関から信用保証協会に提出されます。） 
※ 複数の認定経営革新等支援機関から支援を受ける場合には、一支援機関について一枚の状況説明書をご提出ください。 
※ 融資及び保証の諾否は、融資金融機関及び信用保証協会が審査のうえ決定します。 
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  年  月  日 
兵庫県信用保証協会 御中 

申込人 住所 
氏名                         

 

輸入実績および計画書 
 
 
１．過去１年以上の輸入実績（申込日まで、１年以上となるように記入してください。） 

（単位 円） 
輸入年月 輸 入 商 品  輸入先（国） 輸入額（円） 販 売 先 

・       
・       
・       
・       
・       
・       
・       
・       
・       
・       

合 計       
＊１年以上継続して同一の保証対象業種を営んでおり、その業種にかかる商品を輸入しようとす

る者は６か月以上の輸入実績とする。 
２．輸入計画書（今後１年分）      （単位 円） 
輸入年月 輸 入 商 品  輸入先（国） 輸入額（円） 販 売 先 回収年月 

・       ・ 
・       ・ 
・       ・ 
・       ・ 
・       ・ 
・       ・ 
・       ・ 
・       ・ 
・       ・ 
・       ・ 
・       ・ 

合 計       ・ 
＊記入しきれないときは用紙を追加して使用ください
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年
 
月
 
日
現
在

 

保
証

付
輸

入
保
証

Ｌ
/Ｃ

明
細
書

 
 申
請
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保
証
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保
証
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
店
 
 

 

 
Ｌ

／
Ｃ
開

設
 

ユ
ー

ザ
ン

ス
 

ハ
ネ

 
換

算
レ
ー

ト
 

未
決

済
残

高
 

開
設

日
 

開
設

金
額

 
期

日
 

供
与

日
 

金
額

 
期

日
 

取
扱

日
 

手
形

金
額

 
期

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
・

条
件

変
更

に
よ

る
手

続
き

の
場

合
は
、

Ｌ
／

Ｃ
開

設
及

び
後
続
与
信
に
係
る
下
記
の
見
込
額
を
記
入
の
こ
と

 
 

※
未
決
済
残
高
は
円
貨
で
記
入
（
本
表
作
成
日
の
Ｔ
Ｔ
Ｓ
レ
ー
ト
を
使
用
）
。

 
但
し
、
為
替
予
約
の
あ
る
場
合
は
予
約
相
場
を
使
用
。

 
未
決
済
残
高
合
計

 
 

未
収

利
息

 
 

未
収

手
数

料
 

 
＊

そ
の

他
 

 
合

計
 

 
＊
そ
の
他
･･
･為

替
変
動
に
伴
う
増
額
見
込
等

 
（
合
計
金
額
は
未
決
済
残
高
の

20
％
を
限
度
と
す
る
。）
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念  書 
(手形・電子記録債権割引根保証更新用) 

 

 

   年   月   日 

 

 

 

様 

住  所 

債 務 者 

氏  名       

 

住  所 

連帯保証人 

氏  名       

 

住  所 

連帯保証人 

氏  名       

 

 

 

私は、貴         と の 間 で 締 結 し た  年  月  日付 

取引約定(基本約定)に基づき、兵庫県信用保証協会の根保証取扱要領による 

手形もしくは電子記録債権またはその両方（以下「手形等」という）の割引につい 

て、  年  月  日付保証書（保証番号     ）の 

保証期日において割引中の手形等すべてを買い戻し、  年  月  日付保 

証書（保証番号    ）の保証期間の始期において 

再び割引をうけました。 

上記割引に当たっては手形等にかかる手続を省略いたします。 

後日のため本書を差入れます。 

 
印紙 
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【手形割引根保証又は電子記録債権割引根保証用】 

 

根 保 証 期 間 確 定 報 告 書 

 

   年   月   日 

兵庫県信用保証協会 御中 

 

金融機関名  

代 表 者 名                       

担 当 者      

電 話 番 号 (    )    － 

 

下記のとおり手形割引根保証又は電子記録債権割引根保証の期間が確定したので報告いたします。 

 

顧 客 番 号  保 証 番 号  被保証人名  

                    

 

当初保証金額 確 定 金 額  確 定 日 
割引手形・電子記録 

債権 最終期日 
保 証 期 日  

極度額  円   円  ※  

      
・ ・ ・ ・ ・ ・ 

 (※最も遅れて到来する期日を記入してください。) 

 

 

【提出および記入要領】 

① 手形割引根保証又は電子記録債権割引根保証が未確定状態で保証期日が到来し、保証対象となる割

引手形又は割引電子記録債権の残高がある場合、確定日は「保証期日」、確定金額は「保証期日時点

の割引手形又は割引電子記録債権の合計残高」としてください。なお、残債務については、割引手

形又は割引電子記録債権の返済（落ち込み）の都度、「償還報告書」で報告してください。 

② 手形割引根保証又は電子記録債権割引根保証が未確定状態で保証期日が到来し、保証対象となる割

引手形又は割引電子記録債権の残高がない場合、通常の弁済報告を行ってください。 

③ 手形割引根保証又は電子記録債権割引根保証が未確定状態で代位弁済手続きとなった場合、本報告

書を提出する必要があります。確定日は「金融機関が根保証取引を終了した日（期限の利益喪失日

等）」、確定金額は「確定日時点の割引手形又は割引電子記録債権の合計残高」としてください。 
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　今般、　　　　　　　　　　　　　様の長期経営資金保証（やくしん）の申込みにあたり、以下の資格要件を

満たしていることを確認の上、同保証制度要綱に基づき、申請いたします。

事業上の取引実績

【資格要件①】

業歴 　同一事業を３年以上営んでいる。

決算内容 　最近の２年間の決算のいずれかで利益計上している。

業歴 　同一事業を５年以上営んでいる。

長期経営資金保証（やくしん）利用申請書

　　年　　　　月　　　　日

事業上の取引実績

　最近の２年間の決算で連続して利益計上している。

　債務超過でない。

チェック項目

【資格要件②】

金融機関

代 表 者

　　　兵庫県信用保証協会　御中　　　　　　　　

財務内容 　繰越欠損がない。

資格要件①・②のいずれかについて、「確認欄」の該当項目に○印を付けてください。

（全ての項目について該当することが必要です）

財務内容

　事業上の貸付実績が１年以上で良好である。

確認欄

決算内容

チェック項目 確認欄

　事業上の貸付実績が１年以上で良好である。
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　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

 兵庫県信用保証協会　 行

　 フリガナ ℡ （ ） －

　 フリガナ

℡ （ ） －

　 フリガナ

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

他協会の
保証利用

１． 無　 　 　 　 ２． 有
（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 信用保証協会）
（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 信用保証協会）

事業継続計画書
が提出できない
場合、 その理由

※ 　 裏面にも記入事項があります。

※ 　 本申込の申込金額は、 本申込時に利用できる保証の空き枠の範囲内となります。

業
況
等

最近
12か月
の売上

申込時
預金・
借入金
残高

（ 預金） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 千円

（ 借入金） 　 　 　 　 　 　 　 　 千円

※ 非事業性の借入金は除きます。

納税状況 １． 滞納なし　 　 　 ２． 滞納あり

※  別添資料がある場合には記入不要です。 なお、 申込時預金・ 借入金残高欄は個人事業主の方で貸借対照表を未作成の場合に御記入願います。

西暦・ 明 ・  大 ・  昭 ・  平 ・  令

　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日
後継者

申
込
内
容

金融機関           　           　 （    　   　    本・ 支店）

申込金額
に係る
留意点

※ 予約申込時の申込金額は、 事業継続計画に基づく 金額とします。
※ 基本コース又は中央会推薦ＢＣＰの場合は、 財務診断シート の
   建物全壊時の「 復旧費用」 －「 手元資金」 の金額を上限としま
   す。
※ 中級コース又は上級コースの場合は、 中級コースの財務診断シ
   ート の「 借入必要金額の算定」 における「 新規借入必要金額」
   の金額を上限とします。

申込金額 円

会計処理 １． 無　 　 ２． 有

許認可等
１． 不要

２． 有　 （ 当該事業に係る許認可等を取得し、 適法に事業を営んでいることを宣誓いたします。 ）

(個人事業主の方)貸借対照表作成の有無１． 中小企業会計に準拠　 ２． 非準拠　 ３． 会計参与設置　

「 そなえ」 予約申込書 

申

込

人

本  社
又  は
住  所

 法 人 名 フリガナ

氏     名
又     は
代表者名

営業所
又   は
工場等

フリガナ

1． 無　 　 　 2． 有

業   種
（ 主たる業種）

（ 従たる業種）

取扱品目
(% で表示)

％

％

 商  　 号
（ 個人の方のみ記入）

組   織 1． 個人　 ２． 株式　 ３． 有限　 ４． 合名　 ５． 合資　 ６． 合同　 ７． 士業法人　 ８． 組合　 ９． 医療法人　 10． その他法人

資本金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 円

従業員

常用（ 役員・ 家族除く ） 　 　 　 名

常用（ 役員・ 家族） 　 　 　 　 　 名

臨時（ パート 含む） 　 　 　 　 　 名

生年月日
又は

設立年月日

令和

西暦
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保有資産状況

　 所有不動産　 　 　 １． 無　 　 　 ２． 有 　 　 土地　 　 　 　 　 　 　 ㎡　 　 建物　 　 　 　 　 　 　 ㎡

　 所在地
　 時価合計　 　 　 　 　 　 　 百万円
　 預金・ その他　 　 　 　 　 百万円
　 負債残高　 　 　 　 　 　 　 百万円

住　 所

フリガナ

℡ （ 　 　 　 　 　 　 ） 　 　 　 　 　 －

職　 業 １． 会社員　 　 ２． 公務員　 　 ３． 自営（ 　 　 　 　 ） 　 ４． その他（ 　 　 　 　 ） 　 年収　 　 　 　 　 　 　 　 　 百万円

申込人関係
　 　 　 １． 代表者　 　 ２． 役員　 　 ３． 事業承継予定者　 ４． 親族（ 同一生計）
　 　 　 ５． 親族（ 同一生計外） 　 ６． 友人・ 知人　 　 ７． 関連法人　 　 ８． その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

氏　 名
又　 は
法人名

フリガナ

生年月日
又は

設立年月日

西暦・ 明 ・  大 ・  昭 ・  平・  令

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １． 男　 ２． 女
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 　 　 　 才）

　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

保有資産状況

　 所有不動産　 　 　 １． 無　 　 　 ２． 有 　 　 土地　 　 　 　 　 　 　 ㎡　 　 建物　 　 　 　 　 　 　 ㎡

　 所在地
　 時価合計　 　 　 　 　 　 　 百万円
　 預金・ その他　 　 　 　 　 百万円
　 負債残高　 　 　 　 　 　 　 百万円

種　 別 　 　 　 １． 連帯保証人　 　 　 　 ２． 物上保証人

住　 所

フリガナ

℡ （ 　 　 　 　 　 　 ） 　 　 　 　 　 －

職　 業 １． 会社員　 　 ２． 公務員　 　 ３． 自営（ 　 　 　 　 ） 　 ４． その他（ 　 　 　 　 ） 　 年収　 　 　 　 　 　 　 　 　 百万円

種　 別 　 　 　 １． 連帯保証人　 　 　 　 ２． 物上保証人

申込人関係
　 　 　 １． 代表者　 　 ２． 役員　 　 ３． 事業承継予定者　 ４． 親族（ 同一生計）
　 　 　 ５． 親族（ 同一生計外） 　 ６． 友人・ 知人　 　 ７． 関連法人　 　 ８． その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

氏　 名
又　 は
法人名

フリガナ

生年月日
又は

設立年月日

西暦・ 明 ・  大 ・  昭 ・  平・  令

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １． 男　 ２． 女
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 　 　 　 才）

　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

職　 業 １． 会社員　 　 ２． 公務員　 　 ３． 自営（ 　 　 　 　 ） 　 ４． その他（ 　 　 　 　 ） 　 年収　 　 　 　 　 　 　 　 　 百万円

保有資産状況

　 所有不動産　 　 　 １． 無　 　 　 ２． 有 　 　 土地　 　 　 　 　 　 　 ㎡　 　 建物　 　 　 　 　 　 　 ㎡

　 所在地
　 時価合計　 　 　 　 　 　 　 百万円
　 預金・ その他　 　 　 　 　 百万円
　 負債残高　 　 　 　 　 　 　 百万円

　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

住　 所

フリガナ

℡ （ 　 　 　 　 　 　 ） 　 　 　 　 　 －

保　 証　 人　 等　 明　 細

種　 別 　 　 　 １． 連帯保証人　 　 　 　 ２． 物上保証人

申込人関係
　 　 　 １． 代表者　 　 ２． 役員　 　 ３． 事業承継予定者　 ４． 親族（ 同一生計）
　 　 　 ５． 親族（ 同一生計外） 　 ６． 友人・ 知人　 　 ７． 関連法人　 　 ８． その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

氏　 名
又　 は
法人名

フリガナ

生年月日
又は

設立年月日

西暦・ 明 ・  大 ・  昭 ・  平・  令

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １． 男　 ２． 女
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 　 　 　 才）
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年 月

申込人（ 企業） の沿革、 特色、 最近の動向等

年 月

特許保有 認証又は申込人国家資格

登録番号

（ 内容）

時価合計 百万円

債務（ 借入） 合計 百万円

そ　 の　 他

自　 宅

本　 社
㎡ ㎡

建 物 時 価
自己所有 借地

㎡ 　 　 　 　    百万円

名義人

工場・ 店舗

会社名

所有不動産有無 1． 無　 　 2． 有

所

有

不

動

産

概

要

種 類 所在地
土 地

営　 業　 所

構成比
（ ％）

支払条件

現金
（ ％）

手形電債
（ ％）

回収サイト
（ 日）

現金
（ ％）

手形電債
（ ％）

支払サイト
（ 日）

主

な

仕

入

先

取

引

先

状

況

主

な

販

売

先

会社名
構成比
（ ％）

回収条件

経

営

者

略

歴

生年月日

特

許

1． 無　 　 ２ ． 有

認
証
・
資
格

「 そなえ」 申 込 人（ 企 業） 概 要

※ 前回保証利用後、 変化のない項目は、 記入を省略して結構です（ 初めてのお申込みの場合は、 全項目記入してく ださい。 ） 。

申
込
人
（

企
業
）

の
概
要

創業年月（ 開業）

年 　 　 月 　 　 日
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　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

 兵庫県信用保証協会　 行

協会顧客番号

① 兵庫県信用保証協会の保証対象要件に該当している。 （ 　 　 ）

② 所定の事業継続計画（ ＢＣＰ計画） を策定しており、 事業継続計画書、 財務診断シート 、 自己診断チェックリスト （ レジリ

　 エンス認証ＢＣＰの場合は不要） 、 推薦書（ 中央会推薦ＢＣＰの場合のみ） 、 レジリエンス認証・ 登録証（ レジリエンス認

　 証ＢＣＰの場合のみ） が整っている。 （ 　 　 ）

　 なお、 申込企業の事業継続計画は、 中小企業庁「 中小企業ＢＣＰ策定運用指針」 （ １． 基本　 ２． 中級　 ３． 上級） コース

③ 事業継続計画書が事情により提出できない場合、 取扱金融機関において事業継続計画書の原本を確認し、 内容を把握してい

※　 る。 （ 　 　 ） 　 　 事業継続計画書を添付している場合は、 斜線を入れる。

年　   月 　  日      時　 　 分

申
込
人
状
況

申込人（ 代表者） の事業経験・ 業界知識
１． 十分ある　 ２． 普通　 ３． やや不足している

金
融
機
関
所
見

※ 最近の業況、 返済能力、 経営者の人物、 取組方針等

事業の将来性
１． 有　 ２． やや有　 ３． 横這い　 ４． 下降・ 後退

申込人（ 代表者） の計数観念（ 決算・ 業績把握度）
１． 十分に有　 ２． 普通　 ３． やや不足している

立地状況（ 商業・ サービス業） 、 取引先状況（ 製造業
ほか） １． 良好　 ２． 普通　 ３． 不良

今期中の焦付　 １． 発生していない　 ２． 発生した
（ 相手先　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 千円）

当
店
取
引
状
況

　 　 　 　 年　 　 　 　 　 月　 　 　 　 　 日現在の残高（ 取引開始　 預金　 　 　 　 　 年　 　 　 　 月／融資　 　 　 　 　 年　 　 　 　 　 月）

預

金

保証協会付 保全状況

千円

合　 　 計

割引 千円 千円 預金

千円

その他 千円 その他 千円 千円 その他

千円 合計 千円 千円 合計

貸
付
条
件
・
内
容
等

担保有無 １． 無　 　 ２． 有 担保種類 １． 不動産　 　 ２． 有価証券　 　 ３． 商手　 　 ４． その他（ 　 　 　 　 　 ）

備
考

(

担
保
明
細
等

)

※ 新規設定の場合は、 必ず「 不動産登記簿謄本」 等の資料を添付してく ださい。 既存(変更） の場合は、 以下に内容等を御記入
願います。 なお、 担保番号や保証番号が分かる場合には御記入願います。

千円

取引振り

普通 千円 貸付 千円 千円 不動産 千円

１． 優　 良
２． 　 良
３． 普　 通
４． 新　 規

定期性

当座 千円

融

資

区分 プロパー

千円

（ 　 　 　 　 ） 　 　 　 　 　 －　 　 　 　

申　 込　 人

担当部署・ 担当者
フリガナ

不在時連絡者

　 に準じて作成したもの、 中央会推薦ＢＣＰ又はレジリエンス認証ＢＣＰである。

申込金額 円

要
件

申込人の資格要件チェック
※ ○(　 　   )内に 印を記入してく ださい。

金融機関確認者確認方法

1 電話　 2 来店面談　 3 訪問面談　 4 その他（ 　 　 　 　 　 　 　 ）

確認年月日 確認時間

【 確認状況記載欄】 　 「 申込書の内容を申込人が理解し、 申込意思に基づいて正しく 記載されていること」 について、 次の通り確認しております。

「 そなえ」 予約依頼書

金融機関本・ 支店名
金融機関コード －

電　 話　 番　 号 （ 　 　 　 　 ） 　 　 　 　 　 －　 　 　 　

代表者名
Ｆ ＡＸ 番号

119



○○銀行　○○支店　　御中
（担当　　　様）

　　　　　上記の「そなえ」の予約は、下記の事由により中止いたします。

　　　　　予約が中止している状態での本申込はできませんので、御注意ください。

担当

電話番号 078-393-3911

事　由

担当部署 神戸事務所　保証相談一課

○○

顧 客 番 号

保 証 番 号

予 約 金 額

事前連絡日時

　金融機関担当者　：

  連　絡　日　時　：

顧　客　名

〇年×月△日

兵庫県信用保証協会

「そなえ」予約中止通知書
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○○銀行　○○支店　　御中
（担当　　　様）

　　　　　　当協会からの予約中止通知書により、予約を中止している上記の「そなえ」

　　　　　については、中止事由が解消しましたので、予約中止を解除いたします。

　　　　　

担当

電話番号

○○

078-393-3911

担当部署 神戸事務所　保証相談一課

〇年×月△日

兵庫県信用保証協会

「そなえ」予約中止解除通知書

顧　客　名

顧 客 番 号

保 証 番 号

予 約 金 額

備　考
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兵庫県信用保証協会　御中

金 融 機 関 名

代 表 者 名

担 当 者 　　　　TEL（　　　　　　）

以下のとおり予約申込に係る取扱いの可否について通知いたします。

（「取扱可」又は「取扱不可」のいずれかに〇をご記入ください。）

「そなえ」取扱可否通知書

顧 客 番 号

保 証 番 号

予 約 金 額

顧　客　名

取扱可

取扱不可

　  年 　 月 　 日
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2019年4月1日制定

年 月 日

兵庫県信用保証協会 御中

推薦書（ 中央会推薦ＢＣＰ）

兵庫県中小企業団体中央会 印

申込人の事業継続計画（ BCP） については、 当会が策定を支援しました。

以上

申 込 人

（ 氏名又は法人名）

住 所

添付書類

☐ 事業継続計画

☐ 財務診断シート

☐ 自己診断チェックリスト

担当部署

担当

電話番号

（ 兵庫県中小企業団体中央会）
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年 月 日

 兵庫県信用保証協会　御中

    申込人は、今後とも支援育成していきたい先であり、推薦します。

金融機関本・支店名

代表者名

（ ） ⇒「３．資格要件チェック」

（ ）

保証期間が以下の条件に該当する。 （ ）

①　運転資金の場合 7年以内（据置期間1年以内）、一括返済は2年以内　

②　設備資金を含む場合 10年以内（据置期間1年以内）、一括返済は2年以内

（１）兵庫県信用保証協会の保証対象要件に該当している。 （ ）

（２）引き続き2年以上事業を営んでいる会社（株式、有限、合名、合資、合同）又は医療法人である。 （ ）

（３）確定申告書（決算書）の写しを直近2期分（各決算は、1期を12か月とする。）提出できる。 （ ）

（４）保証申込時点で取扱金融機関と与信取引（※）がある。 （ ）

（５）直前期の決算において、以下の要件を充足している。 （ ）

 ※　事前相談書に本書を添付してください。

⇒「２．経営者保証不要プラン要件チェック」
　「３．資格要件チェック」

※　計算式②～⑤は円単位で計算し小数点以下第二位切捨て
※　自己資本比率（％）＝純資産額÷（純資産額＋負債の額）×100
※　純資産倍率＝純資産額÷資本金
※　使用総資本事業利益率（％）＝（営業利益＋受取利息・受取配当金）÷資産の額×100
※　インタレスト・カバレッジ・レーシオ＝（営業利益＋受取利息・受取配当金）÷（支払利息＋割引料）
※　医療法人の場合、貸借対照表（純資産の部）の「出資金」は資本金、損益計算書の「医業利益」は営業利益とする。

⑤ インタレスト・カバレッジ・レーシオ 2.0倍以上 1.5倍以上 1.0倍以上倍

5％以上

③ 純資産倍率 2.0倍以上 1.5倍以上 1.5倍以上

④ 使用総資本事業利益率 10％以上 10％以上

倍

％

3億円以上
５億円未満

５億円以上

② 自己資本比率 20％以上 20％以上％

百万円① 純資産額
5千万円以上
3億円未満

資
　
格
　
要
　
件

【（　　）に○を入れてください。全て該当していることが必要です。】

          ※　与信取引とは、事業資金に係る貸付、割引、当座貸越をいう。

          ※　基準（a）（b）（ｃ）の何れかを満たすこと。

          ※　指標は、①を満たす各基準（（ａ）～（ｃ））において、「②③の何れか」及び「④⑤の何れか」を満たす必要があります。

申込人の数値を記入し、満たす基準の上に〇を入れてください。

指標 申込人の数値 基準（a） 基準（ｂ） 基準（ｃ）

15％以上

２．経営者保証不要プラン要件チェック

　　　　　【（　　）に○を入れてください。該当していることが必要です。】　※上記１．で（１）選択の場合は記入不要

３．資格要件チェック

※　金融機関連携型により経営者を不要とする場合は、（１）に○を入れてください。
※　事前相談回答後に同プランの利用有無に変更があった場合は、当協会審査担当者に連絡の上、本申込時には、記載を修正
　（又は再作成）した本推薦書兼資格要件確認書を提出してください。

申込人

ひょうご発展支援保証「リードα」推薦書兼資格要件確認書

    以下のとおり、申込人について、資格要件を充足していることを確認しました。

（１）経営者保証不要プランを利用しない。

（２）経営者保証不要プランを利用し、連帯保証人を不要とする。

１．経営者保証不要プランの利用について

【何れか一方の（　　）に○を入れてください。】
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本計画書を提出いたします。

なお、本保証申込は、事業経営に必要であり、経営の維持又は拡大に必要となる資金を調達するために

行います。

【確認事項】

○本計画書の提出は、信用保証協会における保証審査の承認を確約するものではありません。

○本制度の申込にあたっては、税理士等の専門家と本計画書の実施に伴う法務リスク、税務リスクについて

　 十分にご相談の上、ご自身の責任においてご利用ください。

（資金使途が事業用財産又は株式の取得資金である場合）

○信用保証協会は、本計画書中の資金計画に基づく事業用財産の取得金額、株式の取得金額、（様式２）財産評価算定書中の

　財産評価及び （様式３）株式評価算定書中の株式評価の妥当性については、一切の責任を負いません。

代表者名                                              

　兵庫県信用保証協会　様

事業承継計画書

（様式１）

　 事業承継・Ｍ＆Ａ保証「リレー」の保証申込を行うにあたり、下記の確認事項の内容について同意の上、

住　　 所

　　　　　年　　　月　　　日

法 人 名
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１．承継する事業内容

２．被事業承継者の概要

３．収支計画

0

0

（単位：千円）

0 0 0 00

0

0

0 0

資本金 　　　　　　　　　　　　千円 設立年月日又は創業年月日       　　　    年　　　月　　　日

事業内容

法人名

事業承継計画書（例）

氏名又は代表者名

屋号

営業所又は工場等

承継する
事業内容

本社又は住所

（事業用財産取得資金用）

対象者（１）　①・②

0 0 0 0 0 0

00 0 0 00

00 0 0 0 0

特別損失

法人税等

当期利益

従業員数

保
証
申
込
人

（
法
人
の
場
合

）

役員報酬

減価償却費

その他経費

売上高

売上原価

売上総利益

販売管理費

営業利益

営業外収益

営業外費用

経常利益

特別利益

前期実績 計画１期目 計画２期目 計画３期目 計画４期目 計画５期目
今期見込

（　　年　　月期）

0 0 0 0 0 0
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４．資金計画

５．その他 （事業承継計画に関する補足説明があれば、ご記入ください。）

（単位：千円）

プロパー融資

自己資金

取得金額 合計

取得金額 資金調達方法

取得事業用財産明細

保証付融資

前期実績
今期見込

計画１期目 計画２期目 計画３期目 計画４期目 計画５期目
（　　年　　月期）

保
証
申
込
人

（
個
人
の
場
合

）

売上高

売上原価

売上総利益 0 0 0 0 0 0 0

販売管理費

減価償却費

その他経費 0 0 0 0 0 0 0

営業利益 0 0 0 0 0 0 0

繰戻額等

繰入額等

専従者給与

その他

控除前所得 0 0 0 0 0 0 0

従業員数

控除額

所得 0 0 0 0 0 0 0
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１．事業承継計画の概要

３．資金計画

４．その他 （事業承継計画に関する補足説明があれば、ご記入ください。）

事業承継計画書（例）
（代表者変更に係る資金用）

対象者（１）　③

事業承継を行う
背景・理由

合計 株

※３．資金計画上の取得金額と株価評価算定書上の株価に大幅な乖離がある場合には、乖離が生じた理由の補足説明を

        ご記入ください。

必要金額

運転資金 保証付融資

設備資金 プロパー融資

総必要金額

自己株式取得金額

合計

事業承継に係る
資金の必要理由

《事業承継前》 《事業承継後》

株
主
構
成
・
出
資
比
率

株主氏名 関係 持株数

株
主
構
成
・
出
資
比
率

株主氏名 関係 持株数

２．保証申込人の株主構成及び出資比率 （自己株式取得資金の申込の場合、ご記入ください）

資金調達方法

自己資金

合計 株

（単位：千円）
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１．被事業承継会社の概要

２．収支計画

（Ｍ＆Ａ株式取得資金用）

対象者（２）

0

0

0

（単位：千円）

株
主
構
成
・
出
資
比
率

株主氏名 関係 持株数

前期実績

0

0 0

0

00

00 0

0 00

0

0

合計 株

0

株
主
構
成
・
出
資
比
率

株主氏名 関係 持株数

※保証申込人の持株比率2/3以上（被事業
承継会社が有限会社の場合、3/4以上）株合計

事業承継計画書（例）

0 0 0 0 0

　　　　　　　　　　　　千円 従業員数 　　　　　　　　　　　　　　　人

      　　　    年　　　月　　　日 決算期 　　　　　　　　　　　　　　　月期

代表者名

《事業承継前》

事業内容

本店所在地

資本金

設立年月日

法人名

《事業承継後》

00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

今期見込

（　　年　　月期）
計画１期目 計画２期目 計画３期目 計画４期目 計画５期目

営業外収益

営業外費用

経常利益

特別利益

特別損失

法人税等

当期利益

従業員数

保
証
申
込
人

（
法
人
の
場
合

）

役員報酬

減価償却費

その他経費

売上高

売上原価

売上総利益

販売管理費

営業利益
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所得 0 0 0 0 0 0 0

専従者給与

その他

従業員数

控除前所得 0 0 0 0 0 0 0

控除額

繰戻額等

繰入額等

その他経費 0 0 0 0 0 0 0

営業利益 0 0 0 0 0 0 0

販売管理費

減価償却費

保
証
申
込
人

（
個
人
の
場
合

）

売上高

売上原価

売上総利益 0

前期実績
今期見込

計画１期目 計画２期目 計画３期目 計画４期目 計画５期目
（　　年　　月期）

0

0

0

0

00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

00 0 0 0 00

その他経費

営業利益

営業外収益

営業外費用

経常利益

特別利益

特別損失

0 0

0

被
事
業
承
継
会
社

売上高

売上原価

売上総利益

販売管理費

役員報酬

法人税等

当期利益

従業員数

減価償却費
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３．資金計画

４．その他 （事業承継計画に関する補足説明があれば、ご記入ください。）

取得株式数 －② 自己資金

合計（③と一致）

取得金額および資金調達方法 保証付融資

取得単価 －①

（単位：千円）

取得金額①×② －③

プロパー融資

※３．資金計画上の取得金額と株価評価算定書上の株価に大幅な乖離がある場合には、乖離が生じた理由の補足説明を

        ご記入ください。
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１．持株会社（＝保証申込人）の概要

２．事業会社の概要

事業承継計画書（例）

　　　　　　年　　　　月頃

従業員数

決算期

　　　　　　　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　月期設立予定時期

　　　　　　　　　　　　千円

法人名

本店所在地

資本金

代表者名

（持株会社株式取得資金用）

対象者（３）

合計 株

事業内容

株主氏名

※後継者の持株比率2/3以上

株
主
構
成
・
出
資
比
率

法人名

関係 持株数

代表者名

本店所在地

資本金 　　　　　　　　　　　　千円 従業員数 　　　　　　　　　　　　　　　人

設立年月日       　　　    年　　　月　　　日

《事業承継計画　実施前》

決算期 　　　　　　　　　　　　　　　月期

事業内容

《事業承継計画　実施後》

株
主
構
成
・
出
資
比
率

株主氏名 関係 持株数

持株会社 親会社

※持株会社と後継者の合算の持
株比率2/3以上 合計 株合計 株

株
主
構
成
・
出
資
比
率

株主氏名 関係 持株数
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３．収支計画

特別損失

法人税等

当期利益

従業員数

事
業
会
社

役員報酬

減価償却費

その他経費

持
株
会
社

売上高

売上原価

売上総利益

販売管理費

役員報酬

法人税等

当期利益

従業員数

期首借入金

減価償却費

売上高

売上原価

売上総利益

販売管理費

営業利益

営業外収益

営業外費用

経常利益

特別利益

その他経費

営業利益

営業外収益

配当金

営業外費用

経常利益

特別利益

特別損失

0

年間返済額

0 0 0 0 0

今期見込

（　　年　　月期）

0 0 0 0 0

0 0

計画１期目 計画２期目

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

前期実績 計画３期目 計画４期目 計画５期目

（単位：千円）

00 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0 0 00 0
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４．事業承継計画の概要

５．資金計画

６．その他 （事業承継計画に関する補足説明があれば、ご記入ください。）

（単位：千円）

※５．資金計画上の取得金額と株価評価算定書上の株価に大幅な乖離がある場合には、乖離が生じた理由の補足説明を
        ご記入ください。

取得金額①×②

持株会社方式
を選択した理由

事業承継を行う
背景・理由

－③

－① プロパー融資

合計（③と一致）

他の事業承継手法
との併用の有無

《株式移転対策》 《自社株評価減対策》

贈与 特別配当の実施

相続時精算課税制度 役員退職金の支給

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自己株式の取得（金庫株） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

取得金額および資金調達方法 保証付融資

取得単価

取得株式数 －② 自己資金

贈与税の納税猶予制度 賃貸物件の購入

民法特例（除外合意 ・  固定合意） 《その他》

事業用財産の買取り

《分散した株式・財産の集約》
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様の　　　　　年　　　月期時点における法人税法上の株式評価額について、

別紙のとおり算定いたします。

なお、自己株式の場合、保証申込人が分配可能額の範囲内で同株式を取得することを確認しています。

（様式３）

株式評価算定書

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

算定者

代表者名
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　　　　　　　　　　　　　　　様の　　　　　年　　　月時点における事業用財産評価額について、

別紙のとおり算定いたします。

（様式２）

財産評価算定書

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

算定者

代表者名
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平成   年   月  日 

推 薦 願 

一般社団法人せとうち観光推進機構 御中 

 

住所 

会員名 

代表者名                 

 

今般金融機関より下記資金を借り受けるにあたり、ぐるり瀬戸内活性化保証制度を活用

したく、申請します。 

記 

１． 借入申込金額 

         円也 

 

２． 資金使途（該当する項目に○をして下さい） 

該当 資金使途の内容 

 インバウンド観光客のニーズに対応するための事業拡大や設備増強を行

う等のインバウンド対応資金 

 新たな観光サービスや商品の提供に取り組む等、新規事業の創造、事業

化を図るための資金 

 魅力ある地域の食材・産品のブランド化や販路拡大に取り組む等、既存

事業の成長を図るための資金 

 

以  上 

 

平成   年   月   日 

推 薦 書 

     県信用保証協会 御中 

広島市中区基町 10番 3号 

一般社団法人せとうち観光推進機構  印 

                     

上記は、ぐるり瀬戸内活性化保証制度に適合する資金の申請であり、推薦します。 

                                  以  上 

 

 

 

 

(注)本推薦書の発行日から 3 ヵ月以内に信用保証協会に対して、ぐるり瀬戸内活性化保証

制度の申込みを行うことが必要です。 

特記事項（申請者の事業概要等） 
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兵庫県信用保証協会　御中

申込人を推薦します。

金融機関本・支店名

代表者名

１．プロパー融資

記入欄

①

②

③ ⇒裏面へ

２．評価のポイント

　　「１．プロパー融資」において、①又は②に該当する場合は、評価したポイント全てについて、

　　次の①～④の記入欄に「○」を記入するか、⑤に評価した内容を記入してください(必ず何れかに記入してください)。

記入欄

（その他の評価した内容を記入してください）

　　　年　　　月　　　日

事業性評価保証「タッグ」推薦書

当行（金庫、組合）は、申込人に対して、事業性評価を行っています。

今後も継続して支援する方針であり、事業性評価保証「タッグ」の保証申込について、

申込人

申込人において、プロパー融資の残高がある。

本保証と同時にプロパー融資を行う。

上記①、②の何れにも該当しない。

技術力、人材

その他

商品、サービス

経営、戦略

市場、外部環境

豊富な人材やノウハウの蓄積を有する。

⇒「２．評価のポイント」へ

⇒「２．評価のポイント」へ

　　該当する項目の記入欄に「○」を記入してください。
　　①又は②に該当する場合は、「2．評価のポイント」を記入してください。
　　①又は②の何れにも該当しない場合は、「３．事業内容」「４．事業性評価（SWOT分析）」
　　「５．申込理由、今後の取組方針」を記入してください。

品質、価格等の優位性がある。

経営者の経営能力、経営理念等が優れている。

項目

①

②

新規性、独創性に優れている。

ビジネスモデル、成長戦略が優れている。

③

④

⑤

評価ポイント

優れた技術力や先進技術等を有する。

優良な取引先、社外ネットワークを有する。

近年の市場、外部環境が優位に働いている。

市場規模、市場の成長性等、市場に魅力がある。
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「１．プロパー融資」において、③に該当する場合は、以下の３.～５.を記入してください。

３．事業内容

４．事業性評価（SWOT分析）

５．申込理由、今後の取組方針

※金融機関所定の事業性評価に係る資料（事業性評価シート等）を提出される場合、本推薦書の提出は不要です。

内
部
環
境

S（強み）：自社の強み、得意分野等 W（弱み）：自社の弱み、課題等

外
部
環
境

　O（機会）：市場チャンス、競合撤退等 T（脅威）：外部要因、競合参入等

事業の詳細、
特色、特徴等

評価の概要
（将来性、成長性等）
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代
表

者
名

※
対

象
者

３
-
①

の
場

合
は

、
予

定
し

て
い

る
範

囲
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

移
転

前
の

事
業

所
の

所
在

地
(移

転
の

場
合

の
み

)

増
設

、
移

転
後

の
事

業
所

で
行

う
事

業
の

内
容

金
融

機
関

本
・

支
店

名

従
前

は
兵

庫
県

外
の

み
に

事
業

所
を

有
し

て
お

り
、

兵
庫

県
内

に
事

業
所

を
増

設
又

は
移

転
後

、
1

年
以

内
の

中
小

企
業

・
小

規
模

事
業

者

保
証

申
込

前
3

年
以

内
に

兵
庫

県
外

か
ら

兵
庫

県
内

に
移

住
し

て
お

り
、

兵
庫

県
内

で
個

人
事

業
を

創
業

す
る

も
の

又
は

法
人

を
設

立
し

て
兵

庫
県

内
で

創
業

す
る

も
の

当
行

（
金

庫
、

組
合

）
は

、
上

記
の

内
容

を
確

認
し

、
地

域
活

力
向

上
保

証
「

ふ
る

さ
と

」
の

保
証

申
込

に
つ

い
て

、
申

込
人

を
推

薦
し

ま
す

。

　
　

　
年

　
　

 　
月

　
　

　
日

→
「

４
．

事
業

所
の

増
設

、
移

転
」

日

兵
庫

県
内

の
「

地
域

お
こ

し
協

力
隊

」
の

隊
員

が
、

活
動

期
間

の
最

終
年

次
又

は
終

了
翌

年
に

兵
庫

県
内

で
個

人
事

業
を

創
業

後
又

は
法

人
を

設
立

し
て

兵
庫

県
内

で
創

業
後

、
1

年
以

内
の

中
小

企
業

・
小

規
模

事
業

者

日
月

※
対

象
者

1
の

場
合

は
、

「
創

業
・

再
挑

戦
計

画
書

」
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
※

対
象

者
２

で
個

人
事

業
者

の
場

合
は

、
「

開
業

届
」

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

※
対

象
者

２
の

場
合

、
「

創
業

日
」

に
は

、
個

人
の

場
合

は
「

開
業

日
（

開
業

届
に

記
載

）
」

、
法

人
の

場
合

は
「

法
人

設
立

日
」

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

※
対

象
者

１
-
③

又
は

２
-
③

の
場

合
は

、
「

地
域

お
こ

し
協

力
隊

」
の

活
動

期
間

が
わ

か
る

資
料

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

３
．

兵
庫

県
内

へ
の

移
住

　
【

対
象

者
１

-
②

、
対

象
者

２
-
②

の
場

合
の

み
記

入
】

４
．

事
業

所
の

増
設

、
移

転
　

【
対

象
者

３
の

場
合

の
み

記
入

】

対
象

者
１

-
①

・
③

、
対

象
者

２
-
①

・
③

に
該

当
す

る
場

合
は

「
２

．
兵

庫
県

内
で

の
創

業
」

、
対

象
者

１
-
②

、
対

象
者

２
-
②

に
該

当
す

る
場

合
は

「
２

．
兵

庫
県

内
で

の
創

業
」

及
び

「
３

．
兵

庫
県

内
へ

の
移

住
」

、
対

象
者

３
に

該
当

す
る

場
合

は
「

４
．

事
業

所
の

増
設

、
移

転
」

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

月

※
県

外
か

ら
県

内
に

移
住

し
た

こ
と

が
わ

か
る

資
料

（
住

民
票

の
除

票
の

写
し

等
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

増
設

、
移

転
(予

定
)日

月

増
設

、
移

転
後

の
事

業
所

の
所

在
地

１
．

対
象

者

該
当

す
る

も
の

に
「

○
」

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

兵
庫

県
外

に
居

住
し

て
お

り
、

兵
庫

県
内

で
個

人
事

業
を

創
業

す
る

も
の

又
は

法
人

を
設

立
し

て
兵

庫
県

内
で

創
業

す
る

も
の

①

前
居

住
地

(都
道

府
県

)

年
日

申
込

人
名

移
住

日

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

兵
庫

県
信

用
保

証
協

会
　

御
中

地
域

活
力

向
上

保
証

「
ふ

る
さ

と
」

確
認

書
兼

推
薦

書

２
．

兵
庫

県
内

で
の

創
業

　
【

対
象

者
１

、
対

象
者

２
の

場
合

の
み

記
入

】

→
「

２
．

兵
庫

県
内

で
の

創
業

」
  

 「
３

．
兵

庫
県

内
へ

の
移

住
」

兵
庫

県
外

に
居

住
中

に
兵

庫
県

内
で

個
人

事
業

を
創

業
後

又
は

法
人

を
設

立
し

て
兵

庫
県

内
で

創
業

後
、

1
年

以
内

の
中

小
企

業
・

小
規

模
事

業
者

保
証

申
込

前
3

年
以

内
に

兵
庫

県
外

か
ら

兵
庫

県
内

に
移

住
し

、
兵

庫
県

内
で

個
人

事
業

を
創

業
後

又
は

法
人

を
設

立
し

て
兵

庫
県

内
で

創
業

後
、

1
年

以
内

の
中

小
企

業
・

小
規

模
事

業
者

兵
庫

県
外

の
み

に
事

業
所

を
有

し
て

お
り

、
1

年
以

内
に

兵
庫

県
内

に
事

業
所

を
増

設
又

は
移

転
す

る
中

小
企

業
・

小
規

模
事

業
者

→
「

２
．

兵
庫

県
内

で
の

創
業

」

→
「

２
．

兵
庫

県
内

で
の

創
業

」
  

 「
３

．
兵

庫
県

内
へ

の
移

住
」

→
「

２
．

兵
庫

県
内

で
の

創
業

」

→
「

４
．

事
業

所
の

増
設

、
移

転
」

対
象

者
1

兵
庫

県
内

の
「

地
域

お
こ

し
協

力
隊

」
の

隊
員

が
、

活
動

期
間

の
最

終
年

次
又

は
終

了
翌

年
に

兵
庫

県
内

で
個

人
事

業
を

創
業

す
る

も
の

又
は

法
人

を
設

立
し

て
兵

庫
県

内
で

創
業

す
る

も
の

③

対
象

者
３

① ②

対
象

者
２

①②

年
日

②③
→

「
２

．
兵

庫
県

内
で

の
創

業
」

対
象

者
３

-
①

の
場

合
は

こ
れ

か
ら

増
設

、
移

転
す

る
事

業
所

、
対

象
者

３
-
②

の
場

合
は

増
設

、
移

転
し

た
事

業
所

に
つ

い
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
対

象
者

３
-
②

の
場

合
は

、
事

業
所

を
増

設
、

移
転

し
た

こ
と

が
わ

か
る

資
料

(新
事

業
所

の
賃

貸
契

約
書

の
写

し
等

)を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

年
月

「
地

域
お

こ
し

協
力

隊
」

の
活

動
期

間
(対

象
者

１
-
③

又
は

２
-
③

の
場

合
の

み
記

載
)

→
「

２
．

兵
庫

県
内

で
の

創
業

」

日
年

年
月

～

創
業

(予
定

)日
創

業
時

の
居

住
地

(都
道

府
県

)
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兵庫県信用保証協会 御中                          年  月  日  

財務要件型無保証人保証制度 資格要件確認書 

 
金融機関本・支店名   
代表者名    

担当者（        ）  不在時連絡者（        ） 
 

協会顧客番号  申込人（法人）  
  

申込金融機関は、申込人が直前の決算において①を満たしたうえ、次の②又は③のいずれか、及び

④又は⑤のいずれかに該当し、次の（１）から（３）に掲げるいずれかの基準に係る資格要件を備えている

ことを確認しております。 

〔資格要件〕 

 基準（１） 基準（２） 基準（３） 
 該当事項 

（○を付ける）  
 該当事項 

（○を付ける）  
 該当事項 

（○を付ける）  

① 純資産額 
５千万円以上 

３億円未満 
 

３億円以上 
５億円未満 

 ５億円以上  

② 自己資本比率 ２０％以上  ２０％以上  １５％以上  

③ 純資産倍率 ２.０倍以上   １.５倍以上   １.５倍以上   

④ 使用総資本事業利益率 １０％以上  １０％以上  ５％以上  

⑤ インタレスト・カバレッジ・レーシオ ２.０倍以上   １.５倍以上   １.０倍以上   

〔資格要件算出根拠…    年  月期決算〕       （単位：円、％） 

① 純資産額  
 
 
② 自己資本比率  ＝ 純資産額  ÷（純資産額  ＋  負債額）×100 

        ％＝         ÷（        ＋         ）  × 100 
 
③ 純資産倍率  ＝ 純資産額  ÷ 資本金  

         ＝         ÷ 
 
④ 使用総資本事業利益率＝（営業利益  ＋  受取利息･受取配当金）÷ 総資産額  × 100 

        ％＝  （        ＋                ）÷         × 100 
 
⑤ インタレスト・カバレッジ・レーシオ＝（営業利益  ＋  受取利息･受取配当金）÷（支払利息  ＋  割引料） 

          （        ＋                ）  

         ＝                                           
          （        ＋                ） 
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年 月 日

１．事業承継の概要 
※

年 月 日

株 株

株 株

株 株

株 株

株 株

※事業承継済みの場合、「事業承継（予定）日」は、登記事項証明書における代表者への就任日をご記入ください。

２．収支計画 （単位：千円）

（ 年 （ 年 （ 年 （ 年 （ 年 （ 年

私は、今後も、金融機関等の求めに応じ、財務状況と経営状況等の報告を適時適切に行うことを確約します。

信用保証協会へお申し込みされる場合は、以下もご記入ください。

３．事業承継特別保証制度の申込人資格要件の確認

※上記以外に一定の財務要件等を満たしている必要があります。

※【事業承継済み】の場合は、事業承継日が令和２年１月１日から令和７年３月３１日の期間内である必要があります。

令和３年４月１日改正版

事業承継計画書

住　　 所

法 人 名

代表者名                                                    

氏　名 年　齢 事業承継（予定）日

氏　名 年　齢 被承継者との関係

事業承継理由

 承継者の経歴（これから事業承継を予定している場合のみご記入ください。）

 株主構成の推移

株主氏名 被承継者との関係 持株数 株主氏名 被承継者との関係 持株数

売上高

合計 合計

 円滑な事業承継に向けた準備（これから事業承継を予定している場合のみご記入ください。）

（内外の関係者との調整、承継者の教育、その他事業承継に係る課題及び解決策等）

前期実績 今期見込 計画１期目 計画２期目 計画３期目 計画４期目

（いずれかに○）  【事業承継済み】 （２）事業承継日から３年を経過していない。

被承継者

承継者

事
業
承
継
前

事
業
承
継
後

(

予
定
含

)

経常利益

申込人資格要件  【事業承継予定】 （１）３年以内に事業承継を予定している。

月期） 月期） 月期） 月期） 月期） 月期）
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【事業承継特別保証制度用】

年 月 日

信用保証協会　御中

①、②及び③の要件に該当していること並びに保証申込日において④の要件を満たしていることを確認し

ております。なお、各要件に係る判断及び確認は申込金融機関によるものです。

 ①　資産超過である。

純資産合計 円

 ②　ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率が１０倍以内である。

EBITDA有利子負債倍率 倍

〔計算式〕（借入金・社債 － 現預金）÷（営業利益 ＋ 減価償却費）

借入金･社債（ ) 円 － 現預金（ ）円

営業利益 （ ) 円 ＋ 減価償却費（ ）円

 ③　法人と経営者との関係の明確な区分・分離がなされている。

　　また、法人と経営者の間の資金のやりとり（役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等）が社会

　　通念上適切な範囲を超えていない。

 ④　返済緩和している借入金がない。

※各勘定科目の数値については、決算書上の財務数値をそのままご記入ください。

※②については、「営業利益＋減価償却費」は「０」（ゼロ）を超えていることが必要です。「借入金・社債－現預金」は
　「０」（ゼロ）以下でも対象となります。なお、減価償却費については、営業外費用や特別損失に計上されているものは
　含めません。

※④については、申込日が危機関連保証が発動されている期間中（その後延長がなされた場合は延長後の期間まで）である
  場合は当該期間の始期の前日を基準として確認することでも差し支えありません。

　申込金融機関として、申込人が直前の決算（ 年 月期決算）において以下の

財務要件等確認書

金融機関本・支店名

代表者名

協会顧客番号 申込人（法人）

令和６年９月２日改正版

○○

143



【事業承継特別保証制度用】

年 月 日

兵庫県信用保証協会　御中

（申込人）

借入申込の内容 ( 年 月 日現在)

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

円

円

円

年 月 日

令和３年４月１日改正版

借換債務等確認書

住　　所

法 人 名

代表者名

借換対象資金（既往借入金）の内容※１

保証番号 借入日 当初借入額 現在残高 個人保証人の氏名

①小計 （Ａ）

金融機関名 借入日 当初借入額 現在残高 個人保証人の氏名

金融機関本・支店名

代表者名

プ
ロ
パ
ー
※２

　この度、申込人から経営者を含めた保証人の解除要請を受けた上記借換対象資金（以下「上記資金」とい

う。）は、事業資金として貸し付けたものであり、返済条件の緩和をしていません。

　また、「事業承継特別保証制度要綱」に基づく対象資金であることを確認しています。

　なお、上記資金に当金融機関以外からの融資金が含まれるときは、「他行借換依頼書兼確認書」により、

借換対象資金の状況を確認しています。

　この度の信用保証付融資金については、申込人の金融円滑化に寄与し、かつ、事業経営の利益となるもの

であり、当金融機関では、今後とも積極的に支援していく方針です。

保
証
協
会
付

④借入申込額（①、②及び③の合計） （Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

※１　本制度で借り換える既往借入金の内容をご記入ください。借入金が極度取引による場合には、「当初借入額」には極度額、「現在残
　　高」には、実際の借入残高をご記入ください。
　　　なお、事業承継後の借入金及び保証人(個人に限る。)を提供していない借入金は対象外となります。
※２　金融機関からの借入金のうち、信用保証協会の保証付きでない借入金をご記入ください。
※３　事業承継後の場合には対象となりませんので、「0」（ゼロ）をご記入ください。

②小計 （Ｂ）

③増額借入希望額※３ （Ｃ）
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【事業承継特別保証制度用】

年 月 日

兵庫県信用保証協会　御中

（依頼人）

からの借入金を決

【既往借入金の内容】※１ ( 年 月

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

円

【送金先】

年 月 日

令和３年４月１日改正版

他行借換依頼書兼確認書

住　　所

法 人 名

代表者名

　私は、経営者を含めた保証人を提供している既往借入金について、取引金融機関に対し、保証人の解

除を要請しております。

　今般、取引金融機関との協議により、貴協会の「事業承継特別保証制度」による

からの借入金をもって、次の【既往借入金の内容】に記載する

済することで保証人の解除を図りたく、ここに依頼いたします。

日現在)

借入日 当初借入額 現在残高  保証番号※２ 個人保証人の氏名

合　計

※１ 本制度で借り換える既往借入金の内容をご記入ください。借入金が極度取引による場合には、「当初借入額」には極度額、「現在残
　　高」には、実際の借入残高をご記入ください。
　　　なお、事業承継後の借入金及び保証人（個人に限る。）を提供していない借入金は対象外となります。
※２ 信用保証協会付借入金の場合は、保証番号をご記入ください。

　この度、依頼人から経営者を含めた保証人の解除要請を受けた上記【既往借入金の内容】に係る融資

金について、当金融機関では、保証人の解除が困難なことから、依頼人に対する

からの融資金により、同金融機関からの送金と同日付で完済処理をいたします。

　なお、上記の融資金は、事業資金として貸し付けたものであり、返済条件を緩和していません。

　また、依頼人を債務者とする不動産担保の設定状況は次のとおりです。

千円 抵当権 ・ 根抵当権

千円 抵当権 ・ 根抵当権 千円

金融機関本・支店名

代表者名 印

預金口座番号

信用組合

信用金庫 支店 別段

既
往
借
入
金

設定額 設定額

口座名義人（送金先金融機関名）

銀行 本店

送金指定口座

抵当権 ・ 根抵当権

千円 抵当権 ・ 根抵当権

（借換金融機関名）

（被借換金融機関名）

（借換金融機関名）

145



【事業承継特別保証制度／経営承継借換関連保証用】

（ ） №

年 月 日

（ ）

年 月 日

（ ）

【中小企業活性化協議会使用欄】

【事業承継・引継ぎ支援センター使用欄】

【該当する場合、事業者が持参する必要書類】
・事業資産の所有者が決算書で説明できない場合：所有資産明細書等
・事業用資産を経営者が有している場合、適切な賃料が支払われているかの確認資料：賃貸借契約書等（写しでも可）
・貸付金等がある場合、一定期間での解消意向を説明する確認資料：金銭消費貸借契約書、借用書等（写しでも可）

決算書は、本チェックシート作成時点の直近決算書でご確認ください。
チェック欄が斜線となっている項目の確認は不要です。

　 本チェックシートの確認とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
事業承継・引継ぎ支援センターの作成日から３ヵ月以内に信用保証協会に申込する必要があります。

債務償還力

安定的な収益性

事業資産の所有権

経
営
の
透
明
性

経営者へのアクセス

情報開示

内容の正確性

項目内容 t-2期 t-1期

法
人
個
人
の
分
離

資金の流れ

支援者が必要なタイミング又は定期的に経営状況等について内容が確認できるなど経
営者とのコミュニケーションに支障がない。

支援者は直近3年間の貸借対照表の売掛債権、棚卸資産の増減が売上高等の動きと
比べて不自然な点がないことや、勘定明細にも長期滞留しているものがないことを確認
する。

項目 目安t期

◎

◎

◎

・「中小企業の会計に関する基本要領」チェックリスト、税理士法第33条の２に基づく添付書面、事業計画書等、
　社内管理体制図、監査報告書
＜留意事項＞

チェックポイント チェック欄

事業承継に取り組む中小企業・小規模事業者（除く個人事業主）である
※書式は信用保証協会所定の事業承継計画書様式。

【事業者が持参する必須書類】
・事業承継計画書、決算書（3年分）、試算表（決算後３ヵ月以内の場合には提出不要）、資金繰り表

【任意書類】

事業承継計画書

項目内容

2期連続赤字でない

◎

◎

資本の健全性

経営者が事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を有している場合、支援者は
法人から経営者に対して適正な賃料が支払われていることを確認できる。

財
務
基
盤
の
強
化

◎

チェック欄

EBITDA有利子負債倍率

純資産額

10倍以内

直近が資産超過
であること

減価償却前経常利益

チェックポイント（◎は特に重要な項目）

電話番号：

電話番号：

◎

◎
経営者は日々現預金の出入りを管理し、動きを把握する。例えば、終業時に金庫やレジ
の現金と記帳残高が一致するなど収支を確認しており、支援者は経営者の取組を確認
できる。

チェック欄

担当者：

◎

事業承継・引継ぎ支援センター

作成日

ガバナンス体制の整備に関するチェックシート

住所

企業名

作成日

中小企業活性化協議会

担当者：代表者名

信用保証協会　御中

中小企業活性化協議会のチェック（○／×で表示）を受け、全てが○になった後に、事業承継・引継ぎ支援センターのチェックを受けてください。

経営者は、会計方針が適切であるかどうかについて、例えば、「「中小企業の会計に関
する基本要領」の適用に関するチェックリスト」等を活用することで確認した上で、会計処
理の適切性向上に努めており、支援者はそれを確認できる。

支援者は、事業者から経営者への事業上の必要が認められない資金の流れ（貸付金、
未収入金、仮払金等）がないことを確認できる。

支援者は、経営者が事業上の必要が認められない経営者個人として消費した費用（個
人の飲食代等）を法人の経費処理としていないことを確認できる。

経営者は役員報酬について、事業者の業況が継続的に悪化し、借入金の返済に影響
が及ぶ場合、自らの報酬を減額する等の対応を行う方針にあり、支援者はそれを確認
できる。

経営者は、決算書、各勘定明細（資産・負債明細、売上原価・販管費明細等）を作成して
おり、支援者はそれらを確認できる。
経営者は税務署の受領印（電子申告の場合、受付通知）がある税務関係書類を保有し
ており、支援者はそれらを確認できる。
経営者は試算表、資金繰り表を作成した上で、自社の経営状況を把握する。また、支援
者からの要請があれば提出する。

項目内容
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令和  年  月  日 
 

「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書 
 

              （中小企業者） 住 所 
名 称 
代表者                     

 
私は、別添の事業行動計画書に基づき、経営力強化保証の申し込みを行う者であることを届け出いた

します。 
別添の事業行動計画書は、私自らが策定したものであり、計画の実行及び融資金融機関に対する進捗

の報告（四半期毎）を行うことを確約いたします。 
なお、本制度では本制度固有の信用保証料率の引下げが適用される場合がありますが、当該確約を遵

守しない場合は、当該引下げが適用されない信用保証料率によって計算した信用保証料を支払うこと等、

貴信用保証協会の指示に従います。 
 

【認定経営革新等支援機関】  支援機関名                                         

【経営力強化保証の申込内容】 
・ 融資金融機関（支店名）               （      支店 ・ 本店）  

 
・ 申込金額及び資金使途            千円 （ 運転・設備 ）該当に○印 

              （うち既存保証協会保証付融資の借換        千円） 
・ 事業行動計画書における申込資金の位置付け  

事業年度  年  月期 借入額        千円の（ 一部・全部 ）該当に○印 
                                                   

【認定経営革新等支援機関使用欄】 
私は、融資金融機関と連携し（融資金融機関と認定経営革新等支援機関が同一の場合には自ら 

が）、以下に記載の経営支援を行うことを確約いたします。 
 なお、記載した内容について、中小企業庁、金融庁、信用保証協会、全国信用保証協会連合会、日

本政策金融公庫（保険部門）に提供されることにつき同意いたします。 
 
経営支援の内容（該当に○印（複数選択可）） 

a 創業支援  b 事業計画策定支援  c 事業承継  d Ｍ＆Ａ  e 生産管理・品質管理  f 情報化戦略 

g 知財戦略  h 販路開拓・マーケティング  i 人材育成  j 人事・労務  k 海外展開  l ＢＣＰ作成支援 

m 物流戦略  n 金融・財務  o その他（具体的に：               ） 

※経営支援の内容の詳細は、別添事業行動計画書参照。 

令和  年  月  日  
（認定経営革新等支援機関） 住 所 

名 称 
代表者                   印 

                     連絡先     （    ）         
                    担 当 （     ）                                                           

※ この届出書に事業行動計画書を添付して、融資金融機関にご提出ください。（金融機関から信用保証協会に提出されます。） 
※ 複数の金融機関から融資を受ける場合には、融資金融機関名の欄に、融資を受ける金融機関を併記してください。 
※ 複数の認定経営革新等支援機関から支援を受ける場合には、一支援機関について一枚の届出書をご提出ください。 
※ この届出書は申込人資格要件に該当することの届け出であり、融資及び保証の諾否は、融資金融機関及び信用保証協会が審査のう

え決定します。 
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D
A
有

利
子

負
債

倍
率

(
健

全
性

)
(
倍

)

②
営

業
利

益
率

(
収

益
性

)
(
％

)
⑤

営
業

運
転

資
本

回
転

期
間

(
効

率
性

)
(
か

月
)

直
近

の
決

算
期

所
在

地
、

資
本

金
、

会
社

設
立

日
、

業
種

、
従

業
員

数
、

申
込

金
融

機
関

、
保

証
申

込
金

額
、

保
証

承
諾

日
、

保
証

承
諾

金
額

、
経

営
安

定
関

連
保

証
（

５
号

）
認

定
取

得
の

有
無

、
プ

ロ
パ

ー
融

資
有

無
、

借
換

対
象

と
な

る
既

存
保

証
の

保
証

割
合

、
金

融
機

関
の

訪
問

回
数

、
決

算
・

税
務

申
告

及
び

財
務

評
価

に
関

す
る

情
報

政
策

効
果

の
検

証

③

経
営

状
況

財
務

状
況

借
入

金
返

済
額

②

計
画

３
年

目

（
課

題
）

※
１

 
「

２
．

現
状

認
識

」
に

つ
い

て
､
「

ロ
ー

カ
ル

ベ
ン

チ
マ

ー
ク

」
に

お
け

る
非

財
務

ヒ
ア

リ
ン

グ
シ

ー
ト

を
作

成
し

て
い

る
場

合
に

は
、

同
シ

ー
ト

の
提

出
で

も
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
ロ

ー
カ

ル
ベ

ン
チ

マ
ー

ク
の

概
要

に
つ

い
て

は
以

下
U
R
L
ま

た
は

Q
R
コ

ー
ド

を
ご

参
照

く
だ

さ
い

。

（
課

題
）

税
引

き
後

当
期

純
利

益

外
部

環
境

事
業

の
強

み
・

弱
み

営
業

利
益

減
価

償
却

費

計
画

４
年

目
計

画
５

年
目

（
計

画
策

定
前

）
（

令
和

 
 
年

 
 
月

期
）

(
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

 
(令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

 
(
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

 
(
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

 

計
画

１
年

目
直

近
決

算
の

状
況

№
項

目
内

　
容

本
資

金
の

活
用

方
法

（
資

金
使

途
、

資
金

効
果

等
）

①
事

業
概

要

改
善

目
標

指
標

目
標

値

(
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

 

売
上

高
 
 

計
画

２
年

目

１
.
提

供
す

る
情

報

法
  

  
  

  
 

 
 
 
人

 
　

  
  

  
  

 
 
名

代
 
表

 
者

 
名

又
 
は

 
氏

 
名

 
*
「

２
．

現
状

認
識

」
の

課
題

（
②

③
の

い
ず

れ
か

１
つ

で
も

可
）

に
つ

い
て

取
組

計
画

等
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
計

画
１

年
目

は
、

計
画

策
定

日
の

属
す

る
事

業
年

度
と

な
り

ま
す

。
 
 
 
改

善
目

標
指

標
に

は
、

「
３

．
財

務
分

析
」

の
①

～
⑥

（
④

を
除

く
）

の
い

ず
れ

か
の

指
標

を
記

載
し

、
目

標
値

に
は

同
指

標
の

計
画

年
度

毎
の

目
標

値
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 
「

本
資

金
の

活
用

方
法

」
は

取
組

計
画

と
の

関
連

性
を

中
心

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
（

課
題

が
複

数
の

場
合

は
、

い
ず

れ
か

１
つ

の
取

組
計

画
に

係
る

記
載

で
も

可
）

。

（
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

取
組

計
画

改
善

目
標

指
標

目
標

値

２
.
提

供
先

に
お

け
る

利
用

目
的

（
計

画
策

定
年

度
）

（
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

（
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

（
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

課
題

取
組

計
画

等

主
な

取
組

住
　

  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  
　
所

E
B
I
T
D
A

有
利

子
負

債
倍

率
計

画
１

年
目

計
画

２
年

目
計

画
３

年
目

計
画

４
年

目

（
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

計
画

１
年

目
計

画
２

年
目

計
画

３
年

目
計

画
４

年
目

令
和

　
年

　
月

　
日

　
時

　
　

分
　

電
 
 
話

対
面

面
談

オ
ン

ラ
イ

ン
面

談
取

組
計

画

【
金

融
機

関
名

】
【

金
融

機
関

名
】

令
和

６
年

７
月

１
日

制
定

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

 
*
「

２
．

現
状

認
識

」
を

踏
ま

え
た

計
画

終
了

時
点

に
お

け
る

事
業

の
具

体
的

な
将

来
目

標
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
直

近
決

算
の

売
上

高
営

業
利

益
が

赤
字

の
場

合
は

、
黒

字
化

に
向

け
た

具
体

的
な

取
組

を
ご

記
入

下
さ

い
。

事
業

行
動

計
画

書
将

来
目

標

認
定

経
営

革
新

等
支

援
機

関
名

当
社

が
受

け
る

経
営

支
援

の
内

容

計
画

５
年

目

計
画

５
年

目

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

）

確
認

年
月

日
確

認
時

間
確

認
方

法
（

該
当

す
る

項
目

に
チ

ェ
ッ

ク
）

金
融

機
関

本
支

店
名

・
確

認
者

⑤
営

業
運

転
資

本
回

転
期

間
【

計
算

式
】

＝
(
売

上
債

権
＋

棚
卸

資
産

－
買

入
債

務
)/

月
商

【
意

義
】

営
業

運
転

資
金

と
は

、
販

売
・

提
供

し
た

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
の

売
上

債
権

を
回

収
す

る
ま

で
に

必
要

と
な

る
資

金
を

示
す

も
の

で
す

。
過

去
の

値
と

比
較

す
る

こ
と

で
、

売
上

増
減

と
比

べ
た

営
業

運
転

資
金

の
増

減

を
計

測
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
回

収
や

支
払

等
の

取
引

条
件

の
変

化
に

よ
る

必
要

運
転

資
金

の
増

減
を

把
握

す

る
た

め
の

指
標

で
す

。

③
労

働
生

産
性

【
計

算
式

】
＝

営
業

利
益

/従
業

員
数

【
意

義
】

従
業

員
１

人
当

た
り

が
獲

得
す

る
営

業
利

益
を

示
す

も
の

で
あ

り
、

成
長

力
、

競
争

力
等

を
評

価
す

る
指

標
で

す
。

①
売

上
増

加
率

【
計

算
式

】
＝

(
売

上
高

/前
年

度
売

上
高

)－
１

【
意

義
】

キ
ャ

ッ
シ

ュ
フ

ロ
ー

の
源

泉
で

あ
る

売
上

高
の

増
減

率
を

確
認

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

と
と

も
に

、

事
業

者
の

成
長

ス
テ

ー
ジ

を
判

断
す

る
の

に
有

用
な

指
標

で
す

。

⑥
自

己
資

本
比

率

【
計

算
式

】
＝

純
資

産
/総

資
産

【
意

義
】

総
資

産
の

う
ち

、
返

済
義

務
の

な
い

自
己

資
本

が
占

め
る

比
率

を
示

し
、

安
全

性
分

析
の

最
も

基
本

的
な

指
標

で
す

。

④
EB

IT
DA

有
利

子
負

債
倍

率

【
計

算
式

】
＝

(借
入

金
－

現
預

金
)/

(
営

業
利

益
＋

減
価

償
却

費
)

【
意

義
】

（
営

業
利

益
＋

減
価

償
却

費
）

の
部

分
は

営
業

キ
ャ

ッ
シ

ュ
フ

ロ
ー

を
簡

易
的

に
示

す
も

の
で

、
有

利
子

負
債

と
当

該
営

業
キ

ャ
ッ

シ
ュ

フ
ロ

ー
を

比
較

し
て

い
る

た
め

、
倍

率
が

低
い

ほ
ど

返
済

能
力

が
あ

る
こ

と

を
示

す
指

標
で

す
。

②
営

業
利

益
率

【
計

算
式

】
＝

営
業

利
益

/売
上

高

【
意

義
】

本
業

の
収

益
性

を
図

る
重

要
な

指
標

で
あ

り
、

事
業

性
を

評
価

す
る

た
め

の
、

収
益

性
分

析
の

最
も

基
本

的
な

指
標

で
す

。
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（ 令和６ 年１ 月１ ８ 日制定）  

（ 裏面に続く ）  

 

兵庫県信用保証協会 御中                 令和  年  月  日 

申 込 金 融 機 関 御中 

 

「 事業者選択型経営者保証非提供制度」 要件確認書兼誓約書 

 

 住 所 

（ 申込人）  法 人 名 

 代表者名 

 

〔 事業者の選択〕  

当社は、信用保証協会に保証の委託の申込みをする にあたり 、保証料を上乗せする こ と に同意のう え、

保証人の保証を提供し ないこ と を希望し ま す。  

なお、 保証人の保証を提供し ないこ と によ り 、 各保証制度要綱等に定める 保証料率に比べ、 下記〔 確認

項目〕 ①に該当する 場合は 0. 25％上乗せ（ ※） ､②、 ③及び④に該当する 場合は 0. 45％上乗せ（ ※） と な

る こ と に同意し ま す。  

ま た、事業者選択型経営者保証非提供制度を適用し た信用保証付き 融資の諾否については、金融機関及

び信用保証協会の審査によ り 決定さ れる こ と を理解し ていま す。  

※中小企業信用保険法施行規則第４ 条の２ 第５ 号に掲げる 規定に基づき 、 保険料率が加算さ れる こ と に

伴う も のに限ら れます。  

〔 誓約事項〕  

当社は、 次に掲げる 内容を誓約し ま す。  

１ ． 保証の委託の申込みをし た日（ 以下「 申込日」 と いう 。） 以降においても 、 次の（ １ ） 及び（ ２ ）

を遵守し ま す。  

（ １ ） 申込日以降においても 、 決算書等を申込金融機関の求めに応じ て提出する こ と 。  

（ ２ ） 申込日を含む事業年度以降の決算において、 当社の代表者（ 代表者に準ずる 者を含む。） への

貸付金その他の金銭債権の支払が社会通念上相当と 認めら れる 額を超えないこ と 。  

 

２ ． 上記１ ． の要件に違反し た際には、 直ちに申込金融機関にその事実を報告し 、 是正に向けた今後の

対応について、金融機関等と 協議し ま す。協議の結果、保証人の保証を提供する こ と と なった場合、

必要な手続き に異議無く 協力し ま す。  

 

３ ． 保証料補助（ 注） の要件を欠く 場合、 当社が補助相当額を負担し ま す。  

（ 注）「 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」 を利用する 場合は、 上乗せと なる 保証料率

に対し て国から 申込日に応じ て 0. 05％から 0. 15％（ ※） が補助さ れま す。 ただし 、 条件変更に

よ り 追加で保証料が発生する 場合は、 当該発生部分は全額お客様のご負担と なり ま す。  

※令和 6 年 3 月 15 日から 令和 7 年 3 月 31 日ま では 0. 15％、 令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 年 3 月

31 日ま では 0. 10％、 令和 8 年 4 月 1 日から 令和 9 年 3 月 31 日ま では 0. 05％と なり ま す。  
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〔 確認項目〕  
次のいずれかに該当する （ 該当する 場合は確認欄に○をつけて下さ い。）  

確認 資格要件 
保証料率

上乗せ 

 ① 【 要件１ 】【 要件２ 】 及び【 要件３ 】（ １ ）、（ ２ ） の全ての項目を満たす。 0. 25％ 

 ② 
【 要件１ 】 及び【 要件２ 】 並びに【 要件３ 】（ １ ） 又は（ ２ ） のいずれかを
満たす。  

0. 45％ 

 ③ 
法人設立後申告期限が到来し ている 決算が１ 期のみで、【 要件１ 】 及び【 要
件２ 】 を満たす。  

0. 45％ 

 ④ 法人設立後申告期限が到来し ている 決算がない。  0. 45％ 

〔 要件確認〕  
 上記①、 ②又は③の資格要件に該当する 場合、 以下の該当する 要件確認欄に○をつけてく ださ い。  
 なお、 ②については【 要件３ 】（ １ ） 及び（ ２ ） の数値を入力のう え、 いずれかに該当する こ と を確
認し 、 該当する 場合は〇を、 該当し ない場合は×をつけてく ださ い。 ま た、 ④は確認項目のチェ ッ ク の
みで、 要件確認欄への記入は不要です。  

要件確認欄 
項目 

① ② ③ ④   

    【 要件１ 】  

申込日以前過去２ 年間（ 法人設立日から 起算し て申込日ま での期

間が２ 年に満たない場合は、 その期間） において、 決算書等を申

込金融機関の求めに応じ て提出し ている こ と 。  

    【 要件２ 】  

申込日の直前の決算において、 当社の代表者（ 代表者に準ずる 者

を含む。）への貸付金その他の金銭債権（ 当社の事業の実施に必要

なも の及び少額のも のを除く 。） がなく 、 かつ、 当社の代表者（ 代

表者に準ずる 者を含む。） への役員報酬、賞与、配当その他の金銭

の支払が社会通念上相当と 認めら れる 額を超えていないこ と 。  

    
【 要件３ 】  

（ １ ）  

申込日の直前の決算において純資産の額がゼロ 以上である こ と 。  

直前決算期： 令和○年○月期 純資産額（        ） 円 

    
【 要件３ 】  

（ ２ ）  

申込日の直前２ 期の決算において減価償却前経常利益が連続し

て赤字でないこ と 。  

直前決算期 ： 令和○年○月期 

経常利益（       ） 円＋減価償却費（       ） 円 

＝減価償却前経常利益（       ） 円 

直前決算前期： 令和○年○月期 

経常利益（       ） 円＋減価償却費（       ） 円 

＝減価償却前経常利益（       ） 円 

◎記入上の留意点 
・ 直前の決算と は申込日時点における 最新の確定し た決算になり ま す。ただし 、申込日から 保証承諾日

迄の間に新たな決算が確定し た場合は同決算に基づく 要件確認が必要になり ま す。  
・ 各勘定科目の数値については、 決算書上の財務数値をそのま ま ご記入く ださ い。 なお、 減価償却費に

は、 ソ フト ウ ェ ア償却や長期前払費用償却等、 無形固定資産の償却費も 含ま れま す。  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【 確認状況記載欄】  

 上記〔 事業者の選択〕 及び〔 誓約事項〕 について、 申込人の意思に基づく も のである こ と を次のと お

り 確認し ており ま す。  

確認年月日 確認時間 確認方法（ 該当する 番号にチェ ッ ク ）  金融機関確認者 

令和 年 月 日   時  分 
☐１ ． 電話      ☐２ ． 対面面談 

☐３ ． オン ラ イ ン 面談 ☐４ ． その他（         ）  
 

申込金融機関と し て、 上記全てを確認し ていま す。  

令和○年○月○日 

金融機関本・ 支店名 

代表者名  
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【プロパー融資借換特別保証制度用】

年 月 日

信用保証協会　御中

　申込金融機関として、申込人 年 月期決算）

において以下の①、②及び③の要件に該当していること並びに保証申込日において④の要件を満たしていること

を確認しております。なお、各要件に係る判断及び確認は申込金融機関によるものです。

【資格要件（財務要件）】

 ①　資産超過である。
純資産合計 円

 ②　ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率が１０倍以内である。
EBITDA有利子負債倍率 倍

〔計算式〕（借入金・社債 － 現預金）÷（営業利益 ＋ 減価償却費）

借入金･社債（ ）円 － 現預金（ ）円
営業利益 （ ）円 ＋ 減価償却費（ ）円

 ③　法人と経営者との関係の明確な区分・分離がなされている。

　　また、法人と経営者の間の資金のやりとり（役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等）が社会通念上

　　適切な範囲を超えていない。

 ④　返済緩和している借入金がない。

※各勘定科目の数値については、決算書上の財務数値をそのままご記入ください。

※②については、「営業利益＋減価償却費」は「０」（ゼロ）を超えていることが必要です。「借入金・社債－現預金」は「０」（ゼロ）

　以下でも対象となります。なお、減価償却費については、営業外費用や特別損失に計上されているものは含めません。

※④については、申込日が危機関連保証が発動されている期間中（その後延長がなされた場合は延長後の期間まで）である場合は、当該

　期間の始期の前日を基準として確認することでも差し支えありません。

【本制度利用に係る金融機関の責務】

　本制度と同時に次のいずれかまたは両方を実行することを確約します。

　（該当する確認欄に◯を付けてください。）

※保証申込時における既往のプロパー融資残高の一部について、経営者保証がなく、かつ、保全がない場合であっても、本保証付融資と

（

　※１本制度の保証限度額と金融機関の責務の内訳は保証限度額等確認シートでご確認ください。

　※２申込金融機関における本制度の既保証分も含まれます。

　※３本制度の申込金額（ⅵ）は（ⅴ）の内数となります。

令和６年９月２日改正

財務要件等確認書

兵庫県

金融機関本・支店名

代表者名

が直前の決算（

確認欄 責務の内容

【責務１】 経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること

【責務２】
経営者保証を提供している既往のプロパー融資（本制度による返済部分を除く。）の全部または一部
について経営者保証を解除し、かつ、解除したプロパー融資については保全がないこと

　   原則同時に【責務１】【責務２】のいずれかまたは両方を満たす必要があります。

【本制度の保証限度額】

経営者保証を提供していない
プロパー融資残高（ⅰ）

同時に実行する経営者保証を不要と
するプロパー融資金額（ⅱ）

同時に経営者保証を解除する
プロパー融資金額（ⅲ）

千円

経営者保証を提供していない
プロパー融資残高（ⅳ）※１

（ⅰ＋ⅱ＋ⅲ） ≧

本制度の利用残高（ⅴ）※２

本制度申込金額（ⅵ)
※３

0 千円 0 千円 0

0 千円 0 千円 0

千円）
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【 プロ パー融資借換特別保証制度用】

年 月 日

信用保証協会　 御中

（ 申込人）

【 情報提供の同意】
　 プロ パー融資借換特別保証制度を 利用する にあたり 、 以下に掲げる 当社の情報を 、 以下に掲げる 利用目的の
ために、 貴協会が経済産業省に対し て提供する こ と について同意いたし ま す。

【 借入申込の内容】 ( 年 月 日現在)

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

年 月 日 円 円

円

円

【 確認状況記載欄】

 本書面が申込人の意思に基づいて正し く 記載さ れている こ と 及び情報提供の同意について次の通り 確認し ており ま す。

年 月 日

金融機関本・ 支店名

代表者名

　 こ の度、 申込人から 経営者保証の解除要請を 受けた上記借換対象資金は、 事業資金と し て貸し 付けたも の

であり 、 返済条件の緩和を 行っ ていま せん。

　 ま た、 上記借換対象資金が「 プロ パー融資借換特別保証制度要綱」 に基づく 対象資金である こ と を 確認し

ていま す。

　 こ の度の信用保証付き 融資金については、 経営者保証に依存し ない融資を 促進する も のであり 、 当金融機

関では、 今後も 申込人の事業の発展のため、 積極的に支援し ていく 方針です。

借入申込額※２

※１ 　 本制度で借換える 既往プロ パー借入金の内容を ご記入く ださ い。 借入金が極度取引によ る 場合には、 「 当初借
      入額」 には極度額、 「 現在残高」 には、 実際の借入残高を ご記入く ださ い。
　 　 　 経営者保証を提供し ていない借入金は対象資金に含ま れま せん。
※２ 　 借換対象資金（ 経営者保証を 提供し ている 既往プロ パー借入金） の範囲内と なり ま す。

確認年月日 確認時間 確認方法（ 該当する 番号にチェ ッ ク ） 金融機関確認者
 年　  月　  日 　  時　 　 分      １電話　      ２対面面談　   　  ３オンライン面談　   　 ４その他（　　　　　）　

合計 0

借換（ 内入れ） 対象資金（ 経営者保証を 提供し ている 既往プロ パー借入金） の内容※１

借入日 当初借入額 現在残高 個人保証人の氏名

住　 　 所

法 人 名

代表者名

令和６ 年１ 月１ ８ 日制定

兵庫県

借換債務等確認書

  １ . 提供する 情報
商号、 所在地、 資本金、 法人設立日、 申込金融機関、 保証申込金額、
保証承諾日、 保証承諾金額、 プロ パー融資残高

  ２ . 提供先における 利用目的 政策効果の検証
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年 月 日

信用保証協会　御中

（申込人）

【誓約事項】 保証料補助（注）の要件を欠く場合、当社（私）が補助相当額を負担することを誓約します。

（注）「協調支援型特別保証制度」を利用する場合、借入金額に対して国から0.11%～0.95%に相当する額が補助されます。

　　　ただし、条件変更により追加で発生する信用保証料は、全額お客様のご負担となります。

【資格要件】次の要件（１）または（２）のいずれかに該当すること。

要件(１)

　

( )

≧10％

※1 「プロパー融資」とは申込金融機関が信用保証協会の保証を付さないで行う融資のことを指します。なお、資金使途は事業資金に限ります。

要件(２)

【確認状況記載欄】本資格要件申告書兼誓約書が申込人の意思に基づいて正しく記載されていることを次の通り

　  　　　　　　  確認しております。

年 月 日 時 分 ( )

上記申込人が「協調支援型特別保証制度要綱」に規定する申込人資格要件に該当していることを確認しました。

また、要件(１)を適用する場合、上記項目に記載しているプロパー融資について、本保証付き融資と原則同時に実行する

ことを誓約します。

※2 要件(２)を適用する場合のみ、記載してください。

年 月 日

代表者名

金融機関本・支店名

申込金融機関支援方針等（経営行動計画書を踏まえた事業性の評価や今後の支援・取組方針等）※2

令和

確認年月日 確認時間 確認方法 その他詳細 金融機関本支店名・担当者

・申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び
　進捗の報告を行うこと。

％

確認 項　目

確認 項　目

・申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の１割以上
　（融資期間１２か月以上）のプロパー融資※1を受けること。

本件申込額【Ⅰ】 同時実行プロパー融資額【Ⅱ】（融資期間）

円 円 か月

同時実行プロパー融資額【Ⅱ】／本件申込額【Ⅰ】

住　　所

法 人 名

代表者名
又は氏名

「協調支援型特別保証制度」申込人資格要件申告書兼誓約書

令和７年３月１４日制定

○○
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務
評

価
に

関
す

る
情

報
　

政
策

効
果

の
検

証

２
.
提

供
先

に
お

け
る

利
用

目
的

令
和

 
　

年
　

月
　

日
時

　
分

　
電

 
 
話

対
面

面
談

　
 
 
 
オ

ン
ラ

イ
ン

面
談

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
）

（
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

（
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

（
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

（
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

（
令

和
 
 
年

 
 
月

期
）

課
題

取
組

計
画

等

主
な

取
組

確
認

年
月

日
確

認
時

間
確

認
方

法
（

該
当

す
る

項
目

に
チ

ェ
ッ

ク
）

金
融

機
関

本
支

店
名

・
確

認
者

改
善

目
標

指
標

取
組

計
画

【
金

融
機

関
名

】
計

画
１

年
目

計
画

２
年

目
計

画
３

年
目

計
画

４
年

目
計

画
５

年
目

法
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
人

 
　

 
  

 
 
 
  

 
 
名

代
 
表

 
者

 
名

又
 
は

 
氏

 
名

【
金

融
機

関
名

】
 
*
「

２
．

現
状

認
識

」
の

課
題

（
②

③
の

い
ず

れ
か

１
つ

で
も

可
）

に
つ

い
て

取
組

計
画

等
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
計

画
１

年
目

は
、

計
画

策
定

日
の

属
す

る
事

業
年

度
と

な
り

ま
す

。
 
 
 
改

善
目

標
指

標
に

は
、

「
３

．
財

務
分

析
」

の
①

～
⑥

（
④

を
除

く
）

の
い

ず
れ

か
の

指
標

を
記

載
し

、
目

標
値

に
は

同
指

標
の

計
画

年
度

毎
の

目
標

値
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 
「

本
資

金
の

活
用

方
法

」
は

取
組

計
画

と
の

関
連

性
を

中
心

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
（

課
題

が
複

数
の

場
合

は
、

い
ず

れ
か

１
つ

の
取

組
計

画
に

係
る

記
載

で
も

可
）

。

【
金

融
機

関
名

】

【
金

融
機

関
名

】
（

計
画

策
定

年
度

）

計
画

５
年

目

令
和

７
年

３
月

１
４

日
制

定

令
和

 　
　

年
　

　
月

　
　

日
 
*
「

２
．

現
状

認
識

」
を

踏
ま

え
た

計
画

終
了

時
点

に
お

け
る

事
業

の
具

体
的

な
将

来
目

標
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
直

近
決

算
の

売
上

高
営

業
利

益
が

赤
字

の
場

合
は

、
黒

字
化

に
向

け
た

具
体

的
な

取
組

を
ご

記
入

下
さ

い
。

【
協

調
支

援
型

特
別

保
証

制
度

用
】

経
営

行
動

計
画

書
将

来
目

標

住
　

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
　
所

E
B
I
T
D
A

有
利

子
負

債
倍

率
計

画
１

年
目

計
画

２
年

目
計

画
３

年
目

計
画

４
年

目

⑤
営

業
運

転
資

本
回

転
期

間
【

計
算

式
】

＝
(売

上
債

権
＋

棚
卸

資
産

－
買

入
債

務
)/

月
商

【
意

義
】

営
業

運
転

資
金

と
は

、
販

売
・

提
供

し
た

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
の

売
上

債
権

を
回

収
す

る
ま

で
に

必
要

と
な

る
資

金
を

示
す

も
の

で
す

。
過

去
の

値
と

比
較

す
る

こ
と

で
、

売
上

増
減

と
比

べ
た

営
業

運
転

資
金

の
増

減

を
計

測
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
回

収
や

支
払

等
の

取
引

条
件

の
変

化
に

よ
る

必
要

運
転

資
金

の
増

減
を

把
握

す

る
た

め
の

指
標

で
す

。

③
労

働
生

産
性

【
計

算
式

】
＝

営
業

利
益

/
従

業
員

数

【
意

義
】

従
業

員
１

人
当

た
り

が
獲

得
す

る
営

業
利

益
を

示
す

も
の

で
あ

り
、

成
長

力
、

競
争

力
等

を
評

価
す

る
指

標
で

す
。

①
売

上
増

加
率

【
計

算
式

】
＝

(
売

上
高

/前
年

度
売

上
高

)－
１

【
意

義
】

キ
ャ

ッ
シ

ュ
フ

ロ
ー

の
源

泉
で

あ
る

売
上

高
の

増
減

率
を

確
認

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

と
と

も
に

、

事
業

者
の

成
長

ス
テ

ー
ジ

を
判

断
す

る
の

に
有

用
な

指
標

で
す

。

⑥
自

己
資

本
比

率

【
計

算
式

】
＝

純
資

産
/総

資
産

【
意

義
】

総
資

産
の

う
ち

、
返

済
義

務
の

な
い

自
己

資
本

が
占

め
る

比
率

を
示

し
、

安
全

性
分

析
の

最
も

基
本

的
な

指
標

で
す

。

④
EB

IT
DA

有
利

子
負

債
倍

率

【
計

算
式

】
＝

(借
入

金
－

現
預

金
)
/(

営
業

利
益

＋
減

価
償

却
費

)

【
意

義
】

（
営

業
利

益
＋

減
価

償
却

費
）

の
部

分
は

営
業

キ
ャ

ッ
シ

ュ
フ

ロ
ー

を
簡

易
的

に
示

す
も

の
で

、
有

利
子

負
債

と
当

該
営

業
キ

ャ
ッ

シ
ュ

フ
ロ

ー
を

比
較

し
て

い
る

た
め

、
倍

率
が

低
い

ほ
ど

返
済

能
力

が
あ

る
こ

と

を
示

す
指

標
で

す
。

②
営

業
利

益
率

【
計

算
式

】
＝

営
業

利
益

/売
上

高

【
意

義
】

本
業

の
収

益
性

を
図

る
重

要
な

指
標

で
あ

り
、

事
業

性
を

評
価

す
る

た
め

の
、

収
益

性
分

析
の

最
も

基
本

的
な

指
標

で
す

。
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